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(57)【要約】
【課題】本発明は、骨内インプラントに関し、特に骨内
に移植するための歯科インプラントを形成するスクリュ
ウに関する。
【解決手段】ボーンインプラントは、セルフドリルボー
ンインプラントであるように構成されていて、これは、
ボーンインプラントの接触表面を顕著に増加させるため
に、すべてのインプラントの表面に沿って、かつ移植部
位内において、骨の凝縮、回収および分配に長けるもの
である。このインプラントは、互いに連続した冠状部分
および本体部分を有するように構成されている。冠状部
分は、本体部分の全体の直径よりも小さい全体の直径を
有するように構成されている。本体部分は、スレッディ
ングを備え、これは、インプラントを時計回りの方向、
反時計回りの方向の両方に回転させたときのセルフドリ
ルおよび骨回収の特性を促進するものである。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冠状部分と本体部分とを含むボーンインプラントであって、前記冠状部分および前記本
体部分は互いに連続していて、前記冠状部分は、前記インプラントの近位端を規定してい
て、前記本体部分は、前記インプラントの遠位端を規定していて、前記冠状部分は、前記
本体部分の全体の直径よりも小さい全体の直径を有するように構成されていて、
　ａ）前記冠状部分は、少なくとも３つの実質的に筒状のセグメントを含み、前記セグメ
ントは互いに連続していて、第１のセグメントは、前記冠状部分の近位セグメントおよび
前記インプラントの近位端を規定していて、第２のセグメントは、前記冠状部分の中間セ
グメントを規定していて、第３のセグメントは、前記冠状部分の遠位セグメントを規定し
ていて、
　ｉ）前記近位セグメントおよび前記遠位セグメントは、それぞれ、台形状の断面プロフ
ァイルを有し、近位直径と、前記台形状のプロファイルの底面で規定される遠位直径とを
有し、前記セグメントのそれぞれの前記近位直径が前記遠位直径よりも小さくなるように
、前記直径は、連続して遠位方向で増加し、前記セグメントのそれぞれが、前記台形状の
プロファイルの脚で規定される角度に対応して角度の付いた外側表面を含み、
　ｉｉ）前記中間セグメントは、実質的には円筒状であり、近位直径と遠位直径とを有し
、前記中間セクションの近位直径は、前記第１のセグメントの遠位直径に等しく、前記中
間セクションの遠位直径は、前記第３のセグメントの遠位近位直径に等しく、前記中間セ
グメントの近位直径および前記中間セグメントの遠位直径は、前記近位直径が、前記遠位
直径よりも小さく、前記中間部は、角度の付いた外側表面を有する台形状のプロファイル
を呈するように構成されていて、
　ｉｉｉ）前記遠位セグメントは、前記本体部分と連続するように構成されていて、前記
遠位セグメントの遠位直径は、前記本体部分の近位直径に等しく、前記遠位セグメントの
近位直径は、前記本体部分の近位直径よりも小さい、
ボーンインプラント。
【請求項２】
　前記中間セグメントの近位直径および前記中間セグメントの遠位直径は、実質的に同等
である、請求項１に記載のボーンインプラント。
【請求項３】
　前記冠状部分の外側表面は、スレッディングを含む、請求項１に記載のボーンインプラ
ント。
【請求項４】
　前記スレッディングは、近位セグメント、中間セグメント、遠位セグメント、それらの
いずれかの組み合わせから選択される少なくとも１以上のセグメントに沿って配置されて
いる、請求項３に記載のボーンインプラント。
【請求項５】
　前記近位セグメントは、スレッディングを有していない、請求項３に記載のボーンイン
プラント。
【請求項６】
　前記冠状部分の外側表面は、スレッディングを有していない、請求項１に記載のボーン
インプラント。
【請求項７】
　冠状部分と本体部分とを含むボーンインプラントであって、前記冠状部分および前記本
体部分は互いに連続していて、前記冠状部分は、前記インプラントの近位端を規定してい
て、前記本体部分は、前記インプラントの遠位端を規定していて、前記冠状部分は、前記
本体部分の全体の直径よりも小さい全体の直径を有するように構成されていて、
　ａ）前記本体部分は、内側コアを有し、前記内側コアは、スレッディングを備え、前記
スレッディングは、そこからその長さに沿って延在していて、前記コアは、前記本体部分
の内側直径を規定していて、前記スレッディングは、前記本体部分の外側直径を規定して
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いて、
　ｂ）前記コアは、前記コアの近位直径が前記コアの遠位直径よりも大きくなるように、
連続的に減少する直径を有する前記本体部分の長さに沿って連続していて、前記コアは、
アピカルエンドにおいて、実質的に平坦である、
ボーンインプラント。
【請求項８】
　前記コアは、少なくとも１つのスレッドを含み、前記スレッドは、そこから前記本体部
分の長さに沿って延在し、各スレッドは、アピカルサイドと、コロナルサイドと、前記ア
ピカルサイドと前記コロナルサイドとを結合するラテラルエッジと、前記スレッドを前記
コアに結合させるベースと、前記ラテラルエッジと前記ベースとの間で規定されるスレッ
ド深さとを含み、前記少なくとも１つのスレッドは、頂端部の方向で、前記本体部分の前
記遠位セグメントの長さに沿って増加する変更可能な深さを有し、前記スレッドの最小の
深さは、前記冠状部分に隣接し、各スレッドの最大の深さは、前記アピカルエンドに隣接
し、前記アピカルエンドは、それが、前記各スレッドの出発点を先導する前記コアから延
在する少なくとも１つのカッティングリーディングエッジの先端部を含むことを特徴とし
、前記カッティングリーディングエッジは、骨内において、前記インプラントを安定化さ
せるために提供されている、請求項７に記載のボーンインプラント。
【請求項９】
　前記コアセグメントは、少なくとも２つのサブセグメントから構成されている、請求項
７に記載のインプラント。
【請求項１０】
　前記コアサブセグメントのそれぞれは、筒状のプロファイルまたは台形状のプロファイ
ルから選択されるプロファイルを有するように構成されていてもよい、請求項９に記載の
インプラント。
【請求項１１】
　前記コアセグメントは、複数のコアサブセグメントから構成されていて、第１（近位）
のコアサブセグメントは、近位直径および遠位直径を有する台形状のプロファイルを含み
、前記近位直径が、前記遠位直径よりも大きいことを特徴とする、請求項９に記載のイン
プラント。
【請求項１２】
　前記コアセグメントは、複数のコアサブセグメントから構成されていて、遠位コアサブ
セグメントは、近位直径および遠位直径を有する台形状のプロファイルを含み、前記近位
直径が、前記遠位直径よりも大きいことを特徴とする、請求項９に記載のインプラント。
【請求項１３】
　前記コアセグメントは、台形状のプロファイルを有する複数のコアサブセグメントから
構成されていて、前記台形状のコアサブセグメントのそれぞれが、近位直径および遠位直
径を有していて、前記近位直径が、前記遠位直径よりも大きいことを特徴とする、請求項
９に記載のインプラント。
【請求項１４】
　少なくとも１つの円筒状のサブセグメントをさらに含む、請求項１１～１３のいずれか
１項に記載のインプラント。
【請求項１５】
　前記冠状部分は、少なくとも３つの結合プラットフォームを含み、そのうち２つが、前
記近位セグメントに配置されている、請求項１に記載の歯科インプラント。
【請求項１６】
　前記インプラントは、キャビティをさらに含み、前記キャビティは、前記冠状部のセク
ションの内側、かつ少なくとも部分的に前記本体部分の近位部分内に配置されていて、前
記キャビティは、前記歯科インプラントの前記近位端に向かって開いていて、アバットメ
ントを取り付けるために構成されている、請求項１に記載の歯科インプラント。
【請求項１７】
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　前記キャビティは、少なくとも１つの内側結合プラットフォームを規定している、請求
項１６に記載の歯科インプラント。
【請求項１８】
　前記冠状部分は、アバットメントを取り付けるために構成されている外側構造をさらに
含む、請求項１に記載の歯科インプラント。
【請求項１９】
　冠状部分は、アバットメントと一体化されていて、ワンピースインプラントを形成して
いる、請求項１に記載の歯科インプラント。
【請求項２０】
　インプラントに固定されるように構成されている歯科成分と組み合わされている、請求
項１に記載の歯科インプラント。
【請求項２１】
　前記歯科成分は、アバットメント、クラウン、ブリッジ、歯科人工補綴、解剖学上のア
バットメント、ワンピースアバットメント、アングルアバットメント、カラー、ボールア
タッチメント、ヒーリングキャップ、プラットフォームスイッチングアバットメントおよ
びそれらのいずれかの組み合わせからなる群から選択される、請求項２０に記載の歯科イ
ンプラント。
【請求項２２】
　前記スレッドの前記ラテラルエッジは、冠状部の方向で、前記本体のセグメントに沿っ
て増加する変更可能な幅を有し、前記スレッドの前記ラテラルエッジの最小の幅は、前記
遠位セグメントに隣接していて、前記スレッドの前記ラテラルエッジの最大の幅は、前記
冠状セグメントに隣接している、請求項８に記載のインプラント。
【請求項２３】
　前記スレッドの前記ラテラルエッジは、前記本体のセグメントの長さに沿って、均一な
幅を有している、請求項８に記載のインプラント。
【請求項２４】
　前記スレッドの前記ラテラルエッジは、前記本体のセグメントの長さに沿って、変更可
能な幅を有している、請求項８に記載のインプラント。
【請求項２５】
　前記スレッディングセグメントは、約２０度から最大で約６０度のスレッドアングルを
含むように構成されている、請求項８に記載のインプラント。
【請求項２６】
　前記スレッドアングルは、約２５度である、請求項２５に記載のインプラント。
【請求項２７】
　前記スレッドアングルは、約３５度である、請求項２５に記載のインプラント。
【請求項２８】
　前記スレッディングセグメントは、約１ｍｍ～約３ｍｍのピッチを有するように構成さ
れている、請求項８に記載のインプラント。
【請求項２９】
　前記スレッドピッチは、約１．８ｍｍである、請求項２８に記載のインプラント。
【請求項３０】
　前記スレッドピッチは、約２．１ｍｍである、請求項２８に記載のインプラント。
【請求項３１】
　前記スレッドは、少なくとも２以上の出発点を含む、請求項８に記載のインプラント。
【請求項３２】
　前記少なくとも１つのスレッドは、前記本体部分の長さに沿って、少なくとも２つの長
手方向の凹部をさらに含み、前記本体部分の全長に沿って規定されている少なくとも２つ
のフルートを規定していて、前記フルートは、前記歯科インプラントを回転させた場合に
骨を回収するように、かつ前記冠状部分に隣接する近位開口部を有するように構成されて
いて、前記フルート近位開口部は、前記インプラントの前記冠状部分からアクセス可能な
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前記少なくとも２つのフルートの長手方向の凹部を与えるように構成されていて、なおか
つ、それを通して骨を除去または導入するために提供されていて、前記少なくとも２つの
フルートは、前記スレッドベースと前記スレッドラテラルエッジとの間の前記スレッディ
ングの深さにわたって形成されていて、前記フルートは、前記スレッドベースに沿う卵形
の凹部と、前記スレッドラテラルエッジに沿って形成されるネックとを形成するプロファ
イルを有している、請求項３１に記載のインプラント。
【請求項３３】
　前記フルートは、フルートの数に等しい数のスレッドサブセグメント（ウイングまたは
ブレード）へと前記少なくとも１つのスレッドを分割している、請求項３２に記載のイン
プラント。
【請求項３４】
　前記アピカルエンドは、実質的に平坦であり、前記各スレッドの出発点を先導する前記
コアから延在する少なくとも１つのカッティングリーディングエッジの先端部を含み、前
記カッティングリーディングエッジの先端部によって、前記インプラントを骨内で安定化
させることを特徴とする、請求項３３に記載のインプラント。
【請求項３５】
　前記アピカルエンドは、第１（アピカル）のウイングエンドおよび第２（コロナル）の
ウイングエンドを含む側面に沿って２つの対向するラテラルベベルエンドを有する第１の
スレッドサブセグメント（ウイング、ブレード）をさらに含む、請求項３４に記載のイン
プラント。
【請求項３６】
　前記第２（コロナル）のウイングエンドは、アピカル面のアンダーカットをさらに含み
、前記第１（アピカル）ウイングエンドに対して、前記第２（コロナル）のウイングエン
ドを上昇させている、請求項３５に記載のインプラント。
【請求項３７】
　冠状部分および本体部分を含むボーンインプラントであって、前記冠状部分および前記
本体部分は互いに連続していて、前記冠状部分は、前記インプラントの近位端を規定して
いて、前記本体部分は、前記インプラントの遠位端を規定していて、前記冠状部分は、前
記本体部分の全体の直径よりも小さい全体の直径を有するように構成されていて、前記本
体部分は、その長さに沿って、アピカルエンドからコロナルエンドにかけて規定されてい
る少なくとも１つのスレッドを有していて、前記スレッディングは、前記本体部分の長さ
に沿って、少なくとも２つの長手方向の凹部を含み、前記本体部分の全長に沿って規定さ
れている少なくとも２つのフルートを規定していて、前記フルートは、前記歯科インプラ
ントを回転させた場合に骨を回収するように、かつ前記冠状部分に隣接する近位開口部を
有するように構成されていて、前記フルート近位開口部は、前記インプラントの前記冠状
部分からアクセス可能な前記少なくとも２つのフルートの長手方向の凹部を与えるように
構成されていて、それを通して、骨を除去または導入するために提供されている、
ボーンインプラント。
【請求項３８】
　前記少なくとも２つのフルートは、前記スレッドベースと前記スレッドラテラルエッジ
との間の前記スレッディングの深さにわたって形成されていて、前記フルートは、前記ス
レッドベースに沿って形成されている卵形の凹部と、前記スレッドラテラルエッジに沿っ
て形成されているネックとから規定されているプロファイルを有している、請求項３７に
記載のインプラント。
【請求項３９】
　前記フルートプロファイルは、前記ネックと前記卵形の凹部との間のサイズ比に基づい
て規定されていてもよい、請求項３８に記載のインプラント。
【請求項４０】
　前記ネック部分は、前記スレッドの側面に沿って、ベベル状のカッティングエッジを規
定している、請求項３９に記載のインプラント。
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【請求項４１】
　前記プロファイルは、２つのＳ字カーブのショルダーによって規定されていて、前記シ
ョルダーは、前記スレッドコアから前記スレッドラテラルエッジに向かって、前方にわた
って、延在していて、スレッドの深さ／高さに沿う卵形の形状の凹部を形成し、前記側面
に隣接するネックを形成し、前記ネックが、ベベル状のカッティングエッジを規定してい
る、請求項３８に記載のインプラントフルート。
【請求項４２】
　前記少なくとも２つのフルートは、前記スレッディング部分に沿って、等しく間隔をあ
けて配置されている、請求項３７に記載のインプラント。
【請求項４３】
　前記本体部分の長さに沿って、少なくとも３つの前記フルートを有する、請求項３７に
記載のインプラント。
【請求項４４】
　前記本体部分の長さに沿って、少なくとも４つの前記フルートを有する、請求項３７に
記載のインプラント。
【請求項４５】
　前記フルートが、前記本体部分の長さに沿って、チャネルを形成し、リニア、カーブ、
弓、アーチ、Ｓ字、スパイラル、それらのいずれかの組み合わせからなる群から選択され
る長手軸を有する、請求項３７に記載のインプラント。
【請求項４６】
　前記長手軸が、前記本体部分のコアに基づいて規定されている、請求項４５に記載のイ
ンプラント。
【請求項４７】
　前記フルートが、独立した長手軸を備える、請求項４５に記載のインプラント。
【請求項４８】
　すべてのフルートが、同一の長手軸を備える、請求項４５に記載のインプラント。
【請求項４９】
　対向するフルートが、同一の長手軸を備える、請求項４５に記載のインプラント。
【請求項５０】
　連続したスレッドにおいて切削および回収の両方を行うように構成されている、請求項
３７に記載のフルート。
【請求項５１】
　前記フルートが、前記スレッディングの３６０度の全周にわたって構成されていて、イ
ンプラントの全体の支持を提供する、請求項３７に記載のフルート。
【請求項５２】
　前記フルートが、フルートの数に等しい数のスレッドサブセグメント（ウイング、ブレ
ード）へと前記スレッディングを分割している、請求項３７に記載のインプラント。
【請求項５３】
　前記スレッドサブセグメント（ウイング、ブレード）のそれぞれが、側面に沿って規定
されている２つのラテラルベベルエンドを含む、請求項４５に記載のインプラント。
【請求項５４】
　前記スレッドが、セルフドリル、セルフタップ、セルフコレクト、セルフカットおよび
それらのいずれかの組み合わせからなる群から選択される少なくとも１つであるように構
成されている、請求項３７に記載のインプラント。
【請求項５５】
　チタン、チタン合金、クロム－コバルト合金、他の金属の合金、ジルコニウム、ヒドロ
キシアパタイトでコーティングされた材料、プラスチック、ポリマー、ニチノール、ステ
ンレス鋼コンポジット材料からなる群から選択される生体適合性の材料から提供される、
請求項１～５４のいずれか１項に記載のインプラント。
【請求項５６】
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　前記インプラントに表面処理が施されている、請求項１～５４のいずれか１項に記載の
インプラント。
【請求項５７】
　歯科インプラント、整形外科インプラント、動物ボーンインプラントからなる群から選
択されるインプラントの形態を呈するようにカスタマイズされている、請求項１～５４の
いずれか１項に記載のインプラント。
【請求項５８】
　トランスジンジバルインプラント、上記のボーンインプラント、下記のボーンプレイス
メントインプラント、ティシュレベルインプラント、ワンピースインプラントまたはマル
チピースインプラント、ボーンレベルインプラントからなる群から選択される形態を呈す
るようにカスタマイズされている、請求項１～５４のいずれか１項に記載のインプラント
。
【請求項５９】
　前記インプラントの長さは、約５ｍｍ～約１６ｍｍである、請求項１～５４のいずれか
１項に記載のボーンインプラント。
【請求項６０】
　前記インプラントの直径は、約３ｍｍから最大で約９ｍｍである、請求項１～５４のい
ずれか１項に記載のボーンインプラント。
【請求項６１】
　根管骨、セプタルクレスト骨、小柱骨、海綿骨、緻密骨（Ｄ１）、硬～普通の緻密骨（
Ｄ２）、普通～軟骨（Ｄ３）、軟骨（Ｄ４）、歯槽、抜歯側、治癒側などから選択される
骨の種類において移植されるように構成されている、請求項１～５４のいずれか１項に記
載のボーンインプラント。
【請求項６２】
　前記スレッディングは、リード、ピッチ、スレッドアングル、厚み、メジャー直径、マ
イナー直径、テーパアングル、スレッドオリエンテーション、終了位置、出発位置、多孔
性、終了点の数、出発点の数、リードの数、カットの数、リードの角度、およびそれらの
いずれかの組み合わせからなる群から選択される少なくとも１以上のスレッディングパラ
メータに基づいて構成されている、請求項１～５４のいずれか１項に記載のボーンインプ
ラント。
【請求項６３】
　結合プラットフォーム（１４）を有するインプラントアバットメント（１０）であって
、前記結合プラットフォームが、前記請求項１～５４のいずれか１項に記載の歯科インプ
ラント（１００）の冠状部分（１１０）に沿って配置されている結合プラットフォームに
対応し、前記結合プラットフォームに適合することを特徴とする、インプラントアバット
メント（１０）。
【請求項６４】
　少なくとも１つの結合プラットフォームを有するインプラントアバットメント（１０）
であって、前記少なくとも１つの結合プラットフォームが、前記請求項の歯科インプラン
トの冠状部分（１１０）に沿って配置されているいずれかの表面（１１０ａ、１１０ｂ、
１１０ｃ、１１２、１１４、１１６、１１８）に対応し、前記表面に適合することを特徴
とする、インプラントアバットメント（１０）。
【請求項６５】
　修復構造と接続するための近位端（１２）と、インプラントと接続するための遠位端（
１４）と、それらの間に配置されている中間部分（１６）とを有するインプラントアバッ
トメント（１０）であって、前記中間部分（１６）は、インプラントの少なくとも１つの
結合プラットフォームと接続するために適合された表面を含み、前記表面は、約３度から
最大で約５０度の角度を有する表面（１６ａ）；前記アバットメントのコアの中心軸に対
して実質的に垂直に延在する表面（１６ｄ）に対して最大で約７０度の角度を有する表面
（１６ｃ）；前記アバットメントのコアの中心軸に対して実質的に垂直である表面（１６
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ｂ）から選択される、インプラントアバットメント（１０）。
【請求項６６】
　アバットメントスクリュウを受けるために適合されている中央孔をさらに含む、請求項
６５に記載のアバットメント。
【請求項６７】
　前記遠位端（１４）は、内側および外側ならびにそれらの組み合わせからなる群から選
択される構成に適合された回転防止連結部分（１４ｃ）を特徴とする、請求項６５に記載
のアバットメント。
【請求項６８】
　前記連結部分は、内側６レセプターソケット、スキャロップ、内側ドデカゴン、外側ド
デカゴン、内側ヘキサゴン（internal hex internal）、外側ヘキサゴン、外側オクタゴ
ン、内側オクタゴン、外側スプライン、内側スプライン、モールステーパ、内側モールス
テーパ、ワンピース、内側６ローブ、外側６ローブ、内側３ローブ、外側３ローブ、内側
６スプライン、外側６スプライン、内側スレッド、内側ペンタゴン、外側ペンタゴン、外
側スレッド、内側四角形、外側四角形、内側５ローブ、内側４ローブ、内側３スプライン
、外側三角形、内側８スプライン、外側６ローブ、内側８ローブ、内側チューブ－チュー
ブプラグイン、三角形、ｎ面の多角形（ｎ＞＝３以上）およびそれらのいずれかの組み合
わせからなる群から選択される、請求項６７に記載のアバットメント。
【請求項６９】
　冠状部分（１１０）と本体部分（１２０）とを含むボーンインプラントアンカー（１０
０）であって、前記冠状部分（１１０）および前記本体部分（１２０）は互いに連続して
いて、前記冠状部分は、前記インプラントアンカーの近位端を規定していて、前記本体部
分は、前記インプラントアンカーの遠位端を規定していて、前記本体部分は、少なくとも
１つのスレッディングを備える内側コアを有していて、前記スレッディングは、そこから
その長さに沿って延在し、前記内側コアは、前記本体部分の内側直径を規定していて、前
記少なくとも１つのスレッディングは、前記本体部分の外側直径を規定していて、前記ス
レッディングは、
　ａ）アピカルサイドと、コロナルサイドと、前記アピカルサイドと前記コロナルサイド
とを結合しているラテラルエッジと、前記スレッドを前記コアに結合しているベースと、
前記ラテラルエッジと前記ベースとの間に規定されているスレッド深さとを含み、前記ス
レッド深さは、前記スレッドの平面軸を規定していて、
　ｂ）隣接するスレッドベースの間に規定されている隣接するスレッドは、スレッド内面
を規定しているインプラントコアの外側表面に結合されていて、
　ｃ）前記少なくとも１つのスレッディングは、前記スレッドアピカルサイドまたは前記
スレッドコロナルサイドの少なくとも１つが、前記平面軸に沿う少なくとも１つのコンタ
モディフィケーション（１４０）を備え、前記平面軸に沿って、少なくとも２つのサブセ
グメント（１４２、１４４）を規定していることを特徴とする、
ボーンインプラントアンカー（１００）。
【請求項７０】
　それぞれの追加のコンタモディフィケーション（１４０）は、少なくとも１つのサブセ
グメント（１４２、１４４）によって、前記平面軸に沿って規定される個々のサブセグメ
ントの数を増加させる、請求項６９に記載のインプラント。
【請求項７１】
　前記スレッドアピカルサイドまたは前記スレッドコロナルサイドの少なくとも１つが、
少なくとも１つ最大で５つのコンタモディフィケーション（１４０）を個々に備えていて
もよい、請求項６９に記載のインプラント。
【請求項７２】
　前記インプラントの本体が、そこからその長さに沿って延在する少なくとも２つのスレ
ッディングを含むように構成されている、請求項６９に記載のインプラント。
【請求項７３】
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　前記インプラントのコアの本体からコアの長さに沿って延在する複数のスレッディング
を含むように構成されている、請求項７２に記載のインプラント。
【請求項７４】
　前記複数のスレッディングのそれぞれは、前記スレッドアピカルサイドまたは前記スレ
ッドコロナルサイドの少なくとも１つに沿って少なくとも１つの前記コンタモディフィケ
ーション（１４０）を含むように、その平面軸に沿って個々に／独立して構成されている
、請求項７２または７３に記載のインプラント。
【請求項７５】
　前記コンタモディフィケーション（１４０）は、前記スレッドラテラルエッジと前記ス
レッドベースとの間に規定されている、請求項６９に記載のインプラント。
【請求項７６】
　前記コンタモディフィケーション（１４０）は、前記平面軸に対して、最大で約１８０
度の角度を規定している、請求項６９に記載のインプラント。
【請求項７７】
　前記スレッドは、前記平面軸に関して対称である、請求項６９に記載のインプラント。
【請求項７８】
　前記スレッドは、前記平面軸に関して非対称である、請求項６９に記載のインプラント
。
【請求項７９】
　前記スレッドアピカルサイドまたは前記スレッドコロナルサイドまたは前記ラテラルエ
ッジの少なくとも１つが、少なくとも１つの凹んだ溝を特徴とする、請求項６９に記載の
インプラント。
【請求項８０】
　前記スレッドが、複数の凹んだ溝を備える、請求項７９に記載のインプラント。
【請求項８１】
　前記凹んだ溝が、任意の形状を呈していてもよい、請求項７９に記載のインプラント。
【請求項８２】
　少なくとも１つの前記凹んだ溝の寸法が、約０．０１ｍｍから最大で約０．７ｍｍであ
るように構成されている、請求項７９に記載のインプラント。
【請求項８３】
　前記形状が、長円形、卵形、楕円形、円形、四辺形、台形、ｎ面の多角形（ｎは、少な
くとも３である（ｎ＞２））からなる群から選択される、請求項８１に記載のインプラン
ト。
【請求項８４】
　前記スレッド深さは、約０．１ｍｍから最大で約２ｍｍである、請求項６９に記載のイ
ンプラント。
【請求項８５】
　前記スレッド内面は、任意の形状または角度を呈するように構成されている、請求項６
９に記載のインプラント。
【請求項８６】
　前記スレッド内面は、コンタ、カーブ、アングル、リニア、それらのいずれかの組み合
わせからなる群から選択される、請求項８５に記載のインプラント。
【請求項８７】
　前記スレッド内面は、実質的にはリニアであり、最大で約６０度の角度を有する、請求
項８５に記載のインプラント。
【請求項８８】
　前記スレッド内面は、最大で約２ｍｍの長さを含む、請求項８５に記載のインプラント
。
【請求項８９】
　前記インプラントコアは、任意のプロファイルまたはサイズを呈していてもよい、請求
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項６９に記載のインプラント。
【請求項９０】
　前記インプラントコアは、ストレート、テーパ、円錐、筒、円筒、リニア、パラレル、
対称、非対称、台形、混合円錐、セグメント、マルチセグメント、およびそれらのいずれ
かの組み合わせからなる群から選択されるプロファイルを含む、請求項６９に記載のイン
プラント。
【請求項９１】
　前記インプラントスレッドは、前記インプラントコアに沿って、任意の様式で進行して
もよい、請求項６９に記載のインプラント。
【請求項９２】
　前記スレッディングの進行は、段階的、コンスタント、ストレート、テーパ、ヘリカル
、リバースヘリカル、アピカルテーパ、コロナルテーパ、断続、それらのいずれかの組み
合わせから選択される、請求項９１に記載のインプラント。
【請求項９３】
　前記インプラントスレッドは、最大で５つの出発点を備える、請求項６９に記載のイン
プラント。
【請求項９４】
　前記インプラントスレッドは、ミクロスレッドを備える、請求項６９に記載のインプラ
ント。
【請求項９５】
　前記ミクロスレッドは、前記スレッド内面に沿って提供されている、請求項９４に記載
のインプラント。
【請求項９６】
　前記スレッドは、連続、断続、増加する深さ、減少する深さ、セグメント、それらのい
ずれかの組み合わせとなるように、前記インプラントコアに沿って構成されている、請求
項６９に記載のインプラント。
【請求項９７】
　前記スレッディングは、その長さに沿って、少なくとも１つのフルートをさらに含む、
請求項６９に記載のインプラント。
【請求項９８】
　最大で約５のフルートをさらに含む、請求項９７に記載のインプラント。
【請求項９９】
　前記スレッドアピカルサイド、前記スレッドコロナルサイド、前記ラテラルエッジ、前
記スレッド内面から選択される少なくとも１つの表面は、少なくとも１つの外側に延在す
る延長部をさらに含む、請求項６９に記載のインプラント。
【請求項１００】
　複数の前記外側に延在する延長部をさらに含む、請求項９９に記載のインプラント。
【請求項１０１】
　冠状部分（１１０）と本体部分（１２０）とを含むボーンインプラントアンカー（１０
０）であって、前記冠状部分（１１０）および前記本体部分（１２０）は互いに連続して
いて、前記冠状部分は、前記インプラントアンカーの近位端を規定していて、前記本体部
分は、前記インプラントアンカーの遠位端を規定していて、前記本体部分は、内側コアを
有していて、前記内側コアは、そこからその長さに沿って延在するスレッディングを備え
、前記内側コアは、前記本体部分の内側直径を規定していて、前記スレッディングは、前
記本体部分の外側直径を規定していて、前記冠状部分は、少なくとも１つの凹んだ溝（１
１５）を特徴とする、
ボーンインプラントアンカー（１００）。
【請求項１０２】
　前記冠状部分（１１０）は、複数の凹んだ溝（１１５）を備える、請求項１０１に記載
のインプラント。
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【請求項１０３】
　前記凹んだ溝は、任意の形状を呈していてもよい、請求項１０１に記載のインプラント
。
【請求項１０４】
　前記凹んだ溝は、約０．０１～０．５ｍｍの少なくとも１つの寸法を有するように構成
されている、請求項１０３に記載のインプラント。
【請求項１０５】
　前記形状は、長円形、卵形、楕円形、円形、四辺形、台形、ｎ面の多角形（ｎは、少な
くとも３である（ｎ＞２））およびそれらのいずれかの組み合わせからなる群から選択さ
れる、請求項１０３に記載のインプラント。
【請求項１０６】
　前記冠状部分（１１０）は、少なくとも１つの外側に延在する延長部（１１５ｅ）を特
徴とする、請求項１０１に記載のインプラント。
【請求項１０７】
　複数の前記外側に延在する延長部（１１５ｅ）をさらに含む、請求項１０６に記載のイ
ンプラント。
【請求項１０８】
　冠状部分（１１０）と本体部分（１２０）とを含むボーンインプラントアンカー（１０
０）であって、前記冠状部分（１１０）および前記本体部分（１２０）は互いに連続して
いて、前記冠状部分は、前記インプラントアンカーの近位端を規定していて、前記本体部
分は、前記インプラントアンカーの遠位端を規定していて、前記本体部分は、内側コアを
有していて、前記内側コアは、そこからその長さに沿って延在するスレッディングを備え
、前記内側コアは、前記本体部分の内側直径を規定していて、前記スレッディングは、前
記本体部分の外側直径を規定していて、前記冠状部分（１１０）は、その外側表面（１１
２）に沿って配置されている機能的なカッティングスレッドを特徴とし、前記機能的なカ
ッティングスレッドは、皮質の骨に切削して入るために提供されている、ボーンインプラ
ントアンカー（１００）。
【請求項１０９】
　前記スレッドは、時計回りおよび反時計回りの両方の方向で切削するように構成されて
いる、請求項１０８に記載のインプラント。
【請求項１１０】
　前記カッティングスレッドは、さらにフルートを特徴とする、請求項１０８に記載のイ
ンプラント。
【請求項１１１】
　前記冠状部分（１１０）は、少なくとも１つの凹んだ溝（１１５）をさらに含む、請求
項１０８に記載のインプラント。
【請求項１１２】
　前記冠状部の機能的なカッティングスレッド（１１４）は、歯科インプラントアバット
メント（２０）と連結するようにさらに構成されている、請求項１０８に記載のインプラ
ント。
【請求項１１３】
　前記冠状部分（１１０）は、前記冠状部の本体部分に沿って配置されているミクロスレ
ッドをさらに含む、請求項１０８に記載のインプラント。
【請求項１１４】
　前記冠状部分の本体は、ストレート、テーパ、円錐、筒、円筒、リニア、パラレル、対
称、非対称、台形、混合円錐、セグメント、マルチセグメントおよびそれらのいずれかの
組み合わせからなる群から選択されるプロファイルを含む、請求項１０８に記載のインプ
ラント。
【請求項１１５】
　前記スレッディングは、最大で５つの出発点を含む、請求項１０８に記載のインプラン
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ト。
【請求項１１６】
　前記スレッディングが　を含む、請求項１０８に記載のインプラント。
【請求項１１７】
　前記冠状部分のコアは、任意のプロファイルまたはサイズを呈し得る、請求項１０８に
記載のインプラント。
【請求項１１８】
　前記プロファイルは、ストレート、テーパ、円錐、筒、円筒、リニア、パラレル、対称
、非対称、台形、混合円錐、セグメント、マルチセグメントおよびそれらのいずれかの組
み合わせからなる群から選択される、請求項１１７に記載のインプラント。
【請求項１１９】
　前記スレッドは、前記冠状部分の本体に沿って、任意の様式で進行してもよい、請求項
１１７に記載のインプラント。
【請求項１２０】
　前記スレッディングの進行は、段階、コンスタント、ストレート、テーパ、ヘリカル、
リバースヘリカル、アピカルテーパ、コロナルテーパ、断続、それらのいずれかの組み合
わせから選択される、請求項１１８に記載のインプラント。
【請求項１２１】
　冠状部分（１１０）と本体部分（１２０）とを含むボーンインプラントアンカー（１０
０）であって、前記冠状部分（１１０）および前記本体部分（１２０）は互いに連続して
いて、前記冠状部分は、前記インプラントアンカーの近位端を規定していて、前記本体部
分は、前記インプラントアンカーの遠位端を規定していて、前記本体部分は、内側コアを
有していて、前記内側コアは、そこからその長さに沿って延在するスレッディングを備え
、前記内側コアは、前記本体部分の内側直径を規定していて、前記スレッディングは、前
記本体部分の外側直径を規定していて、前記冠状部分（１１０）は、前記インプラント（
１００）から除去されるように構成されている、ボーンインプラントアンカー（１００）
。
【請求項１２２】
　前記インプラント（１００）のせん孔の内側に少なくとも２つの結合プラットフォーム
（５０、５２）をさらに含む、請求項１２１に記載のインプラント。
【請求項１２３】
　前記インプラントは、前記インプラント（１００）内の中央の内側のせん孔に沿って、
ツーリングインターフェース（５０）と、アバットメント連結インターフェース（５２）
とを含むように構成されている、請求項１２２に記載のインプラント。
【請求項１２４】
　前記ツーリングインターフェースが、前記インプラントコアに関して前記インプラント
本体（１２０）の内側に配置されている、請求項１２１に記載のインプラント。
【請求項１２５】
　前記結合インターフェース（５２）は、前記冠状部分（１１０）の少なくとも一部の内
側に配置されている、請求項１２１に記載のインプラント。
【請求項１２６】
　前記本体部分（１２０）と前記冠状部分（１１０）との間に配置されている冠状セグメ
ント（１１０ｂ）をさらに含み、前記冠状部のインターフェース部分（１１０ｂ）は、前
記冠状部分（１１０）の除去を促進するように提供されている、請求項１２１に記載のイ
ンプラント。
【請求項１２７】
　前記冠状部のインターフェース部分（１１０ｂ）は、前記冠状部分（１１０）から除去
されるように構成されていて、前記本体部分（１２０）は無傷のままではない、請求項１
２６に記載のインプラント。
【請求項１２８】
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　前記冠状部のインターフェース部分（１１０ｂ）は、任意の形状を呈するように構成さ
れている、請求項１２６に記載のインプラント。
【請求項１２９】
　前記冠状部のインターフェース部分（１１０ｂ）は、インプラント歯科アバットメント
の少なくとも一部と接続するためのせん孔凹部をさらに特徴とする、請求項１２６に記載
のインプラント。
【請求項１３０】
　前記冠状部分（１１０）は、コア（１２２）の直径に等しいまたはコア（１２２）の直
径よりも小さい直径を有するように構成されている、請求項１２１に記載のインプラント
。
【請求項１３１】
　前記冠状部分（１１０）は、専用の冠状部除去ツール（２００、２３０、２２０）で除
去されるように構成されている、請求項１２１に記載のインプラント。
【請求項１３２】
　前記冠状部分（１１０）または前記本体部分（１２０）は、任意のプロファイルまたは
サイズを呈し得る、請求項１２１に記載のインプラント。
【請求項１３３】
　前記プロファイルは、ストレート、テーパ、円錐、筒、円筒、リニア、パラレル、対称
、非対称、台形、混合円錐、セグメント、マルチセグメント、およびそれらのいずれかの
組み合わせからなる群から選択される、請求項１３２に記載のインプラント。
【請求項１３４】
　歯科インプラント（１００）の冠状セグメント（１１０）を除去するために提供される
専用ツール（２００、２３０、２２０）であって、
　ａ）歯科ハンドピースツールと連結するための歯科ツーリング結合インターフェース（
２０２）と、
　ｂ）少なくとも１つの表面または縁部を有する円板状ツーリング表面（２０４）であっ
て、前記表面又は縁部が、歯科インプラント（１００）の少なくとも一部を切削および／
または研磨するために提供される媒体でコーティングされている、表面（２０４）と、
　ｃ）歯科インプラントのせん孔に挿入するために提供されているインプラントインター
フェース部分（２１０）と
を特徴とし、当該インターフェース部分（２１０）が、
　ｄ）インプラントの中央のせん孔の凹部内に適合するための中央本体部分（２１２）と
、
　ｅ）前記インプラントのせん孔に結合する間に前記ツールが自由に回転することができ
るようにするためのリング部分（２１４）と、
　ｆ）前記ツールがせん孔部分の少なくとも一部と確実に結合して、前記インプラントの
せん孔をシーリングするための遠位端キャップ（２１６）と
を含む、デバイス。
【請求項１３５】
　前記中央本体部分は、垂直に可撓性または調節可能であるように構成されている、請求
項１３４に記載のデバイス。
【請求項１３６】
　前記中央本体部分は、スプリング（２１２ｓ）を備える、請求項１３５に記載のデバイ
ス。
【請求項１３７】
　前記中央本体部分は、伸縮自在であるように構成されている、請求項１３４に記載のデ
バイス。
【請求項１３８】
　前記中央本体部分は、調節可能な直径を有している、請求項１３４に記載のデバイス。
【請求項１３９】



(14) JP 2021-166737 A 2021.10.21

10

20

30

40

50

　前記中央本体部分は、コアを含み、前記コアは、前記歯科インプラントの中央のせん孔
内で前記中央本体部分を自由に回転させることができるように複数のアダプタを備えてい
てもよい、請求項１３４に記載のデバイス。
【請求項１４０】
　前記リング部分は、ボールベアリングを含む、請求項１３４に記載のデバイス。
【請求項１４１】
　前記リング部分は、回転を促進させるために摩擦低減エレメントを含む、請求項１３４
に記載のデバイス。
【請求項１４２】
　前記遠位端キャップ（２１６）は、シリコーン、テフロンなどからなる群から選択され
る材料および／またはコーティングから提供されている、請求項１３４に記載のデバイス
。
【請求項１４３】
　移植された歯科インプラント（１００）の冠状セグメント（１１０）の除去を促進する
ために提供される専用ツール（２００、２３０、２２０）であって、
　ａ）歯科ハンドピースツールと連結するための歯科ツーリング結合インターフェース（
２０２）と、
　ｂ）前記歯科ツーリングインターフェース（２０２）に機能的に連結されていて、前記
歯科ハンドピースツールとともに作動しているときに回転するように構成されている筒状
ツーリング本体（２２４、２３４）であり、前記筒状ツーリング本体（２３４、２２４）
は、少なくとも１つのツーリング表面または縁部（２３６、２２６ａ、２２６ｂ）を有し
ていて、前記表面または縁部は、前記歯科インプラント（１００）の冠状部分（１１０）
の少なくとも一部を切削および／または研磨するために提供されている媒体でコーティン
グされている、筒状ツーリング本体（２２４、２３４）と、
　ｃ）前記インプラントの冠状セグメントに沿って、前記筒状本体（２２４、２３４）の
進行を制限するために提供されているツーリングストッピングインターフェース部分（２
３８）と
を特徴とする、デバイス。
【請求項１４４】
　前記筒状ツーリング本体（２３４、２２４）は、前記インプラント（１００）の前記冠
状部分（１１０）を受けるように構成されている開いた下部の表面を含む、請求項１４３
に記載のデバイス。
【請求項１４５】
　前記ツーリング表面または縁部（２３６、２２６ａ、２２６ｂ）は、前記筒状ツーリン
グ本体（２３４、２２４）の内側表面に沿って配置されている、請求項１４４に記載のデ
バイス。
【請求項１４６】
　前記ツーリング表面は、研磨媒体を備える、請求項１４３または１３４に記載のデバイ
ス。
【請求項１４７】
　前記媒体は、ダイヤモンドダスト、ダイヤモンド、ダイヤモンド様炭素、それらのいず
れかの組み合わせから選択される、請求項１４６に記載のデバイス。
【請求項１４８】
　前記ストッピングインターフェース部分（２２８、２３８）は、前記冠状のセクション
（１１０）または前記インプラント本体（１２２、１１８）の少なくとも一部と結合する
ように構成されている、請求項１４３に記載のデバイス。
【請求項１４９】
　前記ストッピングインターフェース部分（２２８）は、スカートの形態で提供されてい
て、前記スカートは、インプラント本体（１２０）の上側部分に適合するように構成され
ていて、前記スカートは、前記筒状のツーリング部分（２３４、２２４）を遠位の方向に
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備える、請求項１４８に記載のデバイス。
【請求項１５０】
　前記ストッピングインターフェース部分（２３８）は、インプラントせん孔アダプタの
形態で提供されていて、前記インプラントせん孔アダプタは、インプラントのせん孔で結
合するように提供されていて、前記せん孔は、前記インプラントの冠状セグメント（１１
０）に沿って提供されている、請求項１４９に記載のデバイス。
【請求項１５１】
　歯科インプランテーション後、移植された歯科インプラントの骨吸収を処置するための
方法であって、
　ａ）移植されたインプラントの冠状セグメント（１１０）を露出させ、洗浄し、分離す
ること、
　ｂ）請求項１３４～１５０のいずれか１項に記載の冠状部除去ツール（２００、２２０
、２３０）を結合して、骨の表面に対して、所望のレベルに前記インプラントの冠状セグ
メントを研磨すること、
　ｃ）所有の新たなインプラントアバットメントを前記歯科インプラントと連結すること
を含む、方法。
【請求項１５２】
　歯科インプランテーションの後、骨吸収を処置するための方法であって、
　ａ）移植されたインプラントの冠状セグメント（１１０）を露出させ、洗浄し、分離す
ること、
　ｂ）冠状セグメントのスレッディングに沿って連結されるように構成されているインプ
ラント歯科アバットメントを結合させること
を含み、前記アバットメントが、冠状セグメントのスレッディングに対応するスレッディ
ングを有するように構成されている、方法。
【請求項１５３】
　前記冠状部分を露出させた後、前記冠状部分をそれとの連結を促進させるための処理に
付し、前記処理が、前記冠状部のセクション（１１０）を再びネジ切りすることを含む、
請求項１５１または１５２に記載の方法。
【請求項１５４】
　ユニバーサルインプラントアバットメントを受けるように構成されている内側の結合プ
ラットフォームのせん孔を有する歯科インプラント（１３００）であって、前記結合プラ
ットフォームは、遠位部分と、中間部分と、近位部分とを含み、これらは流動的で互いに
連続していて、前記結合プラットフォームは、前記近位部分が、少なくとも１つの角度を
その長さに沿って有する円錐状のプロファイルを含むことを特徴とし、前記内側の円錐状
の結合プラットフォームは、少なくとも２つの回転防止インターフェースを含むことを特
徴とし、第１の回転防止インターフェースは、前記中間部分に沿って配置されていて、第
２の回転防止インターフェースは、前記近位部分の円錐状の表面に沿って配置されている
、歯科インプラント（１３００）。
【請求項１５５】
　前記第１の回転防止インターフェースは、内側ヘキサゴンであるように構成されていて
、前記第２の回転防止インターフェースは、円錐状の表面に沿う複数の嵌合凹部であるよ
うに構成されている、請求項１５４に記載の歯科インプラント。
【請求項１５６】
　前記円錐状の表面は、壁部を規定していて、前記壁部は、前記遠位端から前記近位端に
かけて、前記近位部分の長さに沿う少なくとも２つの角度または傾斜を備え、近位部分の
円錐状の２つのサブセグメントを規定していて、これらは、互いに連続していて流動的で
ある、請求項１５４に記載のインプラント。
【請求項１５７】
　第１のサブセグメントは、第１の角度および／または傾斜を備え、第２のセグメントは
、第２の角度および／または傾斜を備え、前記第２の角度および／または傾斜は、共通の
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中央の面に対して、前記第１の角度および／または傾斜よりも大きいことを特徴とする、
請求項１５６に記載のインプラント。
【請求項１５８】
　前記中間セグメントまたは前記近位セグメントの１つに沿って配置されている少なくと
も１つの円周凹部をさらに含む、請求項１５２に記載のインプラント。
【請求項１５９】
　様々な直径の歯科インプラントとの接続が可能なユニバーサルアバットメントであるよ
うに構成されている歯科インプラントアバットメントであって、前記アバットメントは、
インプラントインターフェースセグメントとクラウンインターフェースセグメントとを有
していて、前記アバットメントは、様々な直径の歯科インプラントに適合することができ
るユニバーサルアバットメントインターフェースであるように前記インプラントインター
フェースセグメンが構成されていることを特徴とし、前記インプラントインターフェース
セグメントは、２つの回転防止結合を含み、第１の回転防止結合は、前記インプラントイ
ンターフェースセグメントの遠位部分に沿って配置されていて、第２の回転防止結合は、
前記インプラントインターフェースセグメントの近位部分に沿って配置されていて、前記
インプラントインターフェースセグメントの近位部分は、その長さに沿って円錐状のプロ
ファイルを備える、歯科インプラントアバットメント。
【請求項１６０】
　前記２つの回転防止結合プラットフォームのうち少なくとも１つは、嵌合コネクタの形
態で提供されている、請求項１５９に記載のアバットメント。
【請求項１６１】
　前記２つの回転防止結合プラットフォームの両方が、嵌合コネクタの形態で提供されて
いる、請求項１５９に記載のインプラント。
【請求項１６２】
　前記アバットメントのインプラントインターフェースセグメントの近位部分は、円錐状
のプロファイルを有する外側表面を特徴とし、前記円錐状のプロファイルは、前記アバッ
トメントのクラウンインターフェースセグメントに隣接し、および／または前記アバット
メントのクラウンインターフェースセグメントとの境界において、その近位端で最も広く
、なおかつ前記アバットメントのインプラントインターフェースセグメントの遠位部分に
隣接し、および／または前記アバットメントのインプラントインターフェースセグメント
の遠位部分との境界において最も狭いように構成されている、請求項１５９に記載のアバ
ットメント。
【請求項１６３】
　前記近位部分の円錐状の外側表面は、壁部を規定し、前記壁部は、前記アバットメント
のインプラントインターフェースセグメントの近位部分の長さに沿って、均一な角度およ
び／または傾斜を備える、請求項１５９に記載のアバットメント。
【請求項１６４】
　前記近位部分の円錐状の外側表面は、壁部を規定し、前記壁部は、前記近位部分の長さ
に沿って、少なくとも２つの角度および／または傾斜を備え、円錐状で互いに連続してい
る２つの近位部分サブセグメントを規定していて、第１のサブセグメントは、第１の角度
および／または傾斜を備え、第２のセグメントは、第２の角度および／または傾斜を備え
、前記第２の角度および／または傾斜は、共通の中央の面に対して、第１の角度および／
または傾斜よりも大きいことを特徴とする、請求項１５９に記載のアバットメント。
【請求項１６５】
　請求項１５９の歯科インプラントに結合し、前記歯科インプラントを操作するための歯
科ツールであり、
　ａ）歯科ハンドピースツールと連結するための歯科ツーリング結合インターフェースで
あって、前記歯科ハンドピースツールが、前記ツールと結合する歯科インプラントを回転
させるために利用され得る、歯科ツーリング結合インターフェースと、
　ｂ）近位部分と、中間部分と、遠位部分とを含むツーリング本体と
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を特徴とし、
　ｉ）前記近位部分は、前記ツーリング結合の遠位の方向に配置されていて、前記ツーリ
ング結合と連続していて、前記近位部分は、近位端と遠位端とを有する円錐状の本体を規
定していて、前記近位端は、前記遠位端よりも広くなるように構成されていて、
　ｉｉ）前記中間部分は、前記近位部分の遠位の方向に配置されていて、それと流動的で
あり、前記中間部分は、回転防止インターフェースの形態で提供されていて、
　ｉｉｉ）前記遠位部分は、前記中間部分の遠位の方向に配置されていて、それと流動的
であり、前記遠位部分は、前記中間部分の直径よりも小さな直径を有するように構成され
ている本体を有し、前記歯科インプラントのせん孔に入れることが可能になっている、
歯科ツール。
【請求項１６６】
　前記中間部分は、実質的に筒状である、請求項１６５に記載のツール。
【請求項１６７】
　中空フローチャネルを、その長さに沿って、さらに含み、これを通して、流体の流れを
促進するようになっている、請求項１６５に記載のツール。
【請求項１６８】
　前記近位部分の前記円錐状の本体は、前記近位端に隣接して配置されている複数の嵌合
雄コネクトを特徴とする、請求項１６５に記載のツール。
【請求項１６９】
　前記円錐状の本体は、外側表面から延在する少なくとも２つの嵌合雄コネクタを含み、
前記コネクタは、インプラントの内側結合インターフェースに配置されている対応の雌嵌
合コネクタと結合するために提供されている、請求項１６８に記載のツール。
【請求項１７０】
　前記近位部分は、少なくとも２以上の円錐状のサブセグメントから提供されていてもよ
く、これらは互いに連続していて流動的である、請求項１６５に記載のツール。
【請求項１７１】
　前記近位部分を形成する各円錐状のサブセグメントは、前記近位部分が、近位方向で直
径を増加させる実質的に円錐状のプロファイルの配置を維持するように配置されていて、
前記遠位サブセグメントは最も狭く、その一方で、前記近位サブセグメントは最も広く、
第１（遠位）のサブセグメントは、第１の角度および／または傾斜を備え、第２（近位）
のサブセグメントは、第２の角度および／または傾斜を備え、前記第２の角度および／ま
たは傾斜は、共通の中央の面に対して、前記第１の角度および／または傾斜よりも大きい
ことを特徴とする、請求項１７０に記載のツール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の分野
　本発明は、骨内インプラント、特に、骨内に移植（又はインプランテーション）するた
めの歯科インプラントを形成するスクリュウに関する。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　歯科インプラントは、口腔内において、失った歯の代わりに提供される。歯科インプラ
ントは、様々な部品を含み、これらは、一緒になって構造体を形成し、この構造体が、歯
の代替となって、審美的な目的および機能的な目的の両方を提供する。
【０００３】
　歯科インプラントは、概して、抜けた歯の歯冠部の代わりとなるクラウン（又は歯冠）
と、抜けた歯の歯根の代わりとなるインプラントとを含み、このクラウンとインプラント
とが、インプラントのアバットメント（又は支台）と一緒に互いに結合する。これら３つ
の部品のすべてがともに機能して、成功したインプラントの処置をもたらす。このインプ
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ラントは、インプラントの主要なベースと、サポート構造とを提供し、それ故、これは、
歯科インプラントの成功への中心的な要素である。
【０００４】
　この歯科インプラントは、概して、スクリュウ形デバイスとして提供され、これは、概
して、ヘッド部分と、本体部分とを含む。このヘッド部分は、インプラントの冠状セグメ
ントを規定し、これは、他のインプラント構造（アバットメント、クラウンなど）との結
合およびツーリング（又は道具細工もしくは工作）を促進するために提供されるものであ
る。本体部分は、インプラントの頂端部（アピカル）のセグメントを規定し、これは、骨
と一体化して骨結合を可能にするために提供されるものである。
【０００５】
　このインプラントの本体部分は、様々なデザインを有し、かかるデザインは、多数のパ
ラメータ（移植される骨の種類、移植が行われる位置（移植部位）を含む）に従って設計
される。この本体部分は、その長さにわたって、スレディング（又はねじ切り）を含み、
このスレッディングを使用して、インプラントを骨内に安全に導入して、移植を可能とし
て、骨と一体化させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　インプラントの設計における発展にもかかわらず、歯科インプラントの骨結合する能力
を改善することが継続して必要とされていて、これにより、次いで、向上したインプラン
トの安定性および寿命がもたらされるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　発明の要旨
　本発明は、骨内インプラントに関し、特に骨内に移植するための歯科インプラントを形
成するスクリュウに関する。
【０００８】
　本発明の実施形態は、セルフドリル歯科インプラントを提供し、これは、インプラント
の全ての表面にわたって骨の凝縮（又はコンデンス）、回収（又はコレクト）および分配
（又はディストリビュート）による挿入や、骨結合を促進するように構成されているもの
である。好ましくは、回収および分配は、インプラントを時計回り方向または反時計回り
方向のいずれかに回転させる場合に提供される。本発明の態様は、上顎および下顎の任意
の領域において、全ての形態の歯科インプラントでのインプラントの再構成（又は再配置
）を可能とするように実行されてもよい。
【０００９】
　必要に応じて、本発明の歯科インプラントは、上顎および／または下顎の臼歯領域にお
いて歯を取り替える臼歯の歯科インプラントであるように構成されていてもよい。
【００１０】
　本発明の実施形態に基づく歯科インプラントは、セルフドリル、セルフタップ、骨のセ
ルフコレクトおよび骨の凝縮である。本発明の実施形態に基づくインプラントは、骨成長
後の治癒部位において利用されてもよく、あるいは、これは、抜歯部位において利用され
てもよい。
【００１１】
　最も好ましくは、本発明に基づくインプラントは、その表面のすべてにわたって骨を回
収および／または分配するように構成されていて、ここで、ボーンインプラントコンタク
ト（「ＢＩＣ」）を増加させて、これが骨結合のプロセスを改善する。
【００１２】
　好ましくは、本発明の実施形態は、インプランテーション部位内で骨を切削（又は切断
）、混合および配向することに備える。
【００１３】
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　好ましくは、本発明に基づくインプラントは、抜歯部位のソケットおよび／または骨構
造内のキャビティ、あるいは治癒側抜歯部位内においてインプランテーションを促進する
ためのセルフドリルインプラントとして利用されてもよい。
【００１４】
　必要に応じて、そして好ましくは、抜歯部位のソケット内にインプラントを導入するこ
とによって、施術者が抜歯部位において歯槽硬線（Laminal Dura）を最適に維持すること
が可能となり、その一方で、それと同時に、インプラントが少なくとも歯槽硬線の一部と
係合および／または一体化することが可能となる。このような歯槽硬線（Laminar Dura）
の最適な維持は、全体の治癒期間を顕著に改善する。
【００１５】
　好ましくは、発明の任意の実施形態に基づくインプラントは、まず、インプラントの表
面にわたって骨を蓄積することによって、すべての方向に骨を分配するための器具（又は
装置）として機能するインプラントを提供する。同様に、骨（部材）は、インプラントを
時計回りおよび／または反時計回りの方向に操作する方法によって、インプランテーショ
ン部位内の様々な位置に配向され得る。このようなインプラントの操作は、インプラント
の上部（コロナル部）または下部（アピカル部）への骨の配向を備える。
【００１６】
　本発明の実施形態は、下顎内または上顎内にインプラントを一体化させる前および／ま
たはその後のいずれかで、骨（部材）および／またはグラフト材料をフルートの冠状部の
開口部を通して、そのインプランテーション部位へと導入することをさらに備える。
【００１７】
　本発明の実施形態は、少なくとも１つの抜歯部位からのインプランテーション部位の骨
、セプタム、骨グラフト材料の回収を促進する歯科インプラントを提供する。
【００１８】
　本発明の実施形態は、セルフドリルのインプラントを提供し、ここで、インプランテー
ション部位で骨を広げることができ、必要に応じて、インプラントの内部およびその周囲
で骨を受けるためのスペースをより多く作成し、ここで、骨結合と、骨の骨結合のために
作成された最初の母材（イニシャルマトリクス）の形成とを改善する。
【００１９】
　本発明の実施形態は、小さな全体の直径を有する冠状部分を提供し、これは、この冠状
部分の内部およびその周囲で骨をより多く受けることを促進するものである。
【００２０】
　好ましくは、その本体部分よりも小さい全体の直径を有する冠状部分の構成（又は形状
）は、圧力均一化を備え、ここで、インプラントへの圧力は、インプランテーション部位
でのインプラントの長さに沿って均一に分配されていてもよい。これは、インプラントの
本体部分が小さな密度の海綿骨と結合する間において、冠状部分が皮質の密集部および／
または緻密骨と結合するという事実に関係する。従って、本発明の任意の実施形態に基づ
いて、より小さな冠状部分と、より大きな本体部分とを有することは、インプランテーシ
ョン後のインプラントの長さに沿って圧力をバランスさせること（又はバランシング）を
備える。このような圧力均一化は、インプラントへの不均衡な圧力分布に起因する骨吸収
を遅延、減少および／または防止してもよい。この圧力均一化によって、インプラントが
インプラントスレッドの関数として固定トルクを制御および／または調整することが可能
となり、このインプラントスレッドは、時計回りの方向、反時計回りの方向の両方で操作
されるとき、骨の切削（又はカッティング）、ネジ立て（又はタッピング）および回収（
又はコレクト）を促進するように構成されているものである。任意の実施形態によって、
この本体部分のスレッドと冠状部分のスレッドとの両方が切削することが可能となり、ス
レッドによって、インプラントの長さに沿って圧力を制御することが可能となり、骨材料
は、インプラントの任意の部分の周囲で操作されていてもよい。
【００２１】
　本発明の実施形態は、冠状部分を提供し、これは、複数の少なくとも３つ又は４つの歯
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科インプラントの補綴（又はプロステーシス）の結合プラットフォームを含むものである
。
【００２２】
　本発明の実施形態は、セルフドリルインプラントを提供し、これは、インプランテーシ
ョンの間にインプランテーションの方向を変更することを促進し得るものである。このよ
うなセルフドリルスレッドの結果としてのインプラントの方向の制御は、近い将来に臨床
の状況に従って求められる通り、骨内でインプラントを操作することから施術者が開放さ
れることを提供する。具体的には、施術者は、本発明に基づくインプラントを利用して頬
側（又はバッカル）の方向に骨を広げてもよく、それ故、臨床的に理想の位置にインプラ
ントを配置してもよい。このような方向の制御は、インプラントの挿入の角度および／ま
たは方向を制御することに備える。
【００２３】
　本発明の実施形態によって、特に、時計回りの方向、反時計回りの方向の両方での回転
の間に骨を削除および分配するインプラントの能力の長所によって、インプランテーショ
ン部位内での骨の操作および移動を制御することで、臨床医が洞リフト（sinus lifting
）の手順を促進させることがさらに可能となる。好ましくは、アピカルエンド（又は頂端
部の端部）に向けて骨を分配および凝縮させるために必要なように、インプラントの操作
（回転）によって、インプラントの頂部およびその周囲での骨の成長を促進させることが
できる。
【００２４】
　必要に応じて、任意の実施形態に基づくインプラントを利用して洞のフロア（sinus fl
oor）を壊してもよく、それにより、骨をその頂部に導入させて、洞リフト骨形成を促進
することができる。
【００２５】
　本発明の実施形態は、冠状部分と本体部分とを含む歯科インプラントを提供し、ここで
、冠状部分の全体の直径は、本体部分の全体の直径よりも小さい。このインプラントは、
少なくとも３つの結合プラットフォームを有するインプラントを冠状部分が提供すること
を特徴とする。最も好ましくは、冠状部分は、３つの実質的に筒状のセグメントおよび／
または円筒状のセグメントから構成されていてもよく、これらは互いに連続しているもの
である。
【００２６】
　必要に応じて、少なくとも１つの冠状部分セグメントは、台形状断面のプロファイル（
又は形状）を含んでいてもよい。必要に応じて、そして好ましくは、３つのセグメントの
それぞれは、台形状断面のプロファイル（又は形状）を含む。
【００２７】
　必要に応じて、少なくとも１つの冠状部分セグメントは、円筒状断面のプロファイル（
又は形状）を含んでいてもよい。
【００２８】
　本発明の実施形態は、冠状部分と本体部分とを含む歯科インプラントを提供し、ここで
、冠状部分の全体の直径は、本体部分の全体の直径よりも小さく、ここで、このインプラ
ントは、冠状部分がインプラント本体から除去可能および／または除去（又は削除）され
ることを促進するように構成されていてもよいことを特徴とする。
【００２９】
　必要に応じて、冠状のセクションは、インプラントの配置の後、除去可能であるように
構成されていてもよい。必要に応じて、冠状のセクションは、インプラント配置後、骨吸
収後、除去可能であるように構成されていてもよい。
【００３０】
　必要に応じて、冠状のセクションは、冠状セグメントの除去を促進するために、少なく
ともその遠位部分に沿って構成されていてもよい。
【００３１】
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　本発明の実施形態は、歯科インプラントの冠状セグメントを研磨および／または除去す
るために提供される専用ツールを提供し、このデバイスは、
　歯科ハンドピースツールと連結するための歯科ツーリング結合インターフェースと、
　少なくとも１つの表面および／または縁部を有する円板状ツーリング表面であって、こ
の表面および／または縁部は、腐食性の媒体（corrosive medium）でコーティングされて
いてもよいものであり、この媒体は、歯科インプラントの冠状セグメントの少なくとも一
部を切削および／または研磨するために提供されているものである、円板状ツーリング表
面と、
　歯科インプラントの中央のせん孔（又はボアホール）に挿入するために提供されるイン
プラントインターフェース部分と
を特徴とし、このインターフェース部分は、
　インプラントの中央のせん孔の凹部内に適合（又はフィット）するための中央本体部分
と、
　前記ツールが前記インプラントのせん孔と結合（又は会合）する間に前記ツールを自由
に回転させ得るように提供されるリング部分と、
　前記ツールをせん孔部分の少なくとも一部と確実に結合（又は会合）させて、前記イン
プラントのせん孔をシーリングするための遠位端キャップと
を含む。
【００３２】
　本発明の実施形態は、移植された歯科インプラントの冠状セグメントの研磨および／ま
たはその除去を促進するために提供される専用ツールを提供し、このデバイスは、
　歯科ハンドピースツールと連結するための歯科ツーリング結合インターフェースと、
　歯科ツーリングインターフェースと機能的に連結して、前記歯科ハンドピースツールで
作動しているときに回転するように構成されている筒状ツーリング本体であり、この筒状
ツーリング本体は、少なくとも１つのツーリング表面および／または縁部を有するもので
あり、このツーリング表面および／または縁部が、歯科インプラントの冠状部分の少なく
とも一部を切削および／または研磨するために提供されている媒体でコーティングされて
いるものである、筒状ツーリング本体と、
　インプラントの冠状セグメントに沿って筒状の本体の進行を制限するために提供される
ツーリングストッピングインターフェース部分と
を特徴とする。
【００３３】
　本発明の実施形態は、歯科インプランテーション後、移植された歯科インプラントの骨
吸収を処理するための方法を提供し、この方法は、
　移植されたインプラントの冠状セグメントを露出、洗浄、分離することと、
　本発明の任意の実施形態に基づく冠状部除去ツールを結合（又は会合）させることと、
　骨の表面に対して所望のレベルまでインプラントの冠状セグメントを研磨することと、
　新たなインプラントアバットメントを歯科インプラントと連結させることと
を含む。
【００３４】
　必要に応じて、この新たなインプラントアバットメントは、固定スクリュウでインプラ
ントに連結されていてもよい。
【００３５】
　本発明の実施形態は、歯科インプランテーション後の骨吸収を処理するための方法を提
供し、この方法は、冠状セグメントの外側表面に沿って、移植されたインプラントの冠状
セグメントを露出、洗浄および分離することを含み、ここで、外側表面は、アバットメン
トに連結されるように構成および／または整えられている。
【００３６】
　必要に応じて、冠状セグメントの外側表面は、アバットメントの表面に沿って配置され
たスレッディングに適合するようにネジ切りされている。必要に応じて、アバットメント
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は、外側スレッディングを有する冠状セグメントに配置および／またはこれに沿って連結
されるように構成されていてもよく、このアバットメントは、冠状セグメントのスレッデ
ィングに対応するスレッディングを有するように構成されている。
【００３７】
　必要に応じて、アバットメントは、冠状セグメントの外側表面と結合（又は会合）して
もよく、ここで、アバットメントは、固定スクリュウを利用してインプラントに連結され
ている。
【００３８】
　必要に応じて、冠状部分の露出後、冠状部分は、アバットメントとネジ切りされた冠状
部分との間の連結を促進するための処理に付されてもよい。
【００３９】
　必要に応じて、冠状部分は、冠状のセクションの外側表面を再びネジ切りすることに付
されてもよい。
【００４０】
　必要に応じて、冠状部分の外側表面は、アバットメントを受けることおよび／またはア
バットメントと連結することを促進するために専用ツールで再表面化されてもよい。
【００４１】
　本発明の実施形態は、冠状部分と本体部分とを含むボーンインプラントアンカーを提供
し、冠状部分および本体部分は互いに連続していて、この冠状部分は、インプラントアン
カーの近位端を規定していて、本体部分は、インプラントアンカーの遠位端を規定してい
て、本体部分は内側コアを有していて、この内側コアはスレッディングを備え、このスレ
ッディングは、そこからその長さに沿って延在していて、内側コアは、本体部分の内側直
径を規定していて、前記スレッディングは、本体部分の外側直径を規定していて、この冠
状部分は、これがその外側表面に沿う少なくとも１以上の凹んだ溝を特徴とすることを特
徴とする。好ましくは、この凹んだ溝は、骨の一体化を促進するために提供されている。
【００４２】
　必要に応じて、冠状部分の外側セグメントは、アバットメントと係合および／または連
結するために構成されているスレッディングを特徴としていてもよい。
【００４３】
　本発明の実施形態は、冠状部分と本体部分とを含むボーンインプラントアンカーを提供
し、冠状部分および本体部分は互いに連続していて、この冠状部分は、インプラントアン
カーの近位端を規定していて、本体部分は、インプラントアンカーの遠位端を規定してい
て、本体部分は、内側コアを有していて、この内側コアはスレッディングを備え、このス
レッディングは、そこからその長さに沿って延在していて、内側コアは、本体部分の内側
直径を規定していて、このスレッディングは、本体部分の外側直径を規定していて、この
冠状部分は、これが、皮質の骨への切削のために提供されている冠状部分の外側表面に沿
って配置される機能的なカッティングスレッドを特徴とすることを特徴としている。必要
に応じて、冠状部分のスレッディングは、冠状部分の外側表面に沿う骨の切削、凝縮、回
収、分配のために構成されている。
【００４４】
　必要に応じて、冠状部分のスレッディングは、冠状部分の外側表面に沿って、骨を切削
、凝縮、回収、分配するように構成されていてもよく、ここで、このインプラントは、時
計回り方向および／または反時計回り方向の少なくとも一方に回転される。必要に応じて
、インプラントの冠状セグメントは、時計回り方向および反時計回り方向の両方に回転さ
れるとき、骨を削除、凝縮、回収、分配するように構成されていてもよい。
【００４５】
　本発明の実施形態は、冠状部分と本体部分とを含む歯科インプラントを提供し、ここで
、冠状部分の全体の直径は、本体部分の全体の直径よりも小さい。このインプラントは、
本体部分が、そこから延在するスレッディングを有するコアを含むことを特徴とし、この
スレッディングは、本体部分の外側直径を規定していて、コアは、本体部分の内側直径を
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規定している。最も好ましくは、コアは、少なくとも２以上の実質的に筒状のセグメント
および／または円筒状のセグメントを含み、これらは互いに流動的（又は滑らか）（flui
d）である。
【００４６】
　必要に応じて、コアは、複数の実質的に筒状のサブセグメントを含んでいてもよく、こ
れらは互いに流動的（又は滑らか）（fluid）である。
【００４７】
　必要に応じて、インプラントコアを規定している個々のサブセグメントは、筒状のプロ
ファイル（又は形状）または台形状のプロファイル（又は形状）を呈していてもよい。
【００４８】
　必要に応じて、コアは、複数の実質的に円筒状のサブセグメントを含んでいてもよく、
これらは互いに流動的（又は滑らか）（fluid）である。
【００４９】
　本発明の実施形態は、冠状部分と本体部分とを含む歯科インプラントを提供し、ここで
、冠状部分の全体の直径は、本体部分の全体の直径よりも小さい。このインプラントは、
本体部分が、その長さに沿うスレッディングと、本体部分の全長にわたって存在する少な
くとも２つのフルートとを含むことを特徴とする。
【００５０】
　必要に応じて、そして好ましくは、フルートは、インプラントの冠状部分に隣接する近
位開口部を有するように構成されている。最も好ましくは、フルートは、本体部分のコア
から延在するスレッディングの長さに沿って配置されていてもよい。従って、フルートは
、スレッドを、ブレードおよび／またはウイング様の構成（又は形状）を有する少なくと
もネジ切りされたサブセグメント（又はスレッドサブセグメント）に分割する。
【００５１】
　好ましくは、フルートは、本体コアに隣接する卵形の構成（又は形状）と、スレッディ
ングラテラルエッジおよび／またはスレッド面に隣接するネックとを含む。必要に応じて
、そして好ましくは、卵形の構成（又は形状）は、骨のフラグメントの回収を提供し、そ
の一方で、ネック部分は、少なくとも２つのカッティングベベルエッジを提供する。好ま
しくは、フルートは、インプラントを時計回りの方向または反時計回りの方向のいずれか
に回転させたとき、骨の回収および切削を可能とするように構成されている。
【００５２】
　必要に応じて、そして好ましくは、本発明のフルートは、骨の回収、骨の圧縮、骨の導
入、過剰な骨の除去など、およびそれらのいずれか（任意）の組み合わせからなる群から
選択される少なくとも１以上を備えるので、本発明のフルートは、骨結合を提供して促進
してもよい。
【００５３】
　最も好ましくは、フルートおよびスレッディングは一緒になって、インプラントの表面
に沿って（例えば、フルート凹部の内部、スレッディングに沿って、レッディングの間な
どが挙げられるが、これらに限定されるものではない）、骨の削除、回収、凝縮および分
配によって、インプラントの挿入および一体化を促進する。最も好ましくは、フルートは
、ボーンインプラントコンタクト（「ＢＩＣ」）を増加させることによって、ここで、骨
結合を促進する母材（又はマトリクス）を提供することによって、インプランテーション
部位でのインプラントの安定性を増加させることに備える。
【００５４】
　本発明の実施形態は、インプラントアバットメントを提供し、このインプラントアバッ
トメントは、
　修復構造と接続（又はインターフェースで接続）するための近位端と、
　インプラントと接続（又はインターフェースで接続）するための遠位端と、
　これらの間に配置される中間部分と
を有し、ここで、中間部分は、少なくとも１つの結合プラットフォーム連結表面を含み、
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これは、インプラントの冠状セグメントの少なくとも１つの結合プラットフォームと接続
（又はインターフェースで接続）するために適合されているものである。結合プラットフ
ォーム表面は、例えば、以下からなる群から選択されるものが挙げられるが、これらに限
定されるものではない：
　約３度から最大で約５０度の角度を有する表面、
　アバットメントコアの中心軸に対して実質的に垂直に延在する表面に対して最大で約７
０度の角度を有する表面、
　アバットメントコアの中心軸に対して実質的に垂直である表面、
　スレッディングを備える表面であって、そうすることで、インプラントの冠状セグメン
トの外側表面に沿って配置されているスレッディングに対応するスレッディングによって
冠状セグメントと連結することが可能となっている、表面、および
　それらのいずれか（任意）の組み合わせ。
【００５５】
　本発明の実施形態は、冠状部分と本体部分とを含むボーンインプラントアンカーを提供
し、冠状部分および本体部分は、互いに連続していて、冠状部分は、インプラントアンカ
ーの近位端を規定していて、本体部分は、インプラントアンカーの遠位端を規定していて
、本体部分は、内側コアを有していて、この内側コアは、少なくとも１つのスレッディン
グを備え、このスレッディングは、そこからその長さに沿って延在していて、内側コアは
、本体部分の内側直径を規定していて、少なくとも１つのスレッディングは、本体部分の
外側直径を規定していて、スレッディングは、インプラントの平面（又は水平面）にそっ
て規定されていて、このスレッディング平面は、スレッドの長さに沿う中部－横方向（又
は幅方向）の軸に沿う第１の軸と、インプラントコアのまわりに延在する前方－後方の軸
に沿う第２の軸とを有し、スレッドは、アピカルサイドと、コロナルサイドと、このアピ
カルサイドとコロナルサイドとを結合するラテラルエッジと、スレッドをコアに結合する
ベースと、このラテラルエッジとベースとの間に規定されているスレッド深さ（中部－横
方向の軸に沿う)とを含み、隣接するスレッドベースの間に規定されている隣接するスレ
ッドは、スレッド内面を規定しているインプラントコアの外側表面に結合されていて、少
なくとも１以上のスレッディングは、スレッドのアピカルサイドの表面、スレッドのコロ
ナルサイドの表面またはラテラルエッジの少なくとも１つは、その平面（又は水平面）に
沿って、少なくとも１つのコンタモディフィケーションを備えることを特徴とし、ここで
、中部－横方向の軸または前方－後方の軸の少なくとも１つに沿う平面（又は水平面）に
沿って少なくとも２つのサブセグメントを規定している。
【００５６】
　必要に応じて、スレッドは、平面（又は水平面）の両方の軸に同時に沿う少なくとも１
以上のコンタモディフィケーションをさらに含んでいてもよい。
【００５７】
　必要に応じて、コンタモディフィケーションは、平面（又は水平面）に関して対称であ
ってもよい。
【００５８】
　必要に応じて、コンタモディフィケーションは、平面（又は水平面）に関して非対称で
あってもよい。
【００５９】
　必要に応じて、スレッディングは、複数の凹んだ溝を備えていてもよい。必要に応じて
、スレッディングは、複数の延長部を備えていてもよい。
【００６０】
　本発明の実施形態は、内側結合プラットフォームのせん孔を有する歯科インプラントを
提供し、このせん孔は、ユニバーサル（又は一般）のインプラントアバットメントを受け
るように構成されているものである。内側結合プラットフォームは、せん孔であり、これ
は、インプラントのせん孔の近位端からインプラント本体の中間部分へと延在するもので
ある。内側結合プラットフォームは、好ましくは、インプラント直径コアに沿ってセンタ
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リングされている。インプラント結合プラットフォームは、遠位部分と、中間部分と、近
位部分とを含み、これらは、互いに流動的（又は滑らか）（fluid）であり、連続してい
て、ここで、結合プラットフォームは、近位部分がユニバーサル（又は一般）の円錐状の
プロファイルを含むことを特徴とする。
【００６１】
　最も好ましくは、結合プラットフォームは、さらに、これが、少なくとも２つの回転防
止インターフェースであって、中間部分に沿って配置されている第１の回転防止インター
フェースと、インプラントの近位端に隣接する近位部分に沿って配置されている第２の回
転防止インターフェースとを含むことを特徴とする。
【００６２】
　好ましくは、遠位部分は、当該分野で知られているような固定スクリュウと連結するた
めに提供されているスレッディングを特徴とする実質的に筒状のせん孔である。
【００６３】
　好ましくは、中間部分は、ツールでインプラントを操作するために提供されている回転
防止ツーリングインターフェースの形態で回転防止インターフェースを規定している。必
要に応じて、中間部分の回転防止の結合インターフェースは、当該分野で知られているよ
うな任意の回転防止ツーリングインターフェースで提供されていてもよく、例えば、当該
分野で知られているような内側６レセプターソケット、スキャロップ、内側ドデカゴン、
外側ドデカゴン、内側ヘキサゴン（internal hex internal）、外側ヘキサゴン、外側オ
クタゴン、内側オクタゴン、外側スプライン、内側スプライン、モールステーパ、内側モ
ールステーパ、ワンピース、内側６ローブ、外側６ローブ、内側３ローブ、外側３ローブ
、内側６スプライン、外側６スプライン、内側スレッド、内側ペンタゴン、外側ペンタゴ
ン、外側スレッド、内側四角形、外側四角形、内側５ローブ、内側４ローブ、内側３スプ
ライン、外側三角形、内側８スプライン、外側６ローブ、内側８ローブ、内側チューブ－
チューブプラグイン（tube to tube plug in）、三角形、ｎ面の多角形（ｎ＞＝３以上）
など、およびそれらのいずれか（任意）の組み合わせからなる群から選択される少なくと
も１以上のものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００６４】
　最も好ましくは、近位端は、実質的に円錐状のせん孔の形態で提供されていて、これは
、その遠位端で小さな直径を有していて、中間部分で大きくなり、インプラントの近位端
で規定されている近位端で大きな直径を有するものである。
【００６５】
　必要に応じて、そして好ましくは、この円錐状のせん孔は、壁部を規定していて、この
壁部は、遠位端から近位端にかけて、近位部分の長さに沿って均一な角度（又は角）およ
び／または傾斜を備えるものである。
【００６６】
　必要に応じて、円錐状のせん孔は、壁部を規定していてもよく、この壁部は、遠位端か
ら近位端にかけて、近位部分の長さに沿って、少なくとも２つの角度（又は角）および／
または傾斜を備えるものであり、ここで、２つの近位部分の円錐状のサブセグメントを規
定していて、これらは、互いに連続していて、流動的（又は滑らか）（fluid）なもので
ある。好ましくは、第１のサブセグメントは、第１の角度（又は角）および／または傾斜
を備え、第２のサブセグメントは、第２の角度（又は角）および／または傾斜を備え、第
２の角度および／または傾斜は、共通の中央の面に対して、第１の角度および／または傾
斜よりも大きいことを特徴とする。
【００６７】
　最も好ましくは、近位部分は、近位部分の近位端に隣接して第２の回転防止インターフ
ェースを備える。最も好ましくは、第２の回転防止インターフェースは、円錐状のせん孔
の表面および／または壁部に沿って提供されている。好ましくは、第２の回転防止インタ
ーフェースは、近位部分の全体的に円錐状の表面を維持する。最も好ましくは、第２の回
転防止インターフェースは、近位端に隣接する近位部分の壁部に沿って配置されている複
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数の凹部の形態で提供されている。必要に応じて、この凹部は、円錐状の表面の壁部に沿
って、水平または長手方向となるように構成されていてもよい。必要に応じて、そして好
ましくは、第２の回転防止インターフェースは、円錐状のせん孔の表面および／または壁
部に沿って配置されている複数の互いに組み合わせる凹部の形態で提供されていてもよい
。
【００６８】
　必要に応じて、第２の回転防止インターフェースは、少なくとも２以上の嵌合凹部を備
えていてもよい。
【００６９】
　必要に応じて、内側結合プラットフォームのせん孔は、中間部分および／または近位部
分の少なくとも１つに沿う円周の凹部および／または溝をさらに特徴としていてもよい。
【００７０】
　必要に応じて、近位部分は、遠位端に沿って、円周の凹部および／または溝を備えてい
てもよく、これは、遠位部分に隣接して、そして／または遠位部分を境界とするものであ
る。必要に応じて、円周凹部は、任意の歯科構造（例えば、アバットメント（abutments
）、ヒーリングキャップ（healing caps）、インプレッションコーピングアバットメント
（impression coping abutment）、メジャリングアバットメント（measuring abutments
）、ツール（tools）などが挙げられるが、これらに限定されるものではない）とのシー
リングおよび／または確実な連結を促進するためのＯ－リングを受けるように構成されて
いてもよい。
【００７１】
　必要に応じて、中間部分は、その遠位端に沿って、円周の凹部および／または溝を備え
ていてもよく、この遠位端は、遠位部分に隣接して、そして／または遠位部分を境界とす
るものである。必要に応じて、円周凹部は、任意の歯科構造（例えば、アバットメント、
ヒーリングキャップ、インプレッションコーピングアバットメント、メジャリングアバッ
トメント、ツールなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない）とのシーリン
グおよび／または確実な連結を促進するためのＯ－リングを受けるように構成されていて
もよい。
【００７２】
　必要に応じて、中間部分は、その遠位端に沿って、少なくとも１以上の凹部および／ま
たは溝を備えていてもよく、この遠位端は、遠位部分に隣接して、そして／または遠位部
分を境界とするものである。
【００７３】
　本発明の実施形態は、インプラントインターフェースセグメントと、クラウンインター
フェースセグメントとを有する歯科インプラントアバットメントを提供する。アバットメ
ントは、インプラントインターフェースセグメントが、様々な直径および／または大きさ
の複数の歯科インプラントを適合（又はフィット）させることが可能なユニバーサル（又
は一般）のアバットメントのインターフェースとなるように構成されていることを特徴と
する。このアバットメントは、インプラントインターフェースセグメントが、少なくとも
１つの回転防止結合であってインプラントインターフェースセグメントの遠位部分に沿っ
て配置されている第１の回転防止結合を含むことをさらに特徴とする。
【００７４】
　アバットメントのインプラントインターフェースセグメントは、遠位部分と近位部分と
を含み、この遠位部分は、インプラントの回転防止インターフェースを適合（又はマッチ
）させるために提供されている回転防止インターフェースの形態で提供されているもので
ある。
【００７５】
　必要に応じて、アバットメントは、少なくとも２つの回転防止結合プラットフォームで
あって、インプラントインターフェースセグメントの遠位部分に沿って配置されている第
１の回転防止結合プラットフォームと、インプラントインターフェースセグメントの近位
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部分に沿って配置されている第２の回転防止結合プラットフォームとを含んでいてもよい
。必要に応じて、これら２つの回転防止結合プラットフォームのうち少なくとも１つは、
嵌合コネクタの形態で提供されていてもよい。必要に応じて、これら２つの回転防止結合
プラットフォームの両方は、嵌合コネクタの形態で提供されていてもよい。
【００７６】
　必要に応じて、遠位部分の回転防止インターフェースは、スナップフィット雄コネクタ
（例えば、コグ（cog）および／またはフランジおよび／またはエクステンションなど、
およびそれらのいずれか（任意）の組み合わせが挙げられるが、これらに限定されるもの
ではない）を備えていてもよい。最も好ましくは、スナップフィット雄コネクタは、対応
の雌コネクタおよび／または凹部に適合（又はフィット）して確実に連結するために提供
されていて、これらは、インプラント結合プラットフォームに沿って配置されているもの
である。
【００７７】
　このアバットメントは、アバットメントのインプラントインターフェースセグメントの
近位部分を特徴とし、この近位部分は、外側表面を特徴とし、この外側表面は、円錐状の
プロファイルを有していて、この円錐状のプロファイルは、アバットメントのクラウンイ
ンターフェースセグメントに隣接して、そして／またはアバットメントのクラウンインタ
ーフェースセグメントを境界として、その近位端で最も広いものであり、なおかつ、アバ
ットメントのインプラントインターフェースセグメントの遠位部分に隣接して、および／
またはアバットメントのインプラントインターフェースセグメントの遠位部分を境界とし
て、最も狭くなるように構成されているものである。
【００７８】
　必要に応じて、そして好ましくは、近位部分の円錐状の外側表面は、壁部を規定してい
て、この壁部は、アバットメントのインプラントインターフェースセグメントの近位部分
の長さに沿って、均一な角度（又は角）および／または傾斜を備えるものである。
【００７９】
　必要に応じて、近位部分の円錐状の外側表面は、壁部を規定していて、この壁部は、近
位部分の長さに沿って、少なくとも２つの角度（又は角）および／または傾斜を備えるも
のであり、ここで、２つの近位部分のサブセグメントを規定していて、これらは、円錐状
であり、互いに連続しているものである。好ましくは、第１のサブセグメントは、第１の
角度（又は角）および／または傾斜を備え、第２のセグメントは、第２の角度（又は角）
および／または傾斜を備え、第２の角度および／または傾斜は、共通の中央の面に対して
、第１の角度および／または傾斜よりも大きい。
【００８０】
　必要に応じて、このアバットメントは、当該分野で知られている通り、固定スクリュウ
を受けるように構成されている中央のせん孔（又はボアホール）を含む。
【００８１】
　必要に応じて、このアバットメントは、一体化された固定スクリュウ部分を特徴として
いてもよく、これは、インプラントインターフェースセグメントに対して遠位方向に配置
されているものである。好ましくは、この一体化された固定スクリュウ部分は、そのネジ
切りされたせん孔に沿って、インプラントと連結するために提供されている。
【００８２】
　本発明の実施形態は、本発明の実施形態に基づく歯科インプラントに結合（又は会合）
して操縦および／または工作および／または操作するための専用の歯科ツールを提供し、
当該デバイスは、歯科ツーリング結合インターフェースと、ツーリング本体とを特徴とし
、
　歯科ツーリング結合インターフェースは、歯科ハンドピースツールと連結するためのも
のであり、これは、ツールと結合（又は会合）する歯科インプラントを回転させるために
利用され得るものであり、
　ツーリング本体は、近位部分と、中間部分と、遠位部分とを含み、近位部分は、ツーリ
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ング結合に対して遠位方向に配置されていて、ツーリング結合と連続していて、近位部分
は、近位端と遠位端とを有する円錐状の本体を規定していて、近位端は、遠位端よりも広
くなるように構成されていて、中間部分は、近位部分に対して遠位方向に配置されていて
、これと流動的（又は滑らか）（fluid）であり、中間部分は、回転防止インターフェー
ス（例えば、ヘキサゴン（又は六角）のプロファイルが挙げられるが、これに限定される
ものではない）の形態で提供されていて、遠位部分は、中間部分に対して遠位方向に配置
されていて、これと流動的（又は滑らか）（fluid）であり、好ましくは、この遠位部分
は、中間部分の直径よりも小さな直径を有するように構成されている本体を有するように
構成されていて、そうすることで、歯科インプラントのせん孔に入れることが可能となっ
ている。
【００８３】
　必要に応じて、中間部分は、実質的に筒状である。
【００８４】
　必要に応じて、歯科インプラント挿入ツールは、その長さに沿って、中空のフローチャ
ネルを有するように構成されていてもよく、そうすることで、例えば、流体および／また
は気体などの流れる流体を導くために、そこを通る流体の流れを促進する。例えば、中空
のフローチャネルを利用して、サクションポートと連結させて、遠位端での吸引の発生を
促進してもよい。例えば、水および／または生理食塩水および／または気体および／また
は空気などの流れる流体を遠位端を通して導入するために、中空のフローチャネルを利用
してもよい。
【００８５】
　円錐状の本体は、複数の嵌合雄コネクト（又はコネクタ）を特徴とし、これらは、近位
端に隣接して配置されている。最も好ましくは、円錐状の本体は、外側表面から延在する
少なくとも２つの嵌合雄コネクタを含み、これらは、上記で説明した通り、インプラント
の内側結合インターフェースに配置されている対応の雌嵌合コネクタと結合（又は会合）
するために提供されているものである。好ましくは、複数の雄嵌合コネクタは、円錐状の
本体の外側表面に沿って均一に分配されていてもよい。必要に応じて、近位部分は、２か
ら最大で約６の嵌合雄コネクタを含む。
【００８６】
　必要に応じて、近位部分は、少なくとも２以上の円錐状のサブセグメントから提供され
ていてもよく、これらは、連続していて、互いに流動的（又は滑らか）（fluid）である
。好ましくは、近位部分を形成する各円錐状のサブセグメントは、近位方向に直径が増加
する実質的に円錐状のプロファイルの配置を近位部分が維持するように配置されていて、
ここで、遠位サブセグメントは、最も狭く、その一方で、近位サブセグメントは、最も広
い。好ましくは、第１（遠位）のサブセグメントは、第１の角度および／または傾斜を備
え、第２（近位）のサブセグメントは、第２の角度および／または傾斜を備え、第２の角
度および／または傾斜が、共通の中央の面に対して、第１の角度および／または傾斜より
も大きいことを特徴とする。
【００８７】
　必要に応じて、中間部分は、歯科インプラントの遠位回転防止プラットフォーム（例え
ば、当該分野で知られているような内側６レセプターソケット、スキャロップ、内側ドデ
カゴン、外側ドデカゴン、内側ヘキサゴン（internal hex internal）、外側ヘキサゴン
、外側オクタゴン、内側オクタゴン、外側スプライン、内側スプライン、モールステーパ
、内側モールステーパ、ワンピース、内側６ローブ、外側６ローブ、内側３ローブ、外側
３ローブ、内側６スプライン、外側６スプライン、内側スレッド、内側ペンタゴン、外側
ペンタゴン、外側スレッド、内側四角形、外側四角形、内側５ローブ、内側４ローブ、内
側３スプライン、外側三角形、内側８スプライン、外側６ローブ、内側８ローブ、内側の
チューブ－チューブプラグイン（internal tube to tube plug in）、三角形、ｎ面の多
角形（ｎ＞＝３以上）など、およびそれらのいずれか（任意）の組み合わせからなる群か
ら選択される少なくとも１以上が挙げられるが、これらに限定されるものではない）と適
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合（又はマッチング）するいずれか（任意）の回転防止の構成（又は形状）を有するよう
に構成され得る。
【００８８】
　本願の文脈（又はコンテクスト）において、用語「スレッド（又はネジ山）」、「スレ
ッディング（又はネジ切り）」または「スレッディング部分（又はネジ切り部分）」は、
インプラントの部分（又は一部）を示し、これは、スレッディング（又はネジ切り）を含
み、骨内でのインプラント構造の一体化および／または接続（又はインターフェース接続
）および／または確実な連結のために利用されて、骨内への移植を促進するものである。
【００８９】
　本願の文脈（又はコンテクスト）において、用語「フルート（flute）」は、開口（又
はベント）、溝（又はグルーブ）、凹部（又はリセス）などが挙げられるがこれらに限定
されない任意の用語と交換可能であってもよく、当該分野に基づく用語であり、タップ機
能、ギャザー機能などのためのカッティングエッジを備えるインプラントの部分（又は一
部）を示す。
【００９０】
　本願の文脈（又はコンテクスト）において、用語「近位」は、概して、インプラントな
どの細長い医療デバイスの側部または端部を示し、行う医療の従事者および／または施術
者に近いことを意図する。この用語「近位」は、インプラントのコロナルサイド（又は冠
状部側）を指す場合、用語「コロナル（又は冠状もしくは冠状部の（coronal）」と交換
可能であってもよい。
【００９１】
　本願の文脈（又はコンテクスト）において、用語「遠位」は、概して、インプラントな
どの細長い医療デバイスの側部または端部を示し、これは、「近位端」の反対側であり、
行う医療の従事者および／または施術者から遠いものである。この用語「遠位」は、イン
プラントのアピカルサイド（又は頂端部側）を指す場合、用語「アピカル（又は頂端もし
くは頂端部の（apical））」と交換可能であってもよい。
【００９２】
　他に規定されていない場合、全ての技術および本明細書中において使用される具体的な
用語は、本発明が属する当業者によって通常理解されるものと同一の意味を有する。本明
細書中に提示される材料、方法および例は、例示のみであり、限定することを意図してい
ない。
【００９３】
　本発明の方法およびシステムの実施は、特定の選択されたタスクまたはステップを手動
で、自動で、またはそれらの組み合わせで行うこと、または完了することを含む。
【００９４】
　以下の説明は、歯科インプラントに焦点を当てているが、本発明の実施形態は、スクリ
ュウタイプの骨内の歯科インプラントの歯科用途に限定されるものではなく、ここで、本
発明の実施形態は、他の骨格のボーンインプラント用途、例えば、身体の他の領域につい
ての整形外科で実行されてもよい。
【００９５】
　上述の説明は、歯科インプラントについての参照および例を含むが、このような記載お
よび例は、例示の非限定的な目的のみで提供され、本発明の範囲または要旨を単に歯科用
途に制限することを意図するものではない。本発明の骨内の歯科インプラントは、複数の
任意の用途および／または骨、例えば、整形外科の用途で使用するために適合されてもよ
い。
【００９６】
　ここで、例示のみによって、添付の図面を参照しながら本発明を説明する。ここで、図
面を詳細に具体的に参照すると、図示する特定部分が、本発明の好ましい実施形態のみを
例示し、そして図示して検討することを目的とし、本発明の原理および概念的な態様の最
も有用で容易に理解される説明であると考えられるものを提供するために提示されること
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が強調される。この点に関して、本発明の基本的な理解に必要なことを超えて、より詳細
に本発明の構造的な詳細を示すことが試されることはなく、図面を参酌した説明は、当業
者に、如何にして本発明のいくつかの形態が実際に具現化され得るかを明らかにする。図
面は以下の通りである。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】図１Ａ～Ｂは、歯科インプラントの態様の概略分解組立図を示す。
【図２】図２Ａは、本発明の任意の実施形態に基づく歯科インプラントの例示的な概略図
である。図２Ｂ～Ｄは、本発明の任意の実施形態に基づく歯科インプラントの本体骨格の
例示的な概略図である。図２Ｅは、例示的な概略図であり、アンカーの断面図を示し、本
発明の任意の実施形態に基づく歯科インプラントのスレッディングのプロファイル（又形
状、輪郭もしくは外形）を示す。
【図３】図３Ａ～Ｄは、例示的な概略図であり、本発明の任意の実施形態に基づく歯科イ
ンプラントの任意の斜視図を示す。
【図４】図４Ａ～Ｃは、例示的な概略図であり、本発明の任意の実施形態に基づく歯科イ
ンプラントの底面図を示す。
【図５】図５Ａ～Ｃは、例示的な概略図であり、本発明の任意の実施形態に基づくインプ
ラントアンカーのスレッディング（又はねじ切り）およびフルートのパラメータの構成（
又は形状）を示す。
【図６】図６Ａ～Ｇは、例示的な概略図であり、本発明の任意の実施形態に基づいて、任
意のアバットメント（支台）と連結した歯科インプラントの図を示す。
【図７】図７Ａ～Ｆは、例示的な概略図であり、本発明の任意の実施形態に基づくアバッ
トメントの図を示す。
【図８】図８Ａ～Ｐは、本発明の任意の実施形態に基づく例示の歯科インプラントのスレ
ッディングの例示的な概略図を示す。
【図９】図９Ａ～Ｃは、本発明の任意の実施形態に基づく歯科インプラントの任意の実施
形態の例示的な概略図を示す。
【図１０】図１０Ａ～Ｃは、本発明の任意の実施形態に基づく、インプラントの冠状部の
セクションを除去するための歯科ツールの任意の実施形態の例示的な概略図を示す。
【図１１】図１１Ａは、本発明の実施形態に基づく任意の方法を示す例示的な概略図を示
す。図１１Ｂは、本発明の実施形態に基づく任意の方法を示す例示的な概略図を示す。
【図１２】図１２Ａ～Ｂは、本発明の実施形態に基づく任意の方法を示す例示的な概略図
を示す。
【図１３】図１３Ａ～Ｂは、本発明の任意の実施形態に基づく歯科インプラントの任意の
実施形態の例示的な概略図を示す。
【図１４】図１４Ａ～Ｂは、本発明の任意の実施形態に基づく歯科インプラントの任意の
実施形態の例示的な概略図を示す。
【図１５】図１５Ａ～Ｇは、例示的な概略図であり、本発明の任意の実施形態に基づく、
ユニバーサル（又は一般）の結合プラットフォームを有するアバットメントの図を示す。
【図１６】図１６は、本発明の任意の実施形態に基づくインプラントを導入および／また
は挿入するための歯科ツールの任意の実施形態の例示的な概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００９８】
　好ましい実施形態の説明
　本発明の原理および動作は、図面および付随の説明を参照すれば、より良く理解され得
る。以下の図の参照符号は、この説明を通して使用され、同様に機能する成分（又はコン
ポーネント）が以下の明細書を通して使用されることを示す。
【００９９】
　１０　アバットメント（又は支台）
　２０　アバットメントスクリュウ（又は支台ネジ）
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　５０　インターフェースキャビティ
　５２，５４　結合プラットフォーム
　３０　インプラントコアスレッディング
　３２　アピカルサイド（又は頂端部側）
　３４　コロナルサイド（又は冠状部側）
　３６　ラテラルエッジ（又は側縁部）
　３０ｂ　ベース（又は底部もしくは底面）
　３０ｄ　スレッド深さ
　３０ａ　平面（又は水平面）
　３８　スレッド内面
　１００　歯科インプラント
　ｌ００ｐ　近位端／コロナルエンド（又は冠状部の端部）
　ｌ００ｄ　遠位端／アピカルエンド（又は頂端部の端部）
　１１０　冠状部分
　１１０ａ，ｂ，ｃ　冠状部のセグメント
　ｌ１０ｄ　冠状部分の遠位端
　ｌ１０ｐ　冠状部分の近位端
　１１２　冠状部のスレッディング
　１１４　外側結合プラットフォーム
　１１５　冠状部分の凹んだ溝
　１１５ｅ　冠状部の延在する延長部
　１１６　表面結合プラットフォーム
　１１８　内側結合プラットフォーム
　１２０　本体部分
　１２０ａ　近位セグメント
　１２０ｂ　遠位セグメント
　１２０ｃ　コア
　１２０ｄ　遠位端
　１２０ｅ　遠位端の寸法
　１２０ｆ　近位端の寸法
　１２０ｐ　近位端
　１２１　コアセグメント
　１２２　フルート
　１２２ｒ　フルート凹部（又はフルートリセス）
　１２２ｎ　フルートネック
　１２２ｅ　フルートベベルエッジ
　１２２ｉ　フルートの内側の半径
　１２２ｑ　フルートの外側の半径
　１２２ｏ　フルート近位開口部
　１２２ｐ　フルートボトルネックプロファイル
　１２２ｓ　フルートボトルネックショルダー
　１２４　スレッド
　１２４ａ　スレッドアピカルサイド表面／角度
　１２４ｂ　スレッドベース
　１２４ｃ　スレッドコロナルサイド表面／角度
　１２４ｆ　スレッド面の縁部または幅
　１２４ｉ　スレッド内面
　１２４ｐ　スレッドピッチ
　１２４Ｌ　スレッドリード
　１２４ｏ　スレッドアングル
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　１２４ｓ　スレッドのサブセグメント、ウイング、ブレード
　１２４ｗ　スレッドフルート表面
　１２５ａ　ブレードアピカルエンド
　１２５ｃ　ブレードコロナルエンド
　１２６　アピカルエンド
　１２６ｅ　アピカルエンド縁部
　１３０　ワンピースインプラント
　１４０　平面のコンタモディフィケーション
　１４０ｍ　中部－横方向のコンタモディフィケーション
　１４０ａ　前方－後方のコンタモディフィケーション
　１４０ｃ　アンダーカット
　１４２，１４４　スレッド平面のサブセグメント
　１５０　１つの凹んだ溝
　１５２　外側に広がる延長部
　２００，２３０，２２０　専用ツール（dedicated tool）
　２０２　ツール結合インターフェース
　２０４　ツーリング表面（tooling surface）
　２１０　インプラントインターフェース部分
　２１２　中央本体部分
　２１４　リング部分
　２１６　遠位端キャップ
　２２４，２３４　筒状ツーリング本体
　２３６，２２６ａ，２２６ｂ　ツーリング表面または縁部
　２２８，２３８　ストッピングインターフェース部分
　１３００　円錐状の結合プラットフォーム歯科インプラント
　１３００ａ－ｃ　可変の直径インプラント
　１３０２　内側の円錐状の結合プラットフォーム
　１３０２ｄ　円錐状の結合プラットフォーム遠位端
　１３０２ｐ　円錐状の結合プラットフォーム近位端
　１３０４　結合プラットフォームスレッディング
　１３０５　近位部分
　１３０５ｄ　近位部分の遠位端
　１３０５ｐ　近位部分の近位端
　１３０６　第１の円錐状のサブセグメント
　１３０８　第２の円錐状のサブセグメント
　１３１０　中間部分
　１３１１　中間部分の回転防止プラットフォーム
　１３１２　中間部分の凹部
　１３１４　嵌合式の回転防止インターフェース
　１３１６　近位部分の凹部
　１３２０，１３３０　アバットメント
　１３２２，１３３２　アバットメントクラウン部分
　１３２４，１３３４　アバットメントインプラントインターフェース部分
　１３２６，１３３６　嵌合雄コネクタ
　１３２８　スナップフィット雄コネクタ
　１３３８　中間部分の回転防止プラットフォーム
【０１００】
　図１Ａは、歯科インプラントの概略組立図の代表を示し、歯科インプラントの主たる態
様を示す。歯科インプラント１は、冠状部分２と本体部分４とを含み、これらは互いに連
続している。冠状部分２は、ボーンインプラントの近位端１ｐを規定し、本体部分４は、
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インプラント１の遠位端１ｄを規定する。本体部分４は、内側コア４ｉを含み、内側コア
４ｉは、少なくとも１つのスレッディング６を備えるものであり、スレッディング６は、
平面（又は水平面）３０ａに沿って平面方向（又は水平方向）に延在し、インプラント本
体コア４の長さに沿って進行するものである。内側コア４は、本体部分４の内側直径４ｉ
を規定し、その一方で、スレッディング６は、本体部分４の外側直径４ｅを規定する。
【０１０１】
　本体部分４の形状（又はシェイプ）および／またはプロファイル（又は形状、輪郭もし
くは外形）は、高度に変動してもよく、複数の形状（又はシェイプ）および／または構成
（又は形状、構造もしくはコンフィギュレーション）および／またはプロファイル（又は
形状、輪郭もしくは外形）を呈していてもよい。例えば、ストレート、テーパ、コニカル
（又は円錐）、シリンダ（又は円筒）、リニア、パラレル、対称、非対称、台形、混合円
錐、セグメント、マルチセグメント、およびそれらの任意の組み合わせが挙げられるが、
これらに限定されるものではない。
【０１０２】
　インプラント１は、さらに、冠状部分２および／または本体部分４に沿って、ミクロス
レッド８を含んでいてもよい。必要に応じて、本体部分４は、ミクロスレッド８およびス
レッディング６の両方を含んでいてもよい。
【０１０３】
　図１Ｂは、歯科インプラントスレッディング６の概略組立図の代表を示し、具体的には
、歯科インプラントスレッドの態様を示す。図１Ｂは、スレッディング６の様々なプロフ
ァイルを示し、かかるプロファイルは、当該分野において知られていて、様々な特徴を有
するものである。スレッド６は、破線で示される平面３０ａに沿って、インプラントのコ
ア本体部分４から延在する。平面３０ａは、２つの軸を含み、例えば、図８Ａに示す通り
、中部－横方向軸「Ｍ－Ｌ」に沿う第１の軸と、インプラント本体４の周りに延在する前
方－後方軸「Ａ－Ｐ」に沿う第２の軸とを含む。
【０１０４】
　この基本のスレッド構造は、延長部であり、これは、アピカルサイド（apical side）
３２と、コロナルサイド（coronal side）３４と、ラテラルエッジ（lateral edge）３６
（これはアピカルサイドとコロナルサイドとを接続するものである）と、ベース３０ｂ（
これはスレッド６をインプラントコア４に接続するものである）と、スレッド深さ３０ｄ
（これはラテラルエッジ３６とベース３０ｂとの間に規定されるものである）とを有する
ものである。
【０１０５】
　また、このスレッドは、複数の追加のパラメータで規定されていてもよく、このパラメ
ータは、スレッドの特徴を提供および／または決定し、この特徴は、スレッドが骨に対し
て如何に挙動するのかを示すものである。スレッドのパラメータとしては、例えば、スレ
ッド内面３８の外形（又はコンタ）、コア本体部分４ｉの全体形状、如何にしてスレッド
がインプラント本体の長さに沿って進行するか、出発点（又はスタート）の数、フルート
の数、スレッドピッチ、インプラント本体に沿うスレッドの分布など、およびこれらの任
意の組み合わせが挙げられ得るが、これらに限定されるものではない。
【０１０６】
　スレッドのパラメータおよび幾つかの既知の構成（又は形状、構造もしくはコンフィギ
ュレーション）が図１Ｂにおいて概略的に示されていて、ここで、スレッドは、ストレー
トセグメントまたは湾曲した縁部を含んでいてもよく、これらは、スレッドのコロナルサ
イド３４および／またはアピカルサイド３２に沿って規定されているものである。スレッ
ドは、平面３０ａに対して対称または非対称で構成されていてもよい。スレッドの角形成
（又はアンギュレーション）は、その部品（アピカルサイド３２、コロナルサイド３４、
ラテラルエッジおよびスレッド内面３８を含む）のいずれかに沿って、制御されていても
よい。
【０１０７】
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　以下の説明は、図２～５について集合的に言及し、明細書を通して、同じ部品について
は、同じ参照符号を用いている。
【０１０８】
　図２Ａは、本発明の任意の実施形態に基づく歯科インプラント１００の例示的な概略図
を示す。アンカー１００は、近位端１００ｐと、遠位端１００ｄとを含み、また、遠位端
１００ｄは、インプラントのアピカルエンド１２６とも呼ばれる。
【０１０９】
　インプラント１００は、実質的に筒状（又はシリンダ状）または円錐状（又はコニカル
状）あるいは円筒状の形状を有し、冠状部分１１０および本体部分１２０を含む。本体部
分１２０は、スレッディング１２４を含み、これは、インプラント１００の全長に沿って
配置された少なくとも２以上のフルート１２２を備える。
【０１１０】
　図面およびそれに付随する説明は、冠状部分１１０、本体部分１２０、スレッディング
１２４および少なくとも２つのフルート１２２を特徴とするインプラントを示す。しかし
、本発明は、単一の本体および／または実施形態において、これらの特徴の全てを有する
インプラントを包含する範囲内に限定されない。
【０１１１】
　本発明は、インプラントの任意の実施形態を含み、このインプラントは、少なくとも２
つのフルート１２２、冠状セグメント（又はコロナルセグメント）１１０および本体コア
１２０ｃからなる群から選択される少なくとも１以上の特徴をそれらの任意の組み合わせ
で含んでいてもよい。
【０１１２】
　図２Ａは、冠状部分１１０を示し、説明および図示されているものは、任意の冠状部分
１１０の限定されない例であり、これは、インプラント１００に提供されてもよいもので
ある。冠状部分１１０は、概して、インプラントと、他の歯科インプラントの成分（又は
コンポーネント）（例えば、アバットメント、クラウン、ブリッジ、歯科人工補綴、解剖
学上のアバットメント、アングルアバットメント、カラー、ボールアタッチメント、ヒー
リングキャップ、プラットフォームスイッチングアバットメントなど、およびそれらの任
意の組み合わせが挙げられるが、これらに限定されるものではない）との連結を促進する
ためのインターフェースプラットフォームとして提供される。
【０１１３】
　冠状部分１１０は、内側インターフェースプラットフォーム５０（例えば、図２Ｅに示
す通り）または外側インターフェースプラットフォーム（図示せず）を備えていてもよい
。必要に応じて、外側インターフェースプラットフォームは、例えば、当該分野で知られ
ているような外側ヘキサゴン（又は六角（hex））の構成を含んでもよいが、これに限定
されるものではない。必要に応じて、インターフェースプラットフォーム５０は、インプ
ラントと、他の歯科インプラント構造（例えば、クラウン、アバットメント、トランスフ
ァなど）との連結のために提供される。必要に応じて、インターフェースプラットフォー
ム５０は、インプラント１００を操作および／またはツーリング（又はツール加工（tool
ing）もしくは工作）するために提供されるツーリングインターフェースを提供してもよ
い。
【０１１４】
　図２Ｄは、インプラント１００を形成する様々な部品およびセグメントの全体形状を示
す。図示する通り、冠状部分１１０および本体部分１２０は、直径が変動（又は変化）す
る実質的に筒状の本体を含む。インプラント１００は、本体部分１２０の近位端１２０ｐ
が冠状部分１１０の遠位セグメント１１０ｂよりも大きい全体直径を有するように構成さ
れることを特徴とする。最も好ましくは、これによって、施術者が冠状部分１１０から本
体部分１２０の近位部分へのアクセスを得ることが可能となる。例えば、フルート１２２
に関しては、後述する通りである。
【０１１５】
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　必要に応じて、冠状部分１１０は、外側表面の少なくとも一部に沿って、スレッディン
グ１１２（図２Ａ）を含んでいてもよい。必要に応じて、そして好ましくは、スレッディ
ング１１２は、骨の保持および骨結合を向上させるために、例えば、ミクロスレッドの形
態で提供されてもよい。必要に応じて、冠状部のスレッディング１１２は、ピッチ約０．
５ｍｍ、スレッドアングル約２５度～約３５度のダブルリードを有するように構成されて
いてもよい。必要に応じて、スレッディング１１２は、本体部分スレッディング１２４の
構成に基づいて構成されていてもよく、骨内部での一体化を促進するように構成されてい
てもよい。
【０１１６】
　必要に応じて、スレッディング１１２は、当該分野で知られているような少なくとも１
以上のスレッディングパラメータに基づいて構成されていてもよい。スレッディングパラ
メータとしては、例えば、リード、ピッチ、スレッドアングル、厚み、メジャー直径、マ
イナー直径、テーパアングル、スレッドの配向（又はオリエンテーション）、終端の位置
、出発点の位置、多孔性、終了点の数、出発点の数、リードの数、カットの数、リードの
角度など、およびこれらのスレッディングの変数および／またはパラメータの任意の組み
合わせが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【０１１７】
　必要に応じて、冠状部分１１０は、スレッディング１１２が無くてもよい。
【０１１８】
　冠状部分１１０は、好ましくは、少なくとも３以上の実質的に筒状のセグメントおよび
／または円筒状のセグメントを含み、これらは互いに連続している。より好ましくは、冠
状部分１１０は、例えば、図２Ｃに示される通り、３つの実質的に筒状のセグメントおよ
び／または円筒状のセグメント１１０ａ～ｃを含む。必要に応じて、各セグメントは、台
形状の断面のプロファイル（又は形状）を含み、これは、２つの平行したベース（又は底
部もしくは底面）を有していて、各セグメントの近位直径と遠位直径とをそれぞれ規定し
、２つの角張った脚（又はレッグ）は、各セグメントの外側表面を規定する。
【０１１９】
　必要に応じて、冠状部のセグメント１１０ａ～ｃには、円形、円筒状、筒状、円錐状、
台形状など、およびそれらの任意の組み合わせから選択される任意の断面のプロファイル
を備えていてもよい。
【０１２０】
　第１のセグメント１１０ａは、インプラント１００の近位端１１０ｐを含む冠状部分１
１０の近位セグメントを規定する。
【０１２１】
　第２のセグメント１１０ｂは、冠状部分１１０の遠位セグメントを規定し、本体部分１
２０の近位部分と連続していて流動的（又は滑らか）（fluid）である。
【０１２２】
　必要に応じて、そして好ましくは、第３のセグメント１１０ｃは、冠状部分１１０の中
間セグメントを規定する。最も好ましくは、中間セグメント１１０ｃは、近位セグメント
１１０ａと遠位セグメント１１０ｂとの間に配置されている。必要に応じて、冠状部分１
１０は、少なくとも１以上の中間セグメント１１０ｃを含むように構成されていてもよい
。
【０１２３】
　必要に応じて、中間セグメント１１０ｃは、円筒状のプロファイルを有するように構成
されていてもよく、このプロファイルにおいて、中間セグメント１１０ｃの近位直径、中
間セグメント１１０ｃの遠位直径は、実質的に互いに等しい。
【０１２４】
　必要に応じて、そして好ましくは、冠状部のセグメント１１０ａ～ｃのそれぞれは、近
位直径と、前記台形状のプロファイルの底面（又はベース）で規定される遠位直径とを有
する。好ましくは、直径は、遠位の方向に連続して増加し、そうすることで、前記セグメ
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ントのそれぞれの近位直径が、遠位直径よりも小さくなるようになる。それぞれの冠状部
のセグメント１１０ａ～ｃは、好ましくは、角度付きの外側表面を含み、これは、台形状
のプロファイルの脚（又はレッグ）によって規定される角度に対応するものである。
【０１２５】
　必要に応じて、少なくとも１以上の冠状部分１１０のセグメント１１０ａ～ｃは、イン
プラント１００の任意の結合プラットフォームとして役立ってもよい。
【０１２６】
　必要に応じて、近位セグメント１１０ａは、少なくとも２つの結合プラットフォーム（
外側結合プラットフォーム１１４と、表面結合プラットフォーム１１６とを含む）として
役立ってもよく、これらを提供してもよい。
【０１２７】
　必要に応じて、そして好ましくは、遠位セグメント１１０ｂは、インプラント１００の
本体部分１２０と連続するように構成されていてもよい。必要に応じて、そして好ましく
は、遠位セグメント１１０ｂの遠位直径は、本体部分１２０の近位直径に等しく、遠位セ
グメント１１０ｂの近位直径は、本体部分１１０の近位直径よりも小さい。
【０１２８】
　必要に応じて、図２Ｅおよび３Ｂに示す通り、インプラント１００は、インプラント１
００の内側に配置されるキャビティを含んでいてもよく、このキャビティは、冠状部分１
１０と、本体部分１２０の近位部分内の少なくとも一部との間に規定されている。好まし
くは、キャビティ５０は、歯科インプラント１００の近位端１００ｐで開口部を形成し、
少なくとも１以上の歯科インプラント成分（例えば、アバットメント、クラウン、ブリッ
ジ、アバットメントスクリュウ、固定スクリュウ、歯科人工補綴、解剖学上のアバットメ
ント、アングルアバットメント、カラー、ボールアタッチメント、ヒーリングキャップな
ど、およびそれらの任意の組み合わせが挙げられるが、これらに限定されるものではない
）と連結および／または結合（又は会合）するために提供される結合プラットフォーム１
１８となるように構成されてもよい。
【０１２９】
　必要に応じて、キャビティ開口部５０（図２Ｅ）は、少なくとも１以上の結合プラット
フォーム１１４、１１６、１１８を提供してもよく、これらは、任意の歯科インプラント
成分（例えば、図６Ａ～Ｅに示すようなアバットメント１０およびアバットメントスクリ
ュウ２０）の結合のために提供されるものである。
【０１３０】
　必要に応じて、キャビティ５０は、少なくとも２つの結合プラットフォーム（少なくと
も１つの内側結合プラットフォーム１１８と、少なくとも１つの表面結合プラットフォー
ム１１４とを含む）を形成してもよい。
【０１３１】
　必要に応じて、冠状部分１１０は、アバットメントなど歯科インプラント成分（例えば
、アバットメント、クラウン、ブリッジ、アバットメントスクリュウ、固定スクリュウ、
歯科人工補綴、解剖学上のアバットメント、アングルアバットメント、カラー、ボールア
タッチメント、ヒーリングキャップなど、およびそれらの任意の組み合わせが挙げられる
が、これらに限定されるものではない）に結合するように構成された外側構造をさらに含
んでいてもよい。
【０１３２】
　必要に応じて、冠状部分１１０は、図６Ａ～Ｅに示す通り、アバットメントスクリュウ
２０を利用して、アバットメント１０と連結および／または結合（又は会合）および／ま
たは一体化するように構成されていてもよい。必要に応じて、冠状部分１１０は、任意の
歯科インプラント成分（例えば、アバットメント、クラウン、ブリッジ、アバットメント
スクリュウ、固定スクリュウ、歯科人工補綴、解剖学上のアバットメント、アングルアバ
ットメント、カラー、ボールアタッチメント、ヒーリングキャップなど、およびそれらの
任意の組み合わせが挙げられるが、これらに限定されるものではない）と連結および／ま
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たは結合（又は会合）するように構成されていてもよい。
【０１３３】
　冠状部分１１０は、遠位方向（頂端部方向）に遠位端（アピカルエンド）１００ｄに向
かって延在し、ここで、インプラント１００の本体部分１２０を規定するものである。本
体部分１２０の近位端１２０ｐは、例えば、図２Ｂ、２Ｄに示される通り、インプラント
１００の全体としての最大直径を規定する遠位セグメント１１０ｂの遠位端１１０ｄと連
続している。
【０１３４】
　好ましくは、インプラント１００の全体としての直径は、その２つの部分、すなわち本
体部分１２０および冠状部分１１０にわたって規定される。本体部分１２０の長さに沿っ
て、全体としてのインプラントの直径は、近位端１２０ｐからアピカルエンド１００ｄに
かけて、頂端部方向で減少する。冠状部分１１０の長さに沿って、全体としてのインプラ
ントの直径は、近位端１１０ｐから遠位端１１０ｄにかけて、頂端部方向で増加する。従
って、インプラント１００は、実質的な筒状および／または円筒状であり、例えば、図２
Ｂ、２Ｄに示す通り、その外側の直径に沿って、樽様の形状を有する。
【０１３５】
　図２Ｂ、２Ｄに最も良く図示される通り、本体部分１２０は、少なくとも２つのサブセ
グメント、近位サブセグメント１２０ａおよび遠位サブセグメント１２０ｂを含んでいて
もよい。必要に応じて、そして好ましくは、本体部分１２０、より好ましくは、コア１２
０ｃは、寸法および構成（又は形状）が変動する複数のサブセグメント１２１をさらに含
んでいてもよい。必要に応じて、各コアサブセグメント１２０ａ、１２０ｂ、１２１は、
実質的に筒状の本体を含んでいてもよく、台形状のプロファイルを有し、それぞれが遠位
方向で直径が減少し、それによって、近位直径が遠位直径よりも大きくなるようになって
いる。必要に応じて、コアサブセグメント１２１には、円筒状および／または台形状のプ
ロファイルを備えていてもよい。
【０１３６】
　本体部分１２０は、コア１２０ｃを含み、コア１２０ｃは、近位端１２０ｐから遠位端
１２０ｄにかけて、本体部分１２０の長さにわたって存在するものである。コア１２０ｃ
は、全体として台形状のプロファイル（図２Ｅ）を含み、ここで、遠位端／アピカルエン
ド１２０ｄは、アピカルエンド１２０ｄにおいて最小の直径を規定していて、近位端１２
０ｐにおいて最大の直径が規定されている。最も好ましくは、コア１２０ｃは、アピカル
エンド１２０ｄ、１２６において、実質的に平坦である。
【０１３７】
　図２Ｂ、２Ｄに示す通り、必要に応じて、そして好ましくは、コア１２０ｃは、複数の
サブセグメント１２０ａ、１２０ｂ、１２１から提供されていてもよく、これらは、筒状
および／または台形状であるように構成されていてもよい。
【０１３８】
　例えば、図２Ｂに示す通り、コア１２０ｃは、複数のサブセグメントを有するように構
成されていてもよく、例えば、ここで、プロファイルライン１２１ａは、６つのサブセグ
メントを含む任意のコアプロファイルを示し、近位サブセグメント１２０ａ、遠位サブセ
グメント１２０ｂが含まれ、これらには４つのサブセグメント１２１が介在する。図示さ
れ得るように、サブセグメント１２１は、任意の配置で、筒状および／または台形状およ
び／または円筒状となるように構成されていてもよいが、全体としてのコア１２０ｃの直
径は、連続して、頂端部方向で減少する。
【０１３９】
　図２Ｂは、コア１２０ｃについて別の任意の構成を示し、図示する通り、プロファイル
ライン１２１ｂは、４つのコアサブセグメントを含み、近位サブセグメント１２０ａ、遠
位サブセグメント１２０ｂが含まれ、これらには２つのサブセグメント１２１が介在する
。図示され得る通り、サブセグメント１２１は、任意の配置で、筒状および／または台形
状および／または円筒状であるように構成され得るが、全体としてのコア１２０ｃの直径
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は、連続して、頂端部方向で減少する。
【０１４０】
　最も好ましくは、コア１２０ｃは、本体部分１２０の内側直径を規定していて、その一
方で、スレッディング１２４の横方向（又は側方向もしくは幅方向）の面（又は側面もし
くはラテラル面）１２４ｆは、コア１２０ｃから外側に延在するものであり、本体部分１
２０の外側直径を規定している。
【０１４１】
　図２Ａ、２Ｅ、２～３に最も良く図示されるように、コア１２０ｃは、スレッディング
１２４を備え、スレッディング１２４は、少なくとも１つ、より好ましくは２以上のスレ
ッドを含み、このスレッドは、遠位端１００ｄから近位端１２０ｐにかけて、本体部分１
２０の長さにわたって延在するものである。スレッディング１２４は、ベース１２４ｂを
含み、これはコア１２０ｃにスレッド１２４を結合している。スレッドのベース１２４ｂ
は、アピカルサイド（又は頂端部側の面）１２４ａと、コロナルサイド（又は冠状部側の
面）１２４ｃと、ラテラルエッジ（又は側端面）１２４ｆ（スレッドの幅を規定する)と
を含み、ラテラルエッジ１２４ｆは、上記アピカルサイド１２４ａと上記コロナルサイド
１２４ｃとを結合するものである。スレッドのベース１２４ｂは、上記ラテラルエッジ１
２４ｆと上記コア１２０ｃとの間で規定されているスレッド深さを有する。スレッドのラ
テラルエッジ１２４ｆは、前記本体セグメントに沿って冠状部の方向に増加する変動（又
は変化）可能な幅を有するように構成されていてもよく、そうすることで、スレッドのラ
テラルエッジ１２４ｆの最も小さな幅が、遠位セグメント１２０ｂに隣接し、かつスレッ
ドのラテラルエッジの最も大きな幅が、冠状セグメント（又はコロナルセグメント）１１
０に隣接するように構成されていてもよい。
【０１４２】
　必要に応じて、そして好ましくは、スレッド１２４には、変動（又は変化）可能なスレ
ッド深さを備えていてもよく、これは、本体部分１２０の長さに沿って、頂端部の方向に
概して増加するものであり、そうすることで、スレッドの最も小さな深さが冠状部分に隣
接し、かつ各スレッドの最も大きな深さがアピカルエンド１２０ｄに隣接するようになっ
ている。
【０１４３】
　必要に応じて、スレッド１２４には、変動（又は変化）可能なスレッド深さを備えてい
てもよく、これは、本体の近位セグメント１２０ａの長さに沿って、頂端部方向に概して
増加し、かつ本体の遠位部分１２０ｂの長さに沿って、頂端部方向に概して減少するもの
であり、そうすることで、スレッドの最も小さな深さが、冠状部分に隣接し、かつ各スレ
ッドの最も大きな深さが遠位本体部分１２０ｂと近位本体部分１２０ａとの間で見出され
得るようになっている。
【０１４４】
　最も好ましくは、スレッディング１２４は、少なくとも２つの出発点を有するダブルス
レッドの形態で提供されている。必要に応じて、スレッディング１２４には、単一の出発
点を備えていてもよい。必要に応じて、スレッディング１２４には、複数の出発点を備え
ていてもよい。
【０１４５】
　最も好ましくは、アピカルエンド１００ｄ、１２６は、図３Ｃ～Ｄおよび図４Ａ～Ｃに
おいて最も良く図示され、少なくとも２つのカッティングリーディングエッジ１２６ｅの
先端部を特徴とし、この先端部は、コア１２０ｃから延在していて、各スレッド１２４の
スターティングスレッドをそれぞれ先導し、ここで、スレッド１２４への導入部として作
用する。必要に応じて、そして好ましくは、リーディングカッティングエッジ１２６ｅは
、スレッディング１２４のコロナルアングルに等しいコロナルサイドアングルを有するよ
うに構成されていてもよく、そうすることで開始を促進するようになる。必要に応じて、
そして好ましくは、リーディングエッジ１２６ｅは、最初の骨ドリルエレメント接触（in
itial bone drilling element contact）を提供し、ここで、インプラント１００を安定
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化させる。
【０１４６】
　好ましくは、スレッディング１２４は、約２０度～約６０度のスレッドアングルを備え
る。必要に応じて、そして好ましくは、スレッディング１２４は、約２０度～約４０度で
提供されるスレッドアングルを備える。好ましくは、スレッディング１２４は、３５度ま
たは２５度のスレッドアングルを備える。
【０１４７】
　必要に応じて、スレッド１２４は、３５度のスレッドアングル、約２．１ｍｍのピッチ
を有するダブルリードスレッドとなるように構成されていてもよい。
【０１４８】
　必要に応じて、スレッド１２４は、２５度のスレッドアングル、約１．１ｍｍ～約１．
８ｍｍのピッチを有するダブルリードスレッドとなるように構成されていてもよい。
【０１４９】
　必要に応じて、スレッド１２４は、当該分野で知られているような少なくとも１以上の
スレッディングパラメータ（例えば、リード、ピッチ、スレッドアングル、厚み、メジャ
ー直径、マイナー直径、テーパアングル、スレッドの配向（又はオリエンテーション）、
終端の位置、出発点の位置、多孔性、終了点の数、出発点の数、リードの数、カットの数
、リードの角度など、およびそれらのスレッディングの変数および／またはパラメータの
任意の組み合わせが挙げられるがこれらに限定されるものではない）に基づいて、さらに
構成されていてもよい。
【０１５０】
　インプラント１００は、少なくとも２以上の長手方向のチャネル１２２を特徴とし、こ
れはフルートを形成し、このフルートは、スレッディング１２４にわたって、本体部分１
２０の全長にわたって存在するものである。必要に応じて、スレッド１２４は、少なくと
も２つの長手方向のフルートの凹んだチャネル１２２を特徴としてもよい。必要に応じて
、そして好ましくは、例えば、図面に示される通り、４つの長手方向の凹んだチャネル１
２２を特徴としてもよい。
【０１５１】
　歯科インプラント１００を歯科インプラント操作ツールで回転させる場合、例えば、デ
ンタルハンドピースの形態で、時計回り方向、反時計回り方向の両方で回転させる場合、
フルート１２２は、好ましくは、骨を粉砕し、回収し、凝縮するように、そして骨を分散
して収容するように構成されている。
【０１５２】
　最も好ましくは、フルート１２２は、近位開口部１２２ｏを特徴とし、これは、冠状部
分１１０からアクセス可能である。必要に応じて、フルート１２２への近位開口部１２２
ｏ（図３Ａ～Ｄ）は、冠状部分１１０からフルート１２２へのアクセスを得ることを備え
、そうすることで、施術者が、骨、骨グラフト材料、骨生成媒体、骨グラフト媒体、骨成
長薬剤および／または増強剤をフルート１２２に導入することが可能となり、ここで、骨
の成長プロセスを促進し、移植箇所、例えば下顎または上顎の任意の部分でインプラント
１００の骨結合を向上させる。必要に応じて、近位開口部１２２ｏもまた、フルート１２
２内で圧縮された過剰の骨を除去するための窓を提供し得る。必要に応じて、そして好ま
しくは、近位開口部１２２ｏは、咬合部において骨を受領および／または導入すること、
最も好ましくは歯肉の支持を提供することをさらに備える。
【０１５３】
　必要に応じて、そして好ましくは、フルート１２２は、本体部分１２０の長さに沿うチ
ャネルを形成し、これは、リニア、カーブ、弓、アーチ、Ｓ字（又はシグモイド）、スパ
イラルなど、およびそれらの任意の組み合わせかなる群から選択される長手方向の軸を特
徴とする。図３Ｃ～Ｄ、図４Ｂの斜視図は、フルート１２２のカーブした長手方向の軸の
例を示し、これは、本体部分１２０の長さに沿ってカーブするものである。
【０１５４】



(40) JP 2021-166737 A 2021.10.21

10

20

30

40

50

　必要に応じて、フルート１２２の長手方向の軸は、コア部分１２０ｃのプロファイルに
基づいて、例えばライン１２１ａ、１２１ｂに基づいて規定され得る。
【０１５５】
　必要に応じて、複数のフルート１２２、個々のフルートおよび／またはフルート１２２
の群を含むインプラント１００は、独立した長手方向の軸を備えていてもよい。例えば、
４つのフルートを含むインプラントは、対向するフルートの各対が、様々な長手方向の軸
を有していてもよいように構成されていてもよい。例えば、３つのフルートを含むインプ
ラントは、各フルートが様々な長手方向の軸を有し得るように構成されていてもよい。
【０１５６】
　必要に応じて、そして好ましくは、複数のフルートを含むインプラントは、本体部分１
２０の周囲にわたって等しく分配されたフルートを有するように構成されていてもよく、
ここで、スレッディング１２４を、等しく間隔をあけて配置されたスレッドサブセグメン
トに分ける。例えば、図示される通り、等しく間隔をあけて配置された４つのフルートを
含むインプラント１００は、スレッディング１２４を翼が付いた４つの部材に分ける。
【０１５７】
　必要に応じて、複数のフルートを含むインプラントは、本体部分１２０の周囲にわたっ
て不等に分配されたフルートを有するように構成されていてもよく、ここで、スレッディ
ング１２４を、不等に間隔をあけて配置されて寸法が調整された複数のスレッドサブセグ
メントに分ける。
【０１５８】
　好ましくは、各フルート１２２は、スレッディング１２４を、フルート１２２の数に等
しい数の小さなスレッドサブセグメントに分ける。図示する通り、４つのフルート１２２
を備えるインプラント１００は、翼が付いた４つのスレッドサブセグメント１２４ｓを形
成する。
【０１５９】
　最も好ましくは、フルート１２２は、スレッディング１２４の底部および深さに沿って
、ボトルネックプロファイルを有するように構成されている。ここで、フルート１２２は
、コア１２０ｃとスレッディングラテラルエッジ１２４ｆとの間に形成されている。好ま
しくは、ボトルネックプロファイルは、例えば、図５Ｂ～Ｃに示される通り、卵形のフラ
スコの形状（ovoid flask shape）を呈する。
【０１６０】
　好ましくは、ボトルネックプロファイル１２２ｐは、２つのＳ字（又はシグモイド）カ
ーブのショルダー１２２ｓと、ネック部分１２２ｎとから形成されていてもよく、ショル
ダー１２２ｓは、コア１２０ｃからスレッドラテラルエッジ１２４ｆに向かって前側に延
在し、ここで、底部に沿って卵形の形状の凹部１２２ｒを形成し、側面（又は横方向の面
もしくはラテラル面）１２４ｆにわたって、ネック１２２ｎを形成する。最も好ましくは
、卵形の凹部１２２ｒの長軸は、コア１２０ｃに沿って規定され、短軸は、コア１２０ｃ
と側面（又は横方向の面もしくはラテラル面）１２４ｆとの間でスレッド１２４の底部に
わたって形成されている。
【０１６１】
　最も好ましくは、スレッド１２４に沿って形成されているボトルネック形状の凹部を有
するフルート１２２は、図４Ｃに最も良く図示される通り、複数のスレッドサブセグメン
ト１２４ｓを形成し、ここで、各サブセグメント１２４ｓは、フルート１２２のネック部
分１２２ｎによって規定されているスレッドの側面（又は横方向の面もしくはラテラル面
）１２４ｆに沿って、２つのベベル状のエッジ１２２ｅを有するウイング形状のスレッド
を形成する。最も好ましくは、これは、インプラント１００に沿って提供されるカッティ
ングエッジの数を顕著に増加させる。
【０１６２】
　最も好ましくは、フルート１２２は、スレッディング１２４にわたって、複数のサブセ
グメント１２４ｓおよび／またはブレードおよび／またはウイングを形成し、図４Ｃに図
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示される通り、インプラント１００の表面積を顕著に増加させることを備え、ここで、骨
結合を促進し、３６０度のインプラントの支持を確実にする。
【０１６３】
　アピカルエンド表面１２６は、必要に応じて、そして好ましくは、湾曲リフト（sinus 
lifting）を促進し、その一方で、表面１２６の利点によって、シュナイダー膜を、スレ
ッド１２４ｓに対して、平坦および／または頂端方向（アピカル）に維持する。従って、
表面１２６は、シュナイダー膜のスレッド１２４ｓからの保護バリアとして役立ち得る。
従って、湾曲リフトの手順は、インプラント１００によって促進することができ、ここで
、骨は、時計回り方向および／または反時計回り方向の両方の回転によって、頂端部方向
（アピカル）に方向付けられてもよく、それにより骨の成長が可能となり、その一方で、
遠位端の表面１２６は、シュナイダー膜の完全性の維持をさらに促進する。
【０１６４】
　最も好ましくは、フルート１２２は、ショルダー１２２ｓの長さが、インプラント１０
０の長さに沿って近位方向に徐々に減少するように構成されていて、そうすることで、シ
ョルダー１２２ｓは、近位端１００ｄで最長となり、冠状セグメント１１０に隣接して最
短となるようになっている。
【０１６５】
　必要に応じて、ショルダー１２２ｓは、Ｓ字形（又はシグモイド）に構成されて、内側
半径１２２ｉが約０．４ｍｍであり、外側半径１２２ｑが約０．３ｍｍである。ここで、
図５Ｂ～Ｃに最も良く図示される通り、内側半径１２２ｉは、卵形の凹部１２２ｒを規定
し、外側半径は、ネック１２２ｎを規定する。
【０１６６】
　必要に応じて、図５Ｂに最も良く図示されるように、卵形の凹部１２２ｒは、その最も
広い部分において、約１．６ｍｍの距離を有し、その一方で、ネック１２２ｎは、その最
も広い部分において、約１．０ｍｍの距離を有する。
【０１６７】
　必要に応じて、フルート１２２は、インプラント１００の長さに沿って３５ｍｍのピッ
チを有するように構成されていてもよい。必要に応じて、フルート１２２は、スレッド数
が４であるように構成されていてもよい。必要に応じて、フルート１２２は、フルート１
２２の数に等しいスレッド数を有するように構成されていてもよい。必要に応じて、フル
ート１２２は、スレッディング１２４を規定する少なくとも１以上のパラメータの機能に
基づいて、かつ／または当該機能の通りに構成されていてもよい。
【０１６８】
　必要に応じて、フルート１２２は、少なくとも１以上のスレッディングパラメータ（例
えば、リード、ピッチ、スレッドアングル、厚み、メジャー直径、マイナー直径、テーパ
アングル、スレッドの配向（又はオリエンテーション）、終端の位置、出発点の位置、多
孔性、終了点の数、出発点の数、リードの数、カットの数、リードの角度など、およびそ
れらのスレッディングの変数および／またはパラメータの任意の組み合わせが挙げられる
が、これらに限定されるものではない）に基づいてスレッディングプロファイルを有する
ように構成されていてもよい。
【０１６９】
　最も好ましくは、スレッド１２４およびフルート１２２は、インプラント１００を時計
回りまたは反時計回りの両方に回転させるとき、切断面（cutting surface）および回収
骨（collect bone）を提供するように構成されている。
【０１７０】
　図５Ｃは、本発明に基づくフルート１２２の任意の構成（又は形状）およびプロファイ
ル（又は形状、輪郭もしくは外形）を示す。図５Ｃは、フルート１２２の任意の構成（又
は形状）を示し、ここで、プロファイル１２２ｐは、例えば、図示する通り、ネック１２
２ｎの寸法、卵形の凹部１２２ｒの寸法に基づいて構成され得る。
【０１７１】
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　図２Ｂおよび２Ｄは、本体部分１２０の任意のプロファイルを示し、内側コア１２０ｃ
の任意の構成（又は形状）を示す。ライン１２１ａ、１２１ｂに示す通り、ライン１２１
ａ、１２１ｂは、コア１２０ｃが、複数のサブセグメント１２０ａ、１２０ｂ、１２１に
基づいて、筒状および／または台形状および／または円筒状のサブセグメントの任意の組
み合わせで構成され得ることを示す。
【０１７２】
　図２Ｃは、任意の本発明の実施形態を示し、ここで、上記で説明した通り、３つのサブ
セグメント１１０ａ～ｃを特徴とする冠状のセクション１１０を示す。必要に応じて、 
冠状のセクション１１０は、任意のインプラント本体に適合（又はフィット）してもよく
、それ故、本明細書中に記載のようなインプラント本体１２０に限定されるものではない
。
【０１７３】
　図２Ｅは、インプラント１００の断面を示し、ここで、スレッディング１２４の構成（
又は形状）およびコア１２０ｃの構成（又は形状）を示す。
【０１７４】
　図３Ａ～Ｄは、斜視図を示し、任意の内側インターフェースキャビティ５０を示し、こ
れは、上記で説明した通りの任意の歯科インプラント成分（例えば、アバットメント、ク
ラウン、ブリッジ、アバットメントスクリュウ、固定スクリュウ、歯科人工補綴、解剖学
上のアバットメント、アングルアバットメント、カラー、ボールアタッチメント、ヒーリ
ングキャップなど、およびそれらの任意の組み合わせが挙げられるが、これらに限定され
るものではない）への結合を促進するものである。
【０１７５】
　図３Ｂによって提供される斜視図は、開口部１２２ｏを介するフルート１２２への冠状
部のアクセスをさらに示す。
【０１７６】
　図３Ｃ～Ｄおよび図４Ａ～Ｃは、頂端部の斜視図を示し、これは、上記で説明した通り
、カッティングリードディングエッジ１２６ｅを含むアピカルエンド１２６と、ダブルリ
ードスレッド１２４の開始とを示す。
【０１７７】
　図４Ｃは、複数のスレッドサブセグメント１２４ｓおよび／またはウイングおよび／ま
たはブレードの形態を示し、これは、フルート１２２の数に等しい。
【０１７８】
　アピカルエンド１２６は、実質的には平坦であって、各スレッド１２４の出発点を先導
するコア１２０ｃから延在する少なくとも１つのカッティングリーディングエッジの先端
部（又はティップ）１２６ｅを含む。
【０１７９】
　必要に応じて、そして好ましくは、カッティングリーディングエッジの先端部１２６ｅ
は、好ましくは、前記インプラントを骨内で安定化させることと、インプラント１００の
まわりで骨が成長することを可能にさせることとを備える。従って、先端部１２６ｅを利
用して、１ｍｍの骨内のインプラント１００に骨移植を導入してもよく、かつ／またはイ
ンプラントの表面のまわりで媒体を発生させてもよい。
【０１８０】
　好ましくは、アピカルエンド１２６、１００ｄは、第１（アピカル）のウイングエンド
１２５ａと第２（コロナル）のウイングエンド１２５ｃとを含む側面（又はラテラル面）
に沿って２つの対向するラテラルベベルエンド１２２ｅを有する第１のスレッドサブセグ
メント１２４ｓ（ウイング、ブレード）をさらに含む。必要に応じて、そして好ましくは
、第２（コロナル）のウイングエンド１２５ｃは、アピカル面１２４ａのアンダーカット
をさらに含んでいてもよく、ここで、前記第１（アピカル）のウイングエンド１２５ａに
対して、第２（コロナル）のウイングエンド１２５ｃを上昇させていて、これは、孔空け
（又はドリリング）を促進するために提供されるものである。
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【０１８１】
　図４Ｃは、ボトルネック形態１２２ｐとしてのフルート１２２のプロファイルをさらに
示し、ボトルネック形態１２２ｐは、２つのショルダー１２２ｓによって形成され、２つ
のショルダー１２２ｓは、ネック部分１２２ｎと凹部１２２ｒとを形成し、これらは、時
計回り方向または反時計回りの方向のいずれかでドリルを回転させるときに骨を回収して
受容するために提供されるものである。必要に応じて、そして好ましくは、フルート凹部
１２２ｒの形状および／またはプロファイル１２２ｐは、ネック１２２ｎのサイズと凹部
１２２ｒのサイズとの比をコントロールすることによって決定されてもよい。
【０１８２】
　図５Ａは、スレッディング１２４の任意の構成（又は形状）を示し、スレッドピッチ１
２４ｐと、スレッドリード１２４Ｌ（２つのリードとして示される）と、スレッドアング
ル１２４ｏとを示す。図５Ａは、任意のスレッドの構成（又は形状）を示し、ここで、ス
レッドリード１２４Ｌの数は２であり、スレッドアングル１２４ｏは、約３５度に等しく
、スレッドピッチ１２４ｐは、約２．１ｍｍである。さらに、任意のスレッドパラメータ
は、例えば、スレッドリード１２４Ｌが２であり、スレッドアングル１２４ｏが約２５度
に等しく、スレッドピッチ１２４ｐが約１．８ｍｍであってもよい。
【０１８３】
　図５Ｂは、フルート１２２の任意の構成（又は形状）を示し、これは、フルートボトル
ネックプロファイル１２２ｐを示し、これは、２つのショルダー１２２ｓの間に形成され
るものであり、内側半径１２２ｉと、外側半径１２２ｑとを有し、凹部１２２ｒとネック
１２２ｎとを形成する。
【０１８４】
　図５Ｃは、本発明に基づくフルート１２２の任意の構成（又は形状）およびプロファイ
ルを示し、卵形のベース１２２ｒとネック部分１２２ｎとを有し、これらは、互いに対し
て構成されていてもよく、縁部（又はエッジ）１２２ｅを形成してもよい。ネック１２２
ｎは、好ましくは、ネック１２２ｎのいずれかの側面でフルートエッジ１２２ｎを規定す
る。必要に応じて、フルートエッジ１２２ｅは、ネック１２２ｎに関して対称または非対
称となるように構成されていてもよく、ここで、ネック１２２ｎのいずれかの側面で、例
えば、図５Ｃに示す通り、フルートエッジ１２２ｅの様々な構成（又は形状）を形成する
。
【０１８５】
　必要に応じて、フルート１２２は、例えば、図５Ｃに示す通り、その長さに沿って、様
々な（又は異なる）プロファイルを呈し得る。必要に応じて、インプラント１００に配置
される各フルート１２２は、その長さに沿って、様々なフルートプロファイルを呈し得る
。
【０１８６】
　図６Ａ～Ｆは、任意のアバットメント１０を示し、アバットメント１０は、アバットメ
ントスクリュウ２０でインプラント１００と結合（又は会合）し、それぞれが、インプラ
ント１００に提供された様々な結合プラットフォームを利用する。図６Ａは、インプラン
ト１００を示し、これは、外側結合プラットフォーム１１４を利用して、冠状セグメント
１１０ｃに沿って、任意のアバットメント１０を支持するものである。
【０１８７】
　図６Ｂは、表面結合プラットフォーム１１６を使用することなく外側結合プラットフォ
ーム１１４を利用するインプラント１００にて支持されるさらなる任意のアバットメント
１０を示す。
【０１８８】
　図６Ｃ～Ｄは、インターフェースキャビティ５０で形成された内側結合プラットフォー
ム１１８の使用を示し、ここで、アバットメント１０は、冠状セグメント１００の外側表
面と接続（又はインターフェースで接続）することなく、キャビティ５０から出ている。
【０１８９】
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　図６Ｅは、アバットメント１０と、ロックスクリュウ２０とを示し、これらは、表面結
合プラットフォーム１０６を利用する。
【０１９０】
　図６Ｆは、ワンピース（又は一部品）の歯科インプラント１３０のための任意の実施形
態を示し、ここで、任意の実施形態に基づくインプラント１００は、アバットメント１０
と一体化して均一である。
【０１９１】
　図６Ｇは、ツーピース（２部品）の歯科アバットメント１０ｃのための任意の実施形態
を示し、例えば、図７Ｆおよび図１１Ａに示すものと同様であり、これは、冠状部分の外
側表面に沿って配置されるスレッディング１１２に沿って、冠状部分１１０と結合（又は
会合）するように構成されているものである。必要に応じて、アバットメント１０ｃは、
少なくとも１つの冠状部分セグメント１１０ａ～ｃに沿って、より好ましくは遠位セグメ
ント１１０ｂに沿って載置され、これらによってシールするように、さらに構成されてい
てもよい。必要に応じて、このようなアバットメント１０ｃは、図１１Ａにおいてかなり
詳細に記載される通り、骨吸収後のアバットメント交換物として利用されてもよい。
【０１９２】
　ここで、図７Ａ～Ｆを参照すると、これらは、本発明の任意の実施形態に基づくアバッ
トメント１０の任意の実施形態を示し、アバットメント１０は、冠状部分１１０および／
またはその任意の部分１１０ａ～ｃ、１１２、１１４、１１６、１１８に沿って、インプ
ラント１００と結合（又は会合）および／またはそうでなければ連結するように構成され
ている。
【０１９３】
　図７Ａ～Ｂは、本発明の任意の実施形態に基づく任意のアバットメント１０の斜視図を
示す。
【０１９４】
　図７Ｃ～Ｅは、図７Ａ～Ｂに示すアバットメントの断面図を示し、図７Ａ～Ｂは、アバ
ットメント１０の任意の構成（又は形状）であり、インプラント１００と結合（又は会合
）かつ／または連結するために利用される任意の結合プラットフォームを示す。
【０１９５】
　本発明に基づくアバットメント１０は、インプラント１００との連結を備え、従って、
任意の構成（又は形状）およびエマージングプロファイル（例えば、骨レベル、組織レベ
ル、骨内（endosseous）などが挙げられるが、これらに限定されるものではない）におけ
るインプラントおよびアバットメントの配置を促進する。
【０１９６】
　最も好ましくは、インプラント１００と組み合わされるアバットメント１０は、移植部
位および近心遠心面（mesio-distal plane）および／または頬口蓋面（buccal-palatal p
lane）および／または頬舌面（buccal-lingual plane）に基づく適切なインプラント位置
とエマージングプロファイルとを備える。
【０１９７】
　好ましくは、アバットメント１０は、媒介部分１６を含み、これは、インプラント１０
０の結合プロファイル１１６、１１４、１１８と接続（又はインターフェースで接続）す
るものであり、近心遠心面（mesio-distal plane）および／または頬口蓋面（buccal-pal
atal plane）および／または頬舌面（buccal-lingual plane）、およびそれらの任意の組
み合わせからなる群から選択される少なくとも１つの面に対して、移植部位でのエマージ
ングプロファイルの適切な形成を促進する。
【０１９８】
　アバットメント１０は、近位端１２と、遠位端１４と、それらの間に配置されている中
間部分１６とを有する。アバットメント１０は、実質的に筒状のコアを含み、このコアは
、近位端１２と、遠位端１４との間にわたって存在し、点線１０ｃ（図７Ｄ、７Ｃ）で示
されていて、アバットメント１０および外側表面の中心軸１０ａ（図７Ｃ～Ｄ）を規定し
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ていて、これは、遠位端１４と近位端１２との間でアバットメント１０の長さに沿って形
成されていて、アバットメント１０の形状および構成（又は形状）を規定するものである
。必要に応じて、そして好ましくは、アバットメント１０の各部分、すなわち遠位１４、
中間１６、近位１２の表面は、当該分野で知られている通り、任意の形態および機能を提
供するために形成されてもよい。最も好ましくは、本発明の任意の実施形態は、アバット
メント１０を提供し、ここで、中間部分１６は、上記で説明したインプラント１００の少
なくとも１つの結合プロファイル１１６、１１４、１１８と連結および／または接続（又
はインターフェース接続）および／またはそうでなければ結合（又は会合）するように構
成されている。
【０１９９】
　必要に応じて、中間部分１６は、例えば、図示する通り、プラットフォームスイッチン
グを備えてもよく、ここで、より広いベースが近位部分１２に沿って提供されて、クラウ
ン（図示せず）のための広いカップリングベースが近位部分１２に連結されていることを
促進する。
【０２００】
　最も好ましくは、近位部分１２は、オーバーデンチャーアバットメント、ブリッジ、デ
ンチャー（又は義歯）、クラウンなど、修復構造または補綴部材に連結するための任意の
形態で提供され得る。必要に応じて、近位部分１２は、当該分野で知られている通り、任
意のアタッチメントプラットフォームおよび形態（又はフォーム）で提供されてもよい（
例えば、ボールアタッチメント、オーバーデンチャーアタッチメント、キャスティング、
ＵＣＬＡ、スレッド、金、スナップ、アングル、ストレート、アングル、内側キャップア
タッチメントなど、およびそれらの任意の組み合わせが挙げられるが、これらに限定され
るものではない）。
【０２０１】
　アバットメント１０は、遠位端１４に沿って配置される人工補綴連結部分１４ｃをさら
に含む。好ましくは、連結部分１４ｃは、インプラント１００と連結するように構成され
ていて、任意の構成（又は形状）で提供され、最も好ましくは、冠状部分１１０との回転
防止連結を促進する。必要に応じて、そして好ましくは、連結部分１４ｃは、連結プラッ
トフォームを含み、インプラント１００の少なくとも一部を写して連結し、好ましくは冠
状部分１１０に沿って連結し、そうすることで、それらが１対１および／または雄雌の関
係で適合（又はフィット）し、必要に応じて、そして好ましくは、冠状部分１１０（例え
ば、１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ、１１２、１１４、１１６、１１８などが挙げられる
が、これらに限定されるものではない）の任意の部分または表面で適合するようになって
いる。例えば、冠状部分１１０に配置されている外側の連結プラットフォームは、雄連結
部材を提供するものであり、対応の内側連結プラットフォーム１４ｃと連結してもよく、
これはアバットメント遠位端１４に配置されていて、雌連結部材を含むものである。例え
ば、冠状部分１１０に配置される内側連結プラットフォームは、雌連結部材を提供するも
のであり、対応の外側連結プラットフォーム１４ｃと連結してもよく、これは、アバット
メントの遠位端１４に配置されていて、雄連結部材を含むものである。
【０２０２】
　連結部分１４ｃは、非限定的な任意の外側ヘキサゴン（又は六角（hex））構成（又は
形状）で示されるが、これは、複数の任意の構成（又は形状）として理解されてもよい。
必要に応じて、連結部分１４ｃは、当該分野で知られているような内側の構成（又は形状
）、外側の構成（又は形状）、またはそれらの組み合わせとして提供されていてもよく、
これらは、例えば、インプラント１００の冠状部分１１０に提供された結合プラットフォ
ームの種類に基づいて示されるものであってもよい。必要に応じて、アバットメント１０
は、任意の回転防止の形態で提供されていてもよく、例えば、当該分野で知られているよ
うな内側６レセプターソケット（internal six receptor sockets）、スキャロップ（sca
lloped）、内側ドデカゴン、外側ドデカゴン、内側ヘキサゴン（又は六角）（internal h
ex internal）、外側ヘキサゴン（又は六角（hex））、外側オクタゴン、内側オクタゴン
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、外側スプライン、内側スプライン、モールステーパ、内側モールステーパ、ワンピース
、内側６ローブ、外側６ローブ、内側３ローブ、外側３ローブ、内側６スプライン、外側
６スプライン、内側スレッド、内側ペンタゴン、外側ペンタゴン、外側スレッド、内側ス
クエア、外側スクエア、内側５ローブ、内側４ローブ、内側３スプライン、外側トライア
ングル、内側８スプライン、外側６ローブ、内側８ローブ、内側チューブ－チューブ（tu
be to tube）プラグイン、三角形、ｎ面の多角形（ｎ＞＝３以上）など、およびそれらの
任意の組み合わせからなる群から選択される少なくとも１以上のものが挙げられるが、こ
れらに限定されるものではない。
【０２０３】
　アバットメント１０は、中央孔（又はセントラルボア）１８を含み、これは、近位端１
２から遠位端１４にかけての少なくとも一部を通って延在するものである。必要に応じて
、そして好ましくは、中央孔１８は、固定スクリュウおよび／またはアバットメントスク
リュウ２０を受けるために提供されている。必要に応じて、そして好ましくは、アバット
メント スクリュウ２０は、図５Ａ～Ｄにおいて示されて上記で説明されている通り、イ
ンプラント１００に連結アバットメント１０を連結することに備える。
【０２０４】
　アバットメント１０は、媒介部分１６を含み、これは、近位端１２と遠位端１４との間
に規定されているものである。好ましくは、媒介部分１６は、アバットメントのエマージ
ングプロファイルを規定し、これは、インプラント１００からインプラントクラウン（図
示せず）に向かって突出するようなものである。最も好ましくは、媒介部分１６は、アバ
ットメントの結合プラットフォームを規定することに備え、アバットメントの結合プラッ
トフォームは、上記で説明した通り、インプラント１００に沿って規定される３つの結合
プラットフォーム１１４、１１６、１１８のうちの１つと連結またはそうでなければ結合
（又は会合）するために利用されるものである。
【０２０５】
　例えば、図７Ｃに示す通り、図７Ｃは、媒介部分１６を示し、この媒介部分１６は、ア
バットメント表面１６ａを含み、これは、内側結合プラットフォーム１１８（上記で説明
した通り）と連結および／または接続（又はインターフェースで接続）するために提供さ
れるものである。必要に応じて、そして好ましくは、アバットメント表面１６ａは、傾斜
表面であり、これは、遠位端１４から近位端１２に向かって徐々に傾斜し、最も好ましく
は、表面１６ａは、約３度から最大で約５０度、より好ましくは約４度から約４５度の角
度を有するように構成されていてもよい。最も好ましくは、表面１６ａの角度は、インプ
ラント１００の結合プラットフォーム１１８に基づいて規定および／または構成されてい
てもよい。
【０２０６】
　例えば、図７Ｄに示される通り、図７Ｄは、媒介部分１６を示し、この媒介部分１６は
、アバットメント表面１６ｃおよび１６ｄを含み、これらは、外側結合プラットフォーム
１１４（上記で説明した通り）で連結および／または接続（又はインターフェースで接続
）するために提供されるものである。必要に応じて、そして好ましくは、アバットメント
表面１６ｃは、傾斜表面であり、これは、最大で約７０度の角度を有するものである。最
も好ましくは、表面１６ｂの角度は、インプラント１００の結合プラットフォーム１１４
に基づいて規定および／または構成されていてもよい。図示する通り、表面１６ｃは、コ
アから延在し、これは、媒介部分１６との境界において、近位部分１４によって形成され
ているものである。好ましくは、表面１６ｃは、コアの近位部分１４から延在する延長部
（又はエクステンション）１６ｄを含む。表面１６ｄは、実質的に平坦な表面であり、こ
れは、アバットメント１０の中心軸および／またはアバットメントコアに対して実質的に
垂直（約９０度の角度）に配置されるものである。表面１６ｃは、表面１６ｄから延在し
、表面１６ｃを形成するために表面１６ｄから遠位方向に延在するダウンスロープアング
ルを形成し、これは、表面１６ｃが表面１６ｄに対して形成される最大で約７０度の角度
を備えることを特徴とするものである。
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【０２０７】
　必要に応じて、表面１６ａ、１６ｂ、１６ｃおよび１６ｄの長さおよび／または寸法は
、設定可能であり、インプラント１００および／または少なくとも１つの結合プラットフ
ォーム１１２、１１４、１１６、１１８および／またはセグメントの表面１１０ａ、１１
０ｂ、１１０ｃのサイズおよび寸法に対して調節されてもよい。
【０２０８】
　例えば、図７Ｅに示される通り、図７Ｅは、媒介部分１６を示し、この媒介部分１６は
、アバットメント表面１６ｂを含み、これは、表面の結合プラットフォーム１１６（上記
で説明した通り）と連結および／または接続（又はインターフェースで接続）するために
提供されるものである。必要に応じて、そして好ましくは、アバットメント表面１６ｂは
、実質的に平坦で傾斜のない表面であり、これは、アバットメント１０の中心軸に対して
、実質的に垂直（約９０度）であるものであり、ここで、表面１６ｂは、アバットメント
コアから延在し、これは、媒介部分１６の間で規定される境界において、遠位部分１４に
よって規定されているものである。最も好ましくは、表面１６ｂの外形（又はコンタ）お
よび／または角度は、インプラント１００の表面の結合プラットフォーム１１６に基づい
て規定および／または構成されていてもよい。
【０２０９】
　図７Ｆは、任意のアバットメント１０ｃの断面図を示し、アバットメント１０ｃは、冠
状部分１１０の外側表面と結合（又は会合）するように構成されるものであり、ここで、
この冠状部分は、スレッディング１１２を備え、そのために、アバットメント１０ｃは、
対応するスレッディング１５ｔを含み、これは、スレッディング１１２と連結するために
提供されるものである。好ましくは、アバットメントのスレッディング１５ｔは、例えば
、図示する通り、冠状部分のキャビティ１５ｃの内側表面に沿って配置されている。必要
に応じて、そして好ましくは、キャビティ１５ｃは、外側表面の少なくとも一部に沿って
配置されるスレッディング１１２を有する冠状部分１１０を特徴とするインプラント１０
０の冠状部分１１０を収容してそれに連結するように構成されている。必要に応じて、ア
バットメント１０ｃは、上記で説明した通り、中央孔１８をさらに含んでいてもよい。
【０２１０】
　本発明の実施形態は、例えば、図８Ａ～Ｈに示される通り、歯科インプラントのための
新たなスレッドの構成（又は形状）を提供する。スレッドおよび／またはスレッディング
は、インプラントスレッドの平面軸（又は水平軸もしくは横軸）３０ａに対して、少なく
とも１以上のコンタモディフィケーション（contour modification）１４０を有するよう
に構成されている。コンタモディフィケーションは、スレッドの平面軸に対して、スレッ
ドの少なくとも１つのアピカルサイド３２またはコロナルサイド３４に配置されていても
よい。このモディフィケーション１４０は、平面軸３０ａに沿って規定されている角形成
（又はアンギュレーション）の結果として提供されてもよい。
【０２１１】
　図８Ｂ～Ｈは、本発明の任意の実施形態に基づく例示の歯科インプラントのスレッディ
ング６の例示の概略図を示す。図８Ｂは、平面３０ａに沿う任意のスレッドプロファイル
を示す。
【０２１２】
　図１Ｂに関して上記で説明した通り、スレッディング６は、アピカルサイド３２、コロ
ナルサイド３４、上記アピカルサイドと上記コロナルサイドとを結合するラテラルエッジ
３６、スレッドをコアに結合するベース３０ｂ、上記ラテラルエッジと上記ベースとの間
に規定されているスレッド深さ３０ｄを含む。スレッド深さ３０ｄは、スレッドの平面３
０ａの中部－横方向軸（medial-lateral axis）（Ｍ－Ｌ）に沿って規定されていて、隣
接するスレッドベース３０ｂの間に規定されている隣接するスレッドは、スレッドの内面
３８を規定しているインプラントコア４の外側表面で結合されている。
【０２１３】
　スレッドアピカルサイド３２またはスレッドコロナルサイド３４は、平面３０ａの少な
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くとも１つの軸に沿って、少なくとも１つのコンタモディフィケーション１４０を備えて
いてもよく、これらの軸には、図８Ａに示される通り、中部－横方向軸（medial-lateral
 axis）Ｍ－Ｌ軸および／または前方－後方軸(anterior-posterior axis)Ａ－Ｐ軸を含む
。好ましくは、この平面の少なくとも１つの軸に沿う外形（又はコンタ）は、例えば、図
８Ｂ～Ｈに示されるように、平面３０ａに沿う少なくとも２つのサブセグメント１４２、
１４４を規定している。
【０２１４】
　図８Ａに示す通り、コンタモディフィケーションは、Ｍ－Ｌ軸に沿って（例えば、スレ
ッドコンタ１４０ｍで示される通り）、あるいはＡ－Ｐ軸に沿って（例えば、スレッドコ
ンタ１４０ａで示される通り）理解され得る。
【０２１５】
　必要に応じて、スレッドは、少なくとも１以上の平らな（又は水平の）コンタモディフ
ィケーション１４０を含み得る。必要に応じて、平面（又は水平面）の少なくとも１つの
軸に沿って、アピカルサイド３２またはコロナルサイド３４のいずれかで、平面軸（又は
水平軸もしくは横軸）に沿って、最大で約５つのコンタモディフィケーション１４０が存
在していてもよい。
【０２１６】
　必要に応じて、各コンタモディフィケーション１４０は、各アピカルサイド３２または
コロナルサイド３４に沿って、最大で約１８０度の変更（又は変化）可能な角度を呈し得
る。
【０２１７】
　必要に応じて、モディフィケーション１４０は、例えば、図８Ｂおよび８Ｇに示される
通り、スレッドに沿って、実質的に対称のスレッド表面を形成し得る。必要に応じて、例
えば、図８Ｃ～Ｆに示される通り、スレッド表面は、実質的に非対称であるように構成さ
れていてもよい。
【０２１８】
　必要に応じて、平面のモディフィケーション１４０は、少なくとも１つのアピカルサイ
ド３２またはコロナルサイド３４に沿って適用されてもよく、カーブ（図８Ｅ～Ｆ）およ
び／または直線（図８Ｂ～Ｃ）であってもよく、あるいは、これは、それらの組み合わせ
を含んでいてもよい（例えば、図８Ｇに示す通り）。
【０２１９】
　必要に応じて、平面（又は水平面）の少なくとも１つの軸に沿って導入される各追加の
コンタモディフィケーション１４０は、少なくとも１つのサブセグメント１４２、１４４
によって、平面（又は水平面）に沿って規定される個々のサブセグメントの数を増加させ
る。
【０２２０】
　必要に応じて、少なくとも１つのスレッドアピカルサイド３２またはスレッドコロナル
サイド３４は、モディフィケーション１４０ｍ、１４０ａを形成する中部－横方向軸また
は前方－後方軸に沿って、少なくとも１、最大で５つのコンタモディフィケーション１４
０をそれぞれ備えてもよい。
【０２２１】
　必要に応じて、インプラント１００は、少なくとも２つのスレッディング１２４を含む
ように構成されていてもよく、ここで、それぞれが、少なくとも１以上の平面のモディフ
ィケーション１４０を含むようにそれぞれ構成されていてもよい。
【０２２２】
　必要に応じて、複数のスレッディング１２４のそれぞれは、その平面（又は水平面）３
０ａに沿って集合的および／または個々／独立して構成されていてもよく、少なくとも１
つのスレッドアピカルサイド３２、スレッドコロナルサイド３４および／またはスレッド
ラテラルエッジ３６に沿って、Ｍ－Ｌ軸またはＡ－Ｐ軸のいずれかで少なくとも１つの平
面（又は水平面）のスレッドモディフィケーション１４０を含む。
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【０２２３】
　必要に応じて、コンタモディフィケーション１４０は、平面３０ａに対して、最大で約
１８０度の角度を規定していてもよい。
【０２２４】
　必要に応じて、スレッドは、平面３０ａの少なくとも１つの軸に関して対称であるよう
に構成されていてもよい。
【０２２５】
　必要に応じて、スレッドは、平面３０ａの少なくとも１つの軸に関して非対称であるよ
うに構成されていてもよい。
【０２２６】
　必要に応じて、少なくとも１つのスレッドアピカルサイド３２またはスレッドコロナル
サイド３４またはラテラルエッジ３６は、例えば、図８Ｇに示す通り、少なくとも１つの
凹んだ溝１５０を特徴としてもよい。必要に応じて、スレッド１２４は、例えば、図８Ｇ
に示す通り、複数の凹んだ溝１５０を備えていてもよい。
【０２２７】
　必要に応じて、凹んだ溝１５０は、任意の形状を呈していてもよい。
【０２２８】
　必要に応じて、凹んだ溝（１５０）の少なくとも１つの寸法は、約０．０１ｍｍから最
大で約０．７ｍｍであるように構成されている。
【０２２９】
　必要に応じて、スレッド１２４の深さは、約０．１ｍｍから最大で約２ｍｍであるよう
に構成され得る。必要に応じて、スレッド内面３８は、任意の形状または角度を呈するよ
うに構成されていてもよい。
【０２３０】
　必要に応じて、スレッド内面３８として、例えば、コンタ、カーブ、アングル、リニア
など、およびそれらの任意の組み合わせが挙げられ得るが、これらに限定されるものでは
ない。
【０２３１】
　必要に応じて、スレッド内面３８は、実質的にリニアであってもよく、最大で約６０度
の角度を有する。
【０２３２】
　必要に応じて、スレッド内面３８は、最大で約２ｍｍの長さを含んでいてもよい。
【０２３３】
　必要に応じて、スレッドアピカルサイド３２、スレッドコロナルサイド３４、ラテラル
エッジ３６、スレッド内面３８から選択される少なくとも１つの表面は、例えば、図８Ｇ
に示す通り、少なくとも１つの外側に延在する延長部（又はエクステンション）１５２を
さらに含む。必要に応じて、スレッディングは、複数の外側に延在する延長部（１５２）
を含んでいてもよい。
【０２３４】
　図８Ａに示す通り、コンタモディフィケーションは、少なくとも１つのＭ－Ｌ軸（例え
ば、スレッドコンタ１４０ｍで示される通り）、あるいはＡ－Ｐ軸（スレッドコンタ１４
０ａで示される通り）に沿って、平面（又は水平）の少なくとも１つの軸に沿って理解さ
れ得る。
【０２３５】
　図８Ｉは、平面（又は水平）コンタモディフィケーション１４０ａ、１４０ｍを示し、
これは、エッジ１２２ｅを形成するスレッド１２４に適用されるものであり、エッジ１２
２ｅは、尖っていて、例えば、図示する通り、切削、成形、骨をフルート１２２に向ける
ことに備えるものである。エッジ１２２ｅは、例えば、図示する通り、Ｍ－Ｌ軸およびＡ
－Ｐ軸のそれぞれに沿う平面に沿って、２つのコンタモディフィケーション１４０ａ、１
４０ｍから形成される。第１のコンタモディフィケーション１４０ａは、平面１２４ｆに
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沿って構成され、そして第２のコンタモディフィケーション１４０ｍは、コロナル表面１
２４ｃに沿って構成されている。
【０２３６】
　図８Ｊは、図８Ｉに示すものと同様のスレッド１２４を示し、ここで、スレッドコロナ
ル表面１２４ｃを調節して、アンダーカット１４０ｃを平面（又は水平）のコンタモディ
フィケーションに導入し、これは、Ｍ－Ｌ軸に適用されるものである。
【０２３７】
　図８Ｋは、任意のスレッド１２４を示し、ここで、平面（又は水平）のコンタの調節は
、スレッドエッジ１２４ｆに沿うＡ－Ｐ軸に沿って行われ、ここで、アンダーカット１４
０ｃは、例えば、図示される通り、スレッド表面１２４に沿って導入される。
【０２３８】
　図８Ｌ～Ｐは、上記で説明した通り、任意の平面（又は水平）のスレッドモディフィケ
ーションを示す。
【０２３９】
　図８Ｌは、フルートエッジ１２２ｅを有する任意のスレッド１２４を示す。
【０２４０】
　図８Ｍは、同様のスレッド１２４を示し、ここで、エッジ１２２ｅは、図８Ｌに示す通
りであるが、平面（又は水平）のモディフィケーション１４０ｍをさらに含み、エッジ１
２２ｅにて、より顕著な角度を形成し、ここで、エッジ１２２ｅは、フルート凹部１２２
ｒに関して、鋭い角度を形成する。
【０２４１】
　図８Ｎは、同様のスレッド１２４を示し、ここで、エッジ１２２ｅは、図８Ｌ～Ｍに示
される通りであるが、Ａ－Ｐ軸に沿うエッジ１２４ｆに沿って、モディフィケーション１
４０ａの形態で第２の平面（又は水平）のモディフィケーションをさらに含む。必要に応
じて、スレッド１２４は、複数のこのようなコンタモディフィケーションを含んでいても
よい。
【０２４２】
　図８Ｏは、同様のスレッド１２４を示し、ここで、エッジ１２２ｅは、図８Ｍに示され
る通りであるが、カーブエッジ１２２ｅを形成するカーブアンダーカット１４０ｃの形態
で、Ｍ－Ｌ軸に沿う平面（又は水平）のモディフィケーションをさらに含む。必要に応じ
て、このようなカーブ１４０ｃは、増加した骨結合のために提供されていてもよい。
【０２４３】
　図８Ｐは、さらなる平面（又は水平）の表面のモディフィケーションを有するスレッド
１２４を示し、ここで、エッジ１２４ｆは、２つのカーブ表面を備え、ここで、マルチポ
イントエッジ１２２ｅを形成している。
【０２４４】
　図９Ａは、本発明に基づく任意の歯科インプラント１００の例示的な概略図を示す。イ
ンプラント１００は、スレッディング１３０を含み、これは、図８Ａ～Ｈにおいて上記で
説明したように、本発明に基づく平面（又は水平）のコンタ加工を有するように構成され
るものである。図９Ａは、皮質骨と接続（又はインターフェースで接続）するための機能
的なスレッド１１４を有する冠状のセクション１１０を有するインプラントをさらに示す
。図９Ａは、スレッド１１４の表面に沿って、凹部（又はリセス）および／または溝（又
はグルーブ）１１５を含む冠状のセクション１１０をさらに示す。
【０２４５】
　必要に応じて、インプラント１００は、冠状セグメント１１０ｂでさらにカスタマイズ
されていてもよく、骨吸収に起因して、必須となるべきである冠状セグメントの除去を促
進する。
【０２４６】
　図９Ｂは、本発明に基づく冠状部分１１０の断面図の概略図を示し、具体的には、アバ
ットメント２０を受けるように構成された２つの結合インターフェースおよび／またはプ
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ラットフォーム５０、５２と、必要に応じて、リテンションスクリュウ（任意）とを示す
。
【０２４７】
　図９Ｃは、冠状部分を有する歯科インプラントの本発明の任意の実施形態を示し、これ
は、冠状部分の表面に沿って、少なくとも１以上の凹んだ溝１１５を備える。必要に応じ
て、これは、冠状セグメントを有する任意のインプラントに提供され得る。
【０２４８】
　必要に応じて、そして好ましくは、図２～４に関して上記で説明した通り、冠状セグメ
ントインプラントは、皮質のカッティングスレッド１２４を特徴とするものであり、凹ん
だ溝１１５を備えていてもよい。
【０２４９】
　必要に応じて、冠状部分１１０は、複数の凹んだ溝１１５を備えていてもよい。必要に
応じて、凹んだ溝１１５は、冠状部のスレッディング１１２に沿って適合（又はフィット
）してもよい。
【０２５０】
　必要に応じて、凹んだ溝１１５は、任意の形状を呈していてもよい。
【０２５１】
　必要に応じて、凹んだ溝１１５は、約０．０１～０．５ｍｍの少なくとも１つの寸法を
有するように構成されている。
【０２５２】
　必要に応じて、凹んだ溝の形状は、長円形（又はオーバル）、卵形、楕円形、円形、四
辺形、台形、多角形（ｎ個の面を有し、ｎは、少なくとも３（ｎ＞２）である)、および
それらの任意の組み合わせなどからなる群から選択されていてもよい。
【０２５３】
　必要に応じて、冠状部分（１１０）は、少なくとも１つの外側に延在する延長部（１１
５ｅ）を特徴としていてもよい。必要に応じて、冠状部分１１０は、複数の外側に延在す
る延長部（１１５ｅ）をさらに含んでいてもよい。
【０２５４】
　図１０Ａ～Ｃは、本発明の任意の実施形態に基づく歯科ツールの任意の実施形態の例示
的な概略図を示す。ツールは、移植された歯科インプラントの冠状のセクションの除去を
促進するために提供されている。
【０２５５】
　図１０Ａは、冠状部分の除去ツール２００の任意の実施形態を示し、この専用ツール２
００は、歯科インプラント１００の冠状セグメント１１０を研磨および／または除去する
ために提供されるものであり、当該デバイスは、以下を特徴とする：
　歯科ハンドピースツールと連結するための歯科ツーリング結合インターフェース２０２
；
　少なくとも１つの表面または縁部（又はエッジ）を有する円板状ツーリング表面２０４
であって、前記表面または縁部が、歯科インプラント１００の少なくとも一部を切削およ
び／または研磨するために提供される媒体（又はメディア）でコーティングされ得るもの
；
　歯科インプラントのせん孔（又はボアホール）に挿入するために提供されるインプラン
トインターフェース部分２１０であって、当該インターフェース部分２１０が、以下を含
むものであること：
　　インプラントの中央せん孔の凹部（又はリセス）内に適合（又はフィット）するため
の中央本体部分２１２；
　　インプラントのせん孔に結合（又は会合）する間に当該ツールが自由に回転すること
ができるようにするためのリング部分２１４；
　　当該ツールがせん孔部分の少なくとも一部と確実に結合（又は会合）して、インプラ
ントのせん孔をシーリングするための遠位端キャップ２１６。
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【０２５６】
　必要に応じて、デバイス２００の中央本体部分は、垂直方向に可撓性（又はフレキシブ
ル）あるいは調節可能（又はアジャスタブル）であるように構成されていてもよい。必要
に応じて、中央本体部分は、高さ調節を促進するためにスプリング２１２ｓを備えていて
もよい。
【０２５７】
　必要に応じて、中央本体部分は、伸縮自在（telescopic）であるように構成されていて
もよい。
【０２５８】
　必要に応じて、中央本体部分は、調節可能な直径を有していてもよい。
【０２５９】
　必要に応じて、中央本体部分はコアを含み、このコア上で、複数のアダプタが、中央本
体部分を歯科インプラントの中央せん孔内で自由に回転させ得るように適合（又はフィッ
ト）されていてもよい。
【０２６０】
　必要に応じて、リング部分２１４は、ボールベアリングを含む。
【０２６１】
　必要に応じて、リング部分は、回転を促進するための摩擦低減エレメント（又はフリク
ション低減エレメント）を含んでいてもよい。
【０２６２】
　必要に応じて、遠位端キャップ２１６は、シリコーン、テフロンなどからなる群から選
択される材料および／またはコーティングから提供されてもよい。
【０２６３】
　図１０Ｂ～Ｃは、歯科ツール２２０、２３０の任意の実施形態を示し、これらは、移植
された歯科インプラント１００の冠状セグメント１１０の除去の促進および／または研磨
のために提供されるものであり、当該デバイスは、以下を特徴とするものである：
　歯科ハンドピースツールと連結するための歯科ツーリング結合インターフェース２０２
；
　歯科ツーリングインターフェース２０２に機能的に連結されていて、歯科ハンドピース
ツールで作動しているときに回転するように構成されている筒状ツーリング本体２２４、
２３４；
　少なくとも１つのツーリング表面または縁部（又はエッジ）２３６、２２６ａ、２２６
ｂを有する筒状ツーリング本体２３４、２２４であって、前記表面または縁部が、歯科イ
ンプラント１００の冠状部分１１０の少なくとも一部を切削および／または研磨するため
に提供される媒体（又はメディア）でコーティングされていてもよいもの；
　インプラントの冠状セグメントに沿って、前記筒状本体２２４、２３４の進行を制限す
るために提供されているツーリングストッピングインターフェース部分２３８。
【０２６４】
　図１０Ｂに示すツールは、利用されるストッピングインターフェースにおいて、図１０
Ｃに示すツールとは異なる。図１０Ｃは、せん孔ストッパー２２８を利用し、その一方で
、図１０Ｂは、インプラント本体スカートストッパー２３８を利用する。
【０２６５】
　必要に応じて、そしてより好ましくは、筒状ツーリング本体２３４、２２４は、インプ
ラント１００の冠状部分１１０を受けるように構成されているオープン下部表面（又は開
いた下部表面（open lower surface））を含んでいてもよい。
【０２６６】
　必要に応じて、ツーリング表面または縁部（又はエッジ）２３６、２２６ａ、２２６ｂ
は、筒状ツーリング本体２３４、２２４の内側表面に沿って配置されていてもよい。
【０２６７】
　必要に応じて、ツーリング表面は、冠状部分でインプラントを粉砕（又はミリング）お



(53) JP 2021-166737 A 2021.10.21

10

20

30

40

50

よび／または切削（又はカッティング）するための研磨媒体を備えていてもよい。必要に
応じて、この媒体として、例えば、ダイヤモンドダスト、ダイヤモンド、ダイヤモンド様
炭素など、およびそれらの任意の組み合わせから選択される媒体が挙げられ得るが、これ
らに限定されるものではない。
【０２６８】
　必要に応じて、ストッピングインターフェース部分２２８は、例えば、図１０Ｂに示す
通り、冠状のセクション１１０またはインプラント本体１２２、１１０ｂの少なくとも一
部と結合（又は会合）するように構成されていてもよい。
【０２６９】
　必要に応じて、ストッピングインターフェース部分２２８は、スカートの形態で提供さ
れていてもよく、これは、インプラント本体１２０の上方の部分と適合（又はフィット）
するように構成されていてもよいものであり、ここで、このスカートは、筒状のツーリン
グ部分２３４、２２４と遠位方向で適合していてもよい。
【０２７０】
　必要に応じて、ストッピングインターフェース部分２３８は、インプラントのせん孔ア
ダプタ（又はボアホールアダプタ）の形態で提供されていてもよく、これは、例えば、図
１０Ｃに示す通り、インプラントの冠状セグメント１１０に沿って提供されるインプラン
トのせん孔で結合（又は会合）するために提供されるものである。
【０２７１】
　図１１～１２は、本発明の実施形態に基づく任意の方法を示す例示の概略図を示し、こ
れは、移植（又はインプランテーション）の後に何年間かにわたって歯科インプラントが
骨吸収を経験したときであり、ここで、インプラントの部分は、インプラントのまわりで
、特にインプラントの冠状セグメントのまわりで骨が減少（又は喪失）することによって
、時間をかけて、露出される。
【０２７２】
　図１１Ａは、このような骨吸収を処理する任意の方法の１つを示し、これは、骨のレベ
ルまでインプラントの冠状部分を露出および洗浄し、次いで、この露出した冠状セグメン
トを、それと結合（又は会合）するように構成された新たなアバットメント２２と連結す
ることによるものである。
【０２７３】
　必要に応じて、冠状部分１１０は、例えば、図１０Ｂ～Ｃに示すような任意の専用ツー
ルで、再び構成およびネジ山が再生され得る。
【０２７４】
　図１１Ｂは、歯科インプラントの結果として骨吸収を処理する際の代替のアプローチを
示す。図１１Ｂは、続く露出および冠状セグメント１１０の除去のための準備にわたって
、冠状セグメントの露出を概略的に示し、その間、インプラントは骨の内部に移植された
状態のままである。必要に応じて、冠状部分１１０は、図１０Ａ～Ｃにおいて示される任
意のツールのいずれか１つを用いて除去されてもよい。
【０２７５】
　同様に、図１２Ａ～Ｂは、移植部位での経時的な骨吸収の概略図を示す。インプラント
の冠状部分は、まず、必要に応じて、露出および／または洗浄され、次に、専用ツール２
２０、２３０、２００を用いて冠状部分が除去される。図１２Ｂは、追加のアバットメン
トの構成２０を示し、これは、例えば、図示する通り、円錐状の部分のないインプラント
に連結されてもよい。
【０２７６】
　ここで、図１３～１６を参照すると、これらの図は、歯科インプラントの内側結合プラ
ットフォームの本発明の任意の実施形態（図１３～１４に示す通り）、対応するアバット
メント（図１４～１５に示す通り）、専用のインプラント導入ツール（図１６に示す通り
）を検討する。
【０２７７】
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　図１３～１６は、歯科インプラント、インプラントアバットメントおよび専用ツールを
示し、これらは、すべて、内側の円錐状のインターフェースプラットフォームの特徴によ
って相互に関連するものであり、内側の円錐状のコニカルインターフェースプラットフォ
ームは、歯科インプラントに配置され得るものであり、それ故、このインプラントに結合
（又は会合）および／または接続（又はインターフェースで接続）する任意の歯科ツール
および／または構造において、対応するインターフェースを必要とする。
【０２７８】
　図１３Ａ～Ｂは、内側の円錐状の結合プラットフォーム１３０２を有するインプラント
１３００のための本発明の任意の実施形態を示す。最も好ましくは、歯科インプラント１
３００は、せん孔に沿って、内側の円錐状の結合プラットフォーム１３０２を有し、せん
孔は、ユニバーサル（又は一般）のインプラントアバットメント１３２０、１３３０を受
けるために構成されているものである。内側結合プラットフォーム１３０２は、内側せん
孔であり、これは、冠状部分において、インプラント１３００の近位端から、インプラン
ト本体の中間部分へと遠位方向に延在するものである。内側結合プラットフォーム１３０
２は、好ましくは、インプラント本体に沿って、センタリングされている。
【０２７９】
　インプラント結合プラットフォーム１３０２は、好ましくは、遠位部分１３０４と、中
間部分１３１０と、近位部分１３０５とを含み、これらは、互いに流動的（又は滑らか）
（fluid）であり連続している。
【０２８０】
　必要に応じて、そして好ましくは、結合プラットフォーム１３０２は、近位部分１３０
５が、ユニバーサル（又は一般）の円錐状のプロファイル（又は形状）を含むことを特徴
とし、ここで、インプラントの様々なサイズおよび／または直径に関して、ユニバーサル
（又は一般）のアバットメント１３２０（図１４～１５）について、プラットフォームを
接続（又はインターフェースで接続）および／または受けるものとして、結合プラットフ
ォーム１３０２を作用させることが可能となる。
【０２８１】
　最も好ましくは、結合プラットフォーム１３０２は、少なくとも２つの回転防止インタ
ーフェース、すなわち、第１の回転防止インターフェース１３１１と、第２の回転防止イ
ンターフェース１３１４とを含み、第１の回転防止インターフェース１３１１は、中間部
分１３１０に沿って配置されていて、第２の回転防止インターフェース１３１４は、この
インプラントの近位端１３０２ｐに隣接する近位部分に沿って配置されている。
【０２８２】
　好ましくは、遠位部分１３０４は、実質的には筒状のせん孔であり、これは、当該分野
で知られているような固定スクリュウと連結するために提供されるスレッディング（又は
ねじ切り）を特徴とするものである。好ましくは、中間部分１３１０は、回転防止ツーリ
ングインターフェースの形態で回転防止インターフェース１３１１を規定するものであり
、これは、ツールを用いて、例えば、図１３Ａ～Ｂに示すような内側ヘキサゴン（又は六
角（hex））の形態でインプラントを操作するために提供されるものである。
【０２８３】
　必要に応じて、中間部分の回転防止結合インターフェース１３１１は、当該分野で知ら
れているような任意の回転防止ツーリングインターフェースで提供されていてもよく、例
えば、当該分野で知られているような内側６レセプターソケット、スキャロップ、内側ド
デカゴン、内側ヘキサゴン、内側オクタゴン、内側スプライン、モールステーパ、内側モ
ールステーパ、内側６ローブ、内側３ローブ、内側６スプライン、内側スレッド、内側ペ
ンタゴン、内側四角形、内側５ローブ、内側４ローブ、内側３スプライン、内側８スプラ
イン、内側８ローブ、内側チューブ－チューブ（tube to tube）プラグイン、三角形、ｎ
面の多角形（ｎ＞＝３以上）など、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択
される少なくとも１以上のものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【０２８４】
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　最も好ましくは、近位部分１３０５は、実質的に円錐状のせん孔の形態で提供され、そ
の遠位端１３０５ｄではその直径は小さく、中間部分１３０４で大きくなり、インプラン
トの近位端１３０２ｐにおいて規定される近位端１３０５ｐでは、大きな直径を有する。
【０２８５】
　必要に応じて、そして好ましくは、円錐状のせん孔１３０５は、壁部を規定し、これは
、例えば、図１３Ｂに示す通り、遠位端１３０５ｄから近位端１３０５ｐにかけて、近位
部分１３０５の長さに沿って、均一な角度（又は角）および／または傾斜を備える。
【０２８６】
　必要に応じて、円錐状のせん孔１３０５は、壁部を規定していてもよく、これは、遠位
端から近位端にかけて、近位部分の長さに沿って、少なくとも２つの角度（又は角）およ
び／または傾斜を備えるものであり、ここで、例えば、図１３Ａに示す通り、近位部分の
２つの円錐状のサブセグメント１３０６、１３０８を規定していて、これらは、互いに連
続して流動的（又は滑らか）（fluid）である。好ましくは、第１のセグメント１３０６
は、第１の角度（又は角）および／または傾斜を備え、そして、第２のセグメント１３０
８は、第２の角度（又は角）および／または傾斜を備え、第２の角度および／または傾斜
は、共通の中央の面に対して、第１の角度および／または傾斜よりも大きいことを特徴と
する。
【０２８７】
　最も好ましくは、近位部分１３０５は、近位端１３０２ｐに隣接する第２の回転防止イ
ンターフェース１３１４を備える。最も好ましくは、第２の回転防止インターフェース１
３１４は、例えば、図１３Ａに示す通り、円錐状のせん孔表面および／または壁部に沿っ
て提供されていてもよい。好ましくは、第２の回転防止インターフェース１３１４は、近
位部分１３０５の全体の円錐状の表面を維持する。最も好ましくは、第２の回転防止イン
ターフェース１３１４は、例えば、図１３Ａ～Ｂに示す通り、近位端に隣接して近位部分
の壁部に沿って配置される複数の嵌合凹部（又はリセス）の形態で提供されている。必要
に応じて、凹部１３１４は、円錐状表面の壁部に沿って、水平方向または長手方向である
ように構成されていてもよい。必要に応じて、そして好ましくは、第２の回転防止インタ
ーフェース１３１４は、円錐状のせん孔の表面および／または壁部に沿って配置される複
数の嵌合凹部の形態で提供されていてもよい。
【０２８８】
　必要に応じて、第２の回転防止インターフェース１３１４は、少なくとも２以上の嵌合
凹部を備えていてもよい。
【０２８９】
　必要に応じて、内側結合プラットフォームのせん孔１３０２は、さらに、少なくとも１
つの中間部分１３１０（図１３Ａ）および／または近位部分１３０５に沿う円周凹部１３
１６、１３１２および／または溝を特徴としていてもよい。
【０２９０】
　必要に応じて、近位部分１３０５は、例えば、図１３Ｂに示す通り、円周凹部１３１６
を備えていてもよい。必要に応じて、円周凹部１３１６は、任意の歯科インプラントの構
造（例えば、アバットメント、ヒーリングキャップ、インプレッションコーピングアバッ
トメント、メジャリングアバットメント、ツールなどが挙げられるが、これらに限定され
るものではない）とのシーリングおよび／または確実な連結を促進するためのＯリングを
受けるように構成されていてもよい。
【０２９１】
　必要に応じて、中間部分１３０４は、その遠位端に沿って、円周凹部１３１２および／
または溝を備えていてもよく、遠位端は、遠位部分１３０４に隣接および／または遠位部
分１３０４を境界とするものである。
【０２９２】
　必要に応じて、円周凹部１３１６、１３１２は、任意の歯科構造（例えば、アバットメ
ント、ヒーリングキャップ、インプレッションコーピングアバットメント、メジャリング
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アバットメント、ツールなどが挙げられるがこれらに限定されるものではない）でのシー
リングおよび／または確実な連結を促進するためのＯリング（図示せず）を受けるように
構成されていてもよい。
【０２９３】
　必要に応じて、中間部分１３１０は、その遠位端に沿って、少なくとも１つ以上の凹部
１３１２および／または溝を備えていてもよく、遠位端は、遠位部分１３０４に隣接およ
び／または遠位部分１３０４を境界とするものである。
【０２９４】
　図１４Ａ～Ｂは、本発明の任意の実施形態を示し、これは、ユニバーサル（又は一般）
の円錐状の結合プラットフォーム１３０２に沿って、アバットメント１３２０、１３３０
と連結および／または結合（又は会合）する歯科インプラント１３００を含むものである
。
【０２９５】
　歯科インプラントアバットメント１３３０、１３２０は、インプラントインターフェー
スセグメント１３２４、１３３４およびクラウンインターフェースセグメント１３３２、
１３２２を特徴とする。アバットメント１３２０、１３３０は、インプラントインターフ
ェースセグメント１３３２、１３２２を特徴とするものであり、これは、様々な直径およ
び／またはサイズの複数の歯科インプラント（例えば、大きな直径のインプラント１３０
０ａまたは中間サイズの直径のインプラント１３００ｂまたは小さな直径のインプラント
１３００ｃ）に適合（又はフィット）することができるユニバーサル（又は一般）のアバ
ットメントインターフェースとなるように構成されているものである。本発明の任意の実
施形態に基づくアバットメント１３３０、１３２０は、例えば、図示する通り、様々な直
径の様々なインプラントと連結および／または接続（又はインターフェースで接続）する
ことができるユニバーサル（又は一般）のアバットメントとなるように構成されている。
【０２９６】
　アバットメント１３２０、１３３０は、少なくとも１つの回転防止結合１３２８、１３
３８を含んでいてもよく、これらは、例えば、図示する通り、インプラントインターフェ
ースセグメント１３２４、１３３４の遠位部分に沿って配置される第１の回転防止結合を
規定するものである。
【０２９７】
　好ましくは、インプラントインターフェースセグメント１３２４、１３３４は、遠位部
分１３２８、１３３８および近位部分１３３５を含み、この遠位部分は、回転防止インタ
ーフェースの形態で提供されるものであり、インプラントの回転防止インターフェースを
適合（又はマッチング）させるために提供されるものである。
【０２９８】
　必要に応じて、アバットメントは、少なくとも２つの回転防止結合プラットフォームを
含んでいてもよく、第１の回転防止結合プラットフォームは、インプラントインターフェ
ースセグメントの遠位部分に沿って配置されているものであり、第２の回転防止結合プラ
ットフォームは、インプラントインターフェースセグメントの近位部分に沿って配置され
ているものである。必要に応じて、２つの回転防止結合プラットフォームのうち少なくと
も１つは、嵌合コネクタの形態で提供されてもよい。必要に応じて、２つの回転防止結合
プラットフォームの両方が、雄嵌合コネクタの形態で提供されていてもよい。
【０２９９】
　必要に応じて、遠位部分の回転防止インターフェースは、スナップフィット雄コネクタ
（例えば、コグおよび／またはフランジおよび／またはエクステンションなど、およびそ
れらの任意の組み合わせが挙げられるが、これらに限定されるものではない）を備えてい
てもよい。最も好ましくは、スナップフィット雄コネクタは、対応するフランジコネクタ
および／またはインプラント結合プラットフォームに沿って配置される凹部（又はリセス
）に適合し、これらと確実に連結するために提供される。
【０３００】
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　アバットメントは、アバットメントのインプラントインターフェースセグメントの近位
部分を特徴とするものであり、これは、円錐状のプロファイル（又は形状）を有する外側
表面を特徴とし、この円錐状のプロファイルは、その近位端で最も広いものであり、この
近位端は、アバットメントのクラウンインターフェースセグメントに隣接および／または
これを境界とするものであり、そして、この円錐状のプロファイルは、アバットメントの
インプラントインターフェースセグメントの遠位部分に隣接および／またはこれを境界と
していて最も狭くなるように構成されているものである。
【０３０１】
　必要に応じて、そして好ましくは、近位部分の円錐状の外側表面は、壁部を規定してい
て、これは、アバットメントのインプラントインターフェースセグメントの近位部分の長
さに沿って、均一な角度（又は角）および／または傾斜を備えるものである。
【０３０２】
　必要に応じて、近位部分の円錐状の外側表面は、壁部を規定し、これは、近位部分の長
さに沿って、少なくとも２つの角度（又は角）および／または傾斜を備えるものであり、
ここで、円錐状で互いに連続している２つの近位部分のサブセグメントを規定している。
好ましくは、第１のサブセグメントは、第１の角度（又は角）および／または傾斜を備え
、そして、第２のセグメントは、第２の角度（又は角）および／または傾斜を備え、第２
の角度および／または傾斜が、共通の中央の面に対して、第１の角度および／または傾斜
よりも大きいことを特徴とする。
【０３０３】
　必要に応じて、アバットメントは、当該分野で知られている通り、固定スクリュウを受
けるように構成されている中央せん孔を含む。
【０３０４】
　必要に応じて、アバットメントは、一体化された固定スクリュウの部分を特徴としても
よく、これは、インプラントインターフェースセグメントに対して遠位方向に配置されて
いるものである。好ましくは、この一体化された固定スクリュウの部分は、そのネジ切り
されたせん孔に沿うインプラントとの連結のために提供されている。
【０３０５】
　図１５Ａは、アバットメント１３２０を示し、これは、嵌合の形態で提供される２つの
回転防止結合プラットフォームを有するものである。
【０３０６】
　図１５Ｂは、アバットメント１３２０を示し、これは、スナップフィット雄コネクタイ
ンターフェース１３２８の形態で回転防止結合（１つ）を有するものである。
【０３０７】
　図１５Ｃは、本発明に基づく任意のアバットメントを示し、ここで、このアバットメン
トは、外側の円錐状の表面壁に沿って、インプラントのせん孔の内部で結合（または会合
）するように構成されている。
【０３０８】
　図１５Ｄ～Ｅは、本発明に基づくユニバーサル（又は一般）のアバットメントを示し、
これは、例えば、図６に示される通り、かつ上記で説明した通り、冠状部分１１０に沿っ
て提供される少なくとも１つの結合プラットフォームと連結するようにさらに構成されて
いるものである。
【０３０９】
　図１５Ｆは、インプレッションコーピングアバットメントを示し、これは、本発明の実
施形態に基づく円錐状のインターフェースに適合（又はフィット）するものであり、ここ
で、ユニバーサル（又は一般）のインプレッションコーピングアバットメントを提供し、
これは、様々なサイズの複数のインプラントと結合（又は会合）および／または適合（又
はフィット）し得るものである。
【０３１０】
　図１５Ｇは、ヒーリングキャップを示し、これは、本発明の実施形態に基づく円錐状の
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インターフェースを備えるものであり、ここで、ユニバーサル（又は一般）のインプレッ
ションコーピングアバットメントを提供し、これは、様々なサイズの複数のインプラント
と結合（又は会合）および／または適合（又はフィット）し得るものである。
【０３１１】
　必要に応じて、本発明の実施形態に基づくユニバーサル（又は一般）の円錐状のインタ
ーフェースは、任意の形態の歯科ツールおよび／またはデバイスに提供および／または適
合（又はフィット）されてもよく、これは、本発明の任意の実施形態に基づく内側の円錐
状のプラットフォーム１３０２を有するインプラントと接続（又はインターフェースで接
続）するものである。
【０３１２】
　図１６は、専用の歯科ツール１３５０を示す本発明の任意の実施形態を示し、これは、
本発明の実施形態に基づく歯科インプラント１３００と結合（又は会合）し、そして、歯
科インプラント１３００を操縦（又はマニュピレート）および／または道具細工（又はツ
ーリング）および／または操作（又はマニューバ）するためのものである。デバイス１３
５０は、歯科ツーリング結合インターフェース１３５２と、ツーリング本体とを特徴とし
、歯科ツーリング結合インターフェース１３５２は、歯科ハンドピースツールと連結する
ためのものであり、このツールは、このツールと結合（又は会合）して歯科インプラント
を回転させるために利用され得るものであり；ツーリング本体は、近位部分１３５５と、
中間部分１３５８と、遠位部分１３６０とを含む。図示する通り、近位部分１３５５は、
ツーリング結合インターフェース１３５２に対して遠位方向に配置され、ツーリング結合
インターフェース１３５２と連続している。最も好ましくは、近位部分１３５５は、近位
端１３５５ｐと、遠位端１３５５ｄとを有する円錐状の本体を規定し、ここで、近位端は
、遠位端よりも広くなるように構成されている。
【０３１３】
　中間部分１３５８は、近位部分１３５５に対して遠位方向に配置されていて、とれと共
に流動的（又は滑らか）（fluid）であり、中間部分１３５５は、回転防止インターフェ
ースの形態で提供されている（例えば、ヘキサゴンプロファイルが挙げられるが、これに
限定されるものではない（例えば、図示する通りである））。
【０３１４】
　遠位部分１３６０は、中間部分１３５８に対して遠位方向に配置されていて、それと共
に流動的（又は滑らか）（fluid）であり、好ましくは、遠位部分１３６０は、中間部分
の直径よりも小さい直径を有するように構成されていて、そうすることで、歯科インプラ
ントのせん孔に入れることが可能となっている。
【０３１５】
　必要に応じて、この中間部分は、実質的には筒状であってもよい。
【０３１６】
　必要に応じて、歯科インプラント挿入ツール１３５０は、その長さに沿って中空のフロ
ーチャネル（図示せず）を有するように構成されていてもよく、そうすることで、例えば
、流体および／または気体などの流れる流体を導くために、それを通して流体の流れ（又
はフロー）を促進するようになる。例えば、中空のフローチャネルを利用してもよく、サ
クションポートと連結して、遠位端での吸引の発生を促進してもよい。例えば、中空のフ
ローチャネルは、遠位端を通して、水および／または生理食塩水および／または気体およ
び／または空気などの流れる流体を導入するために利用されていてもよい。
【０３１７】
　円錐状の本体の近位部分１３５５は、図示する通り、複数の嵌合雄コネクト（又はコネ
クタ）１３５６を特徴とし、これらは、近位端１３５５ｐに隣接して配置されている。最
も好ましくは、円錐状の本体１３５５は、外側表面から延在している少なくとも２つの嵌
合雄コネクタ１３５６を含み、図１３～１４にて上記で説明した通り、インプラント１３
００の内側結合インターフェース１３０２に配置される対応の雌嵌合コネクタと結合（又
は会合）するために提供されている。好ましくは、複数の雄嵌合コネクタ１３５６は、円
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錐状の本体の外側表面に沿って、均一に分配され得る。
【０３１８】
　必要に応じて、近位部分１３５５は、２から最大で約６の嵌合雄コネクタを含んでいて
もよい。
【０３１９】
　必要に応じて、近位部分１５５は、少なくとも２以上の円錐状のサブセグメント１３５
４、１３５６から提供されていてもよく、これらは連続して互いに流動的（又は滑らか）
（fluid）である。好ましくは、近位部分を形成する円錐状の各サブセグメントは、直径
が近位方向に増加している実質的に円錐状のプロファイル（又は形状）の配置（又はアレ
ンジメント）を近位部分が維持するように配置されていて、ここで、遠位サブセグメント
１３４５は最も狭く、その一方で、近位サブセグメント１３５６は最も広い。好ましくは
、第１（遠位）のサブセグメント１３５４は、第１の角度および／または傾斜を備えてい
てもよく、第２（近位）のサブセグメント１３５６は、第２の角度および／または傾斜を
備えていてもよく、第２の角度および／または傾斜が、共通の中央の面に対して、第１の
角度および／または傾斜よりも大きいことを特徴とする。
【０３２０】
　必要に応じて、中間部分１３５８は、歯科インプラント１３００の遠位回転防止プラッ
トフォーム（例えば、当該分野で知られているような内側６レセプターソケット、スキャ
ロップ、内側ドデカゴン、外側ドデカゴン、内側ヘキサゴン（internal hex internal）
、外側ヘキサゴン（hex）、外側オクタゴン、内側オクタゴン、外側スプライン、内側ス
プライン、モールステーパ、内側モールステーパ、ワンピース、内側６ローブ、外側６ロ
ーブ、内側３ローブ、外側３ローブ、内側６スプライン、外側６スプライン、内側スレッ
ド、内側ペンタゴン、外側ペンタゴン、外側スレッド、内側四角形、外側四角形、内側５
ローブ、内側４ローブ、内側３スプライン、外側三角形、内側８スプライン、外側６ロー
ブ、内側８ローブ、内側チューブ－チューブプラグイン（tube to tube plug in）、三角
形、ｎ面の多角形（ｎ＞＝３以上）など、およびそれらのいずれか（任意）の組み合わせ
からなる群から選択される少なくとも１以上が挙げられるが、これらに限定されるもので
はない）と適合（又はマッチング）するために任意の回転防止の構成（又は形状）を有す
るように構成されていてもよい。
【０３２１】
　限られた数の実施形態に関して、本発明を説明してきたが、サイズ、材料、形状、形態
、機能および操作の様式、組み立てならびに使用における変更を含ませるために、本発明
の部品間の最適な寸法の関係は、当業者にとって容易に明らかであり自明であるとみなさ
れ、図面に示して明細書中にて説明したものに対する全ての均等な関係は、本発明に包含
され得ることが意図されることが理解されるべきである。
【０３２２】
　従って、上述のことは、本発明の原理の例示のみとして考えられる。さらに、多くの改
変および変更は、当業者にとって、容易に生じることから、図示され記載された厳密な構
造および操作にまで本発明が制限されることについては記載されていない。従って、すべ
ての適切な改変および均等物が本発明の範囲内に含まれることが主張され得る。
【０３２３】
　添付の図面を参照しながら、本発明の具体的な好ましい実施形態を説明してきたが、本
発明が上記の精密な実施形態に限定されないこと、ならびに様々な変更および改変が本発
明において行われ得ることが、添付の特許請求の範囲に記載の発明の範囲および趣旨から
逸脱することなく、当業者に理解されるだろう。
【０３２４】
　明確性のために別々の実施形態の文脈（又はコンテクスト）で説明した本発明の特定の
特徴もまた、１つの実施形態と組み合わせて提供され得ることが理解される。逆に、簡潔
のために１つの実施形態の文脈（又はコンテクスト）において記載される本発明の様々な
特徴もまた、別々に、あるいは、任意の適切なサブコンビネーションで、あるいは本発明
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の任意の他に記載の実施形態において適切となるように提供され得る。様々な実施形態の
文脈（又はコンテクスト）において記載される特定の特徴は、かかる実施形態がこれらの
構成要素（又はエレメント）なしでは作動しないというものでなければ、かかる実施形態
の必須の特徴であるとして考えるべきではない。
【０３２５】
　本発明をその具体的な実施形態と組み合わせて説明しているが、多くの代替の改変およ
び変更が当業者には明らかであることが明らかである。従って、添付の特許請求の範囲の
範囲内に含まれる全てのこのような代替、改変および変更が包含されることが意図される
。
【０３２６】
　本願における文献の引用または同定は、このような文献が、本発明に対する従来技術と
して利用可能であると認めるものとして解釈されるべきではない。
【０３２７】
　本明細書中において、章の見出しは、明細書の簡単な理解のために使用されるものであ
り、必須の制限として解釈されるべきではない。
【０３２８】
　本発明は、限定された数の実施形態に関して記載されているが、本発明の多くの変更、
改変および他の適用が行われ得ることが理解されるだろう。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２Ａ】 【図２Ｂ－Ｃ】

【図２Ｄ－Ｅ】 【図３Ａ－Ｂ】
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【図３Ｃ－Ｄ】 【図４】

【図５】 【図６Ａ－Ｄ】
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【図６Ｅ－Ｇ】 【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ－Ｈ】
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【図８Ｉ】 【図８Ｊ－Ｐ】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５Ａ－Ｅ】 【図１５Ｆ－Ｇ】

【図１６】
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【手続補正書】
【提出日】令和3年7月8日(2021.7.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冠状部分（１１０）と本体部分（１２０）とを含むボーンインプラント（１００）であ
って、前記冠状部分（１１０）および前記本体部分（１２０）は互いに連続していて、前
記冠状部分（１１０）は、前記インプラント（１００）の近位端を規定していて、前記本
体部分（１２０）は、前記インプラント（１００）の遠位端を規定していて、前記本体部
分（１２０）の近位端（１２０ｐ）は、前記冠状部分（１１０）の遠位セグメント（１１
０ｂ）よりも大きな直径を有するように構成されていて、
　前記本体部分（１２０）は、内側コア（１２０ｃ）を有し、前記内側コア（１２０ｃ）
は、スレッドを備え、前記スレッドは、前記コア（１２０ｃ）から、前記コア（１２０ｃ
）の長さに沿って延在していて、前記コア（１２０ｃ）は、前記本体部分（１２０）の内
側直径を規定していて、前記スレッドは、前記本体部分（１２０）の外側直径を規定して
いて、
　前記コア（１２０ｃ）は、前記コア（１２０ｃ）の近位直径が前記コア（１２０ｃ）の
遠位直径よりも大きくなるように、連続的に減少する直径を有する前記本体部分（１２０
）の長さに沿って連続していて、
　前記コア（１２０ｃ）は、少なくとも１つのスレッド（１２４）を含み、前記スレッド
（１２４）は、そこから前記本体部分（１２０）の長さに沿って延在し、各スレッド（１
２４）は、アピカルサイド（１２４ａ）と、コロナルサイド（１２４ｃ）と、前記アピカ
ルサイド（１２４ａ）と前記コロナルサイド（１２４ｃ）とを結合するラテラルエッジ（
１２４ｆ）と、前記スレッド（１２４）を前記コア（１２０ｃ）に結合させるベース（１
２４ｂ）と、前記ラテラルエッジ（１２４ｆ）と前記ベース（１２４ｂ）との間で規定さ
れるスレッド深さとを含み、前記コア（１２０ｃ）は、少なくとも２つのサブセグメント
（少なくとも１２０ａ、１２０ｂ、すなわち、少なくとも近位サブセグメント（１２０ａ
）、遠位サブセグメント（１２０ｂ））から形成され、前記少なくとも１つのスレッド（
１２４）は、頂端部の方向で、近位サブセグメント（１２０ａ）の長さに沿って増加し、
かつ頂端部の方向で、前記遠位サブセグメント（１２０ｂ）の長さに沿って減少する深さ
を有し、前記スレッド（１２４）の最小の深さは、前記コア（１２０ｃ）の前記冠状部分
に隣接し、前記スレッド（１２４）の最大の深さは、前記遠位サブセグメント（１２０ｂ
）と前記近位サブセグメント（１２０ａ）との間で見出されてよく、
　前記スレッド（１２４）の前記ラテラルエッジ（１２４ｆ）は、冠状部の方向で、前記
サブセグメント（１２０ａ、１２０ｂ）に沿って増加する幅を有し、前記スレッド（１２
４）の前記ラテラルエッジ（１２４ｆ）の最小の幅は、前記遠位サブセグメント（１２０
ｂ）の遠位端に隣接していて、前記スレッド（１２４）の前記ラテラルエッジ（１２４ｆ
）の最大の幅は、前記近位サブセグメント（１２０ａ）の近位端に隣接している、ボーン
インプラント（１００）であり、
　下記（ｉ）～（iii）：
（ｉ）前記冠状部分（１１０）は、少なくとも３つの結合プラットフォーム（１１４、１
１６、１１８）を含み、そのうち２つ（１１４、１１６）が、前記冠状部分（１１０）の
近位セグメント（１００ａ）に配置されている、
（ii）前記インプラントは、キャビティ（５０）をさらに含み、前記キャビティ（５０）
は、前記冠状部分（１１０）の内側、かつ少なくとも部分的に前記本体部分（１２０）の
近位部分内に配置されていて、前記キャビティ（５０）は、前記ボーンインプラント（１
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００）の前記近位端に向かって開いていて、アバットメントを取り付けるために構成され
ている、
（iii）前記冠状部分（１１０）は、アバットメントを取り付けるために構成されている
外側構造をさらに含む、
の少なくとも１つを更に満たす、ボーンインプラント（１００）。
【請求項２】
　（ii）について、前記キャビティ（５０）は、少なくとも１つの内側結合プラットフォ
ームを規定している、請求項１に記載のボーンインプラント（１００）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３２８】
　本発明は、限定された数の実施形態に関して記載されているが、本発明の多くの変更、
改変および他の適用が行われ得ることが理解されるだろう。
　本明細書の開示内容は、以下の態様を含み得る。
（態様１）
　冠状部分と本体部分とを含むボーンインプラントであって、前記冠状部分および前記本
体部分は互いに連続していて、前記冠状部分は、前記インプラントの近位端を規定してい
て、前記本体部分は、前記インプラントの遠位端を規定していて、前記冠状部分は、前記
本体部分の全体の直径よりも小さい全体の直径を有するように構成されていて、
　ａ）前記冠状部分は、少なくとも３つの実質的に筒状のセグメントを含み、前記セグメ
ントは互いに連続していて、第１のセグメントは、前記冠状部分の近位セグメントおよび
前記インプラントの近位端を規定していて、第２のセグメントは、前記冠状部分の中間セ
グメントを規定していて、第３のセグメントは、前記冠状部分の遠位セグメントを規定し
ていて、
　ｉ）前記近位セグメントおよび前記遠位セグメントは、それぞれ、台形状の断面プロフ
ァイルを有し、近位直径と、前記台形状のプロファイルの底面で規定される遠位直径とを
有し、前記セグメントのそれぞれの前記近位直径が前記遠位直径よりも小さくなるように
、前記直径は、連続して遠位方向で増加し、前記セグメントのそれぞれが、前記台形状の
プロファイルの脚で規定される角度に対応して角度の付いた外側表面を含み、
　ｉｉ）前記中間セグメントは、実質的には円筒状であり、近位直径と遠位直径とを有し
、前記中間セクションの近位直径は、前記第１のセグメントの遠位直径に等しく、前記中
間セクションの遠位直径は、前記第３のセグメントの遠位近位直径に等しく、前記中間セ
グメントの近位直径および前記中間セグメントの遠位直径は、前記近位直径が、前記遠位
直径よりも小さく、前記中間部は、角度の付いた外側表面を有する台形状のプロファイル
を呈するように構成されていて、
　ｉｉｉ）前記遠位セグメントは、前記本体部分と連続するように構成されていて、前記
遠位セグメントの遠位直径は、前記本体部分の近位直径に等しく、前記遠位セグメントの
近位直径は、前記本体部分の近位直径よりも小さい、
ボーンインプラント。
（態様２）
　前記中間セグメントの近位直径および前記中間セグメントの遠位直径は、実質的に同等
である、態様１に記載のボーンインプラント。
（態様３）
　前記冠状部分の外側表面は、スレッディングを含む、態様１に記載のボーンインプラン
ト。
（態様４）
　前記スレッディングは、近位セグメント、中間セグメント、遠位セグメント、それらの
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いずれかの組み合わせから選択される少なくとも１以上のセグメントに沿って配置されて
いる、態様３に記載のボーンインプラント。
（態様５）
　前記近位セグメントは、スレッディングを有していない、態様３に記載のボーンインプ
ラント。
（態様６）
　前記冠状部分の外側表面は、スレッディングを有していない、態様１に記載のボーンイ
ンプラント。
（態様７）
　冠状部分と本体部分とを含むボーンインプラントであって、前記冠状部分および前記本
体部分は互いに連続していて、前記冠状部分は、前記インプラントの近位端を規定してい
て、前記本体部分は、前記インプラントの遠位端を規定していて、前記冠状部分は、前記
本体部分の全体の直径よりも小さい全体の直径を有するように構成されていて、
　ａ）前記本体部分は、内側コアを有し、前記内側コアは、スレッディングを備え、前記
スレッディングは、そこからその長さに沿って延在していて、前記コアは、前記本体部分
の内側直径を規定していて、前記スレッディングは、前記本体部分の外側直径を規定して
いて、
　ｂ）前記コアは、前記コアの近位直径が前記コアの遠位直径よりも大きくなるように、
連続的に減少する直径を有する前記本体部分の長さに沿って連続していて、前記コアは、
アピカルエンドにおいて、実質的に平坦である、
ボーンインプラント。
（態様８）
　前記コアは、少なくとも１つのスレッドを含み、前記スレッドは、そこから前記本体部
分の長さに沿って延在し、各スレッドは、アピカルサイドと、コロナルサイドと、前記ア
ピカルサイドと前記コロナルサイドとを結合するラテラルエッジと、前記スレッドを前記
コアに結合させるベースと、前記ラテラルエッジと前記ベースとの間で規定されるスレッ
ド深さとを含み、前記少なくとも１つのスレッドは、頂端部の方向で、前記本体部分の前
記遠位セグメントの長さに沿って増加する変更可能な深さを有し、前記スレッドの最小の
深さは、前記冠状部分に隣接し、各スレッドの最大の深さは、前記アピカルエンドに隣接
し、前記アピカルエンドは、それが、前記各スレッドの出発点を先導する前記コアから延
在する少なくとも１つのカッティングリーディングエッジの先端部を含むことを特徴とし
、前記カッティングリーディングエッジは、骨内において、前記インプラントを安定化さ
せるために提供されている、態様７に記載のボーンインプラント。
（態様９）
　前記コアセグメントは、少なくとも２つのサブセグメントから構成されている、態様７
に記載のインプラント。
（態様１０）
　前記コアサブセグメントのそれぞれは、筒状のプロファイルまたは台形状のプロファイ
ルから選択されるプロファイルを有するように構成されていてもよい、態様９に記載のイ
ンプラント。
（態様１１）
　前記コアセグメントは、複数のコアサブセグメントから構成されていて、第１（近位）
のコアサブセグメントは、近位直径および遠位直径を有する台形状のプロファイルを含み
、前記近位直径が、前記遠位直径よりも大きいことを特徴とする、態様９に記載のインプ
ラント。
（態様１２）
　前記コアセグメントは、複数のコアサブセグメントから構成されていて、遠位コアサブ
セグメントは、近位直径および遠位直径を有する台形状のプロファイルを含み、前記近位
直径が、前記遠位直径よりも大きいことを特徴とする、態様９に記載のインプラント。
（態様１３）
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　前記コアセグメントは、台形状のプロファイルを有する複数のコアサブセグメントから
構成されていて、前記台形状のコアサブセグメントのそれぞれが、近位直径および遠位直
径を有していて、前記近位直径が、前記遠位直径よりも大きいことを特徴とする、態様９
に記載のインプラント。
（態様１４）
　少なくとも１つの円筒状のサブセグメントをさらに含む、態様１１～１３のいずれか１
項に記載のインプラント。
（態様１５）
　前記冠状部分は、少なくとも３つの結合プラットフォームを含み、そのうち２つが、前
記近位セグメントに配置されている、態様１に記載の歯科インプラント。
（態様１６）
　前記インプラントは、キャビティをさらに含み、前記キャビティは、前記冠状部のセク
ションの内側、かつ少なくとも部分的に前記本体部分の近位部分内に配置されていて、前
記キャビティは、前記歯科インプラントの前記近位端に向かって開いていて、アバットメ
ントを取り付けるために構成されている、態様１に記載の歯科インプラント。
（態様１７）
　前記キャビティは、少なくとも１つの内側結合プラットフォームを規定している、態様
１６に記載の歯科インプラント。
（態様１８）
　前記冠状部分は、アバットメントを取り付けるために構成されている外側構造をさらに
含む、態様１に記載の歯科インプラント。
（態様１９）
　冠状部分は、アバットメントと一体化されていて、ワンピースインプラントを形成して
いる、態様１に記載の歯科インプラント。
（態様２０）
　インプラントに固定されるように構成されている歯科成分と組み合わされている、態様
１に記載の歯科インプラント。
（態様２１）
　前記歯科成分は、アバットメント、クラウン、ブリッジ、歯科人工補綴、解剖学上のア
バットメント、ワンピースアバットメント、アングルアバットメント、カラー、ボールア
タッチメント、ヒーリングキャップ、プラットフォームスイッチングアバットメントおよ
びそれらのいずれかの組み合わせからなる群から選択される、態様２０に記載の歯科イン
プラント。
（態様２２）
　前記スレッドの前記ラテラルエッジは、冠状部の方向で、前記本体のセグメントに沿っ
て増加する変更可能な幅を有し、前記スレッドの前記ラテラルエッジの最小の幅は、前記
遠位セグメントに隣接していて、前記スレッドの前記ラテラルエッジの最大の幅は、前記
冠状セグメントに隣接している、態様８に記載のインプラント。
（態様２３）
　前記スレッドの前記ラテラルエッジは、前記本体のセグメントの長さに沿って、均一な
幅を有している、態様８に記載のインプラント。
（態様２４）
　前記スレッドの前記ラテラルエッジは、前記本体のセグメントの長さに沿って、変更可
能な幅を有している、態様８に記載のインプラント。
（態様２５）
　前記スレッディングセグメントは、約２０度から最大で約６０度のスレッドアングルを
含むように構成されている、態様８に記載のインプラント。
（態様２６）
　前記スレッドアングルは、約２５度である、態様２５に記載のインプラント。
（態様２７）



(71) JP 2021-166737 A 2021.10.21

　前記スレッドアングルは、約３５度である、態様２５に記載のインプラント。
（態様２８）
　前記スレッディングセグメントは、約１ｍｍ～約３ｍｍのピッチを有するように構成さ
れている、態様８に記載のインプラント。
（態様２９）
　前記スレッドピッチは、約１．８ｍｍである、態様２８に記載のインプラント。
（態様３０）
　前記スレッドピッチは、約２．１ｍｍである、態様２８に記載のインプラント。
（態様３１）
　前記スレッドは、少なくとも２以上の出発点を含む、態様８に記載のインプラント。
（態様３２）
　前記少なくとも１つのスレッドは、前記本体部分の長さに沿って、少なくとも２つの長
手方向の凹部をさらに含み、前記本体部分の全長に沿って規定されている少なくとも２つ
のフルートを規定していて、前記フルートは、前記歯科インプラントを回転させた場合に
骨を回収するように、かつ前記冠状部分に隣接する近位開口部を有するように構成されて
いて、前記フルート近位開口部は、前記インプラントの前記冠状部分からアクセス可能な
前記少なくとも２つのフルートの長手方向の凹部を与えるように構成されていて、なおか
つ、それを通して骨を除去または導入するために提供されていて、前記少なくとも２つの
フルートは、前記スレッドベースと前記スレッドラテラルエッジとの間の前記スレッディ
ングの深さにわたって形成されていて、前記フルートは、前記スレッドベースに沿う卵形
の凹部と、前記スレッドラテラルエッジに沿って形成されるネックとを形成するプロファ
イルを有している、態様３１に記載のインプラント。
（態様３３）
　前記フルートは、フルートの数に等しい数のスレッドサブセグメント（ウイングまたは
ブレード）へと前記少なくとも１つのスレッドを分割している、態様３２に記載のインプ
ラント。
（態様３４）
　前記アピカルエンドは、実質的に平坦であり、前記各スレッドの出発点を先導する前記
コアから延在する少なくとも１つのカッティングリーディングエッジの先端部を含み、前
記カッティングリーディングエッジの先端部によって、前記インプラントを骨内で安定化
させることを特徴とする、態様３３に記載のインプラント。
（態様３５）
　前記アピカルエンドは、第１（アピカル）のウイングエンドおよび第２（コロナル）の
ウイングエンドを含む側面に沿って２つの対向するラテラルベベルエンドを有する第１の
スレッドサブセグメント（ウイング、ブレード）をさらに含む、態様３４に記載のインプ
ラント。
（態様３６）
　前記第２（コロナル）のウイングエンドは、アピカル面のアンダーカットをさらに含み
、前記第１（アピカル）ウイングエンドに対して、前記第２（コロナル）のウイングエン
ドを上昇させている、態様３５に記載のインプラント。
（態様３７）
　冠状部分および本体部分を含むボーンインプラントであって、前記冠状部分および前記
本体部分は互いに連続していて、前記冠状部分は、前記インプラントの近位端を規定して
いて、前記本体部分は、前記インプラントの遠位端を規定していて、前記冠状部分は、前
記本体部分の全体の直径よりも小さい全体の直径を有するように構成されていて、前記本
体部分は、その長さに沿って、アピカルエンドからコロナルエンドにかけて規定されてい
る少なくとも１つのスレッドを有していて、前記スレッディングは、前記本体部分の長さ
に沿って、少なくとも２つの長手方向の凹部を含み、前記本体部分の全長に沿って規定さ
れている少なくとも２つのフルートを規定していて、前記フルートは、前記歯科インプラ
ントを回転させた場合に骨を回収するように、かつ前記冠状部分に隣接する近位開口部を
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有するように構成されていて、前記フルート近位開口部は、前記インプラントの前記冠状
部分からアクセス可能な前記少なくとも２つのフルートの長手方向の凹部を与えるように
構成されていて、それを通して、骨を除去または導入するために提供されている、
ボーンインプラント。
（態様３８）
　前記少なくとも２つのフルートは、前記スレッドベースと前記スレッドラテラルエッジ
との間の前記スレッディングの深さにわたって形成されていて、前記フルートは、前記ス
レッドベースに沿って形成されている卵形の凹部と、前記スレッドラテラルエッジに沿っ
て形成されているネックとから規定されているプロファイルを有している、態様３７に記
載のインプラント。
（態様３９）
　前記フルートプロファイルは、前記ネックと前記卵形の凹部との間のサイズ比に基づい
て規定されていてもよい、態様３８に記載のインプラント。
（態様４０）
　前記ネック部分は、前記スレッドの側面に沿って、ベベル状のカッティングエッジを規
定している、態様３９に記載のインプラント。
（態様４１）
　前記プロファイルは、２つのＳ字カーブのショルダーによって規定されていて、前記シ
ョルダーは、前記スレッドコアから前記スレッドラテラルエッジに向かって、前方にわた
って、延在していて、スレッドの深さ／高さに沿う卵形の形状の凹部を形成し、前記側面
に隣接するネックを形成し、前記ネックが、ベベル状のカッティングエッジを規定してい
る、態様３８に記載のインプラントフルート。
（態様４２）
　前記少なくとも２つのフルートは、前記スレッディング部分に沿って、等しく間隔をあ
けて配置されている、態様３７に記載のインプラント。
（態様４３）
　前記本体部分の長さに沿って、少なくとも３つの前記フルートを有する、態様３７に記
載のインプラント。
（態様４４）
　前記本体部分の長さに沿って、少なくとも４つの前記フルートを有する、態様３７に記
載のインプラント。
（態様４５）
　前記フルートが、前記本体部分の長さに沿って、チャネルを形成し、リニア、カーブ、
弓、アーチ、Ｓ字、スパイラル、それらのいずれかの組み合わせからなる群から選択され
る長手軸を有する、態様３７に記載のインプラント。
（態様４６）
　前記長手軸が、前記本体部分のコアに基づいて規定されている、態様４５に記載のイン
プラント。
（態様４７）
　前記フルートが、独立した長手軸を備える、態様４５に記載のインプラント。
（態様４８）
　すべてのフルートが、同一の長手軸を備える、態様４５に記載のインプラント。
（態様４９）
　対向するフルートが、同一の長手軸を備える、態様４５に記載のインプラント。
（態様５０）
　連続したスレッドにおいて切削および回収の両方を行うように構成されている、態様３
７に記載のフルート。
（態様５１）
　前記フルートが、前記スレッディングの３６０度の全周にわたって構成されていて、イ
ンプラントの全体の支持を提供する、態様３７に記載のフルート。
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（態様５２）
　前記フルートが、フルートの数に等しい数のスレッドサブセグメント（ウイング、ブレ
ード）へと前記スレッディングを分割している、態様３７に記載のインプラント。
（態様５３）
　前記スレッドサブセグメント（ウイング、ブレード）のそれぞれが、側面に沿って規定
されている２つのラテラルベベルエンドを含む、態様４５に記載のインプラント。
（態様５４）
　前記スレッドが、セルフドリル、セルフタップ、セルフコレクト、セルフカットおよび
それらのいずれかの組み合わせからなる群から選択される少なくとも１つであるように構
成されている、態様３７に記載のインプラント。
（態様５５）
　チタン、チタン合金、クロム－コバルト合金、他の金属の合金、ジルコニウム、ヒドロ
キシアパタイトでコーティングされた材料、プラスチック、ポリマー、ニチノール、ステ
ンレス鋼コンポジット材料からなる群から選択される生体適合性の材料から提供される、
態様１～５４のいずれか１項に記載のインプラント。
（態様５６）
　前記インプラントに表面処理が施されている、態様１～５４のいずれか１項に記載のイ
ンプラント。
（態様５７）
　歯科インプラント、整形外科インプラント、動物ボーンインプラントからなる群から選
択されるインプラントの形態を呈するようにカスタマイズされている、態様１～５４のい
ずれか１項に記載のインプラント。
（態様５８）
　トランスジンジバルインプラント、上記のボーンインプラント、下記のボーンプレイス
メントインプラント、ティシュレベルインプラント、ワンピースインプラントまたはマル
チピースインプラント、ボーンレベルインプラントからなる群から選択される形態を呈す
るようにカスタマイズされている、態様１～５４のいずれか１項に記載のインプラント。
（態様５９）
　前記インプラントの長さは、約５ｍｍ～約１６ｍｍである、態様１～５４のいずれか１
項に記載のボーンインプラント。
（態様６０）
　前記インプラントの直径は、約３ｍｍから最大で約９ｍｍである、態様１～５４のいず
れか１項に記載のボーンインプラント。
（態様６１）
　根管骨、セプタルクレスト骨、小柱骨、海綿骨、緻密骨（Ｄ１）、硬～普通の緻密骨（
Ｄ２）、普通～軟骨（Ｄ３）、軟骨（Ｄ４）、歯槽、抜歯側、治癒側などから選択される
骨の種類において移植されるように構成されている、態様１～５４のいずれか１項に記載
のボーンインプラント。
（態様６２）
　前記スレッディングは、リード、ピッチ、スレッドアングル、厚み、メジャー直径、マ
イナー直径、テーパアングル、スレッドオリエンテーション、終了位置、出発位置、多孔
性、終了点の数、出発点の数、リードの数、カットの数、リードの角度、およびそれらの
いずれかの組み合わせからなる群から選択される少なくとも１以上のスレッディングパラ
メータに基づいて構成されている、態様１～５４のいずれか１項に記載のボーンインプラ
ント。
（態様６３）
　結合プラットフォーム（１４）を有するインプラントアバットメント（１０）であって
、前記結合プラットフォームが、前記態様１～５４のいずれか１項に記載の歯科インプラ
ント（１００）の冠状部分（１１０）に沿って配置されている結合プラットフォームに対
応し、前記結合プラットフォームに適合することを特徴とする、インプラントアバットメ
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ント（１０）。
（態様６４）
　少なくとも１つの結合プラットフォームを有するインプラントアバットメント（１０）
であって、前記少なくとも１つの結合プラットフォームが、前記態様の歯科インプラント
の冠状部分（１１０）に沿って配置されているいずれかの表面（１１０ａ、１１０ｂ、１
１０ｃ、１１２、１１４、１１６、１１８）に対応し、前記表面に適合することを特徴と
する、インプラントアバットメント（１０）。
（態様６５）
　修復構造と接続するための近位端（１２）と、インプラントと接続するための遠位端（
１４）と、それらの間に配置されている中間部分（１６）とを有するインプラントアバッ
トメント（１０）であって、前記中間部分（１６）は、インプラントの少なくとも１つの
結合プラットフォームと接続するために適合された表面を含み、前記表面は、約３度から
最大で約５０度の角度を有する表面（１６ａ）；前記アバットメントのコアの中心軸に対
して実質的に垂直に延在する表面（１６ｄ）に対して最大で約７０度の角度を有する表面
（１６ｃ）；前記アバットメントのコアの中心軸に対して実質的に垂直である表面（１６
ｂ）から選択される、インプラントアバットメント（１０）。
（態様６６）
　アバットメントスクリュウを受けるために適合されている中央孔をさらに含む、態様６
５に記載のアバットメント。
（態様６７）
　前記遠位端（１４）は、内側および外側ならびにそれらの組み合わせからなる群から選
択される構成に適合された回転防止連結部分（１４ｃ）を特徴とする、態様６５に記載の
アバットメント。
（態様６８）
　前記連結部分は、内側６レセプターソケット、スキャロップ、内側ドデカゴン、外側ド
デカゴン、内側ヘキサゴン（internal hex internal）、外側ヘキサゴン、外側オクタゴ
ン、内側オクタゴン、外側スプライン、内側スプライン、モールステーパ、内側モールス
テーパ、ワンピース、内側６ローブ、外側６ローブ、内側３ローブ、外側３ローブ、内側
６スプライン、外側６スプライン、内側スレッド、内側ペンタゴン、外側ペンタゴン、外
側スレッド、内側四角形、外側四角形、内側５ローブ、内側４ローブ、内側３スプライン
、外側三角形、内側８スプライン、外側６ローブ、内側８ローブ、内側チューブ－チュー
ブプラグイン、三角形、ｎ面の多角形（ｎ＞＝３以上）およびそれらのいずれかの組み合
わせからなる群から選択される、態様６７に記載のアバットメント。
（態様６９）
　冠状部分（１１０）と本体部分（１２０）とを含むボーンインプラントアンカー（１０
０）であって、前記冠状部分（１１０）および前記本体部分（１２０）は互いに連続して
いて、前記冠状部分は、前記インプラントアンカーの近位端を規定していて、前記本体部
分は、前記インプラントアンカーの遠位端を規定していて、前記本体部分は、少なくとも
１つのスレッディングを備える内側コアを有していて、前記スレッディングは、そこから
その長さに沿って延在し、前記内側コアは、前記本体部分の内側直径を規定していて、前
記少なくとも１つのスレッディングは、前記本体部分の外側直径を規定していて、前記ス
レッディングは、
　ａ）アピカルサイドと、コロナルサイドと、前記アピカルサイドと前記コロナルサイド
とを結合しているラテラルエッジと、前記スレッドを前記コアに結合しているベースと、
前記ラテラルエッジと前記ベースとの間に規定されているスレッド深さとを含み、前記ス
レッド深さは、前記スレッドの平面軸を規定していて、
　ｂ）隣接するスレッドベースの間に規定されている隣接するスレッドは、スレッド内面
を規定しているインプラントコアの外側表面に結合されていて、
　ｃ）前記少なくとも１つのスレッディングは、前記スレッドアピカルサイドまたは前記
スレッドコロナルサイドの少なくとも１つが、前記平面軸に沿う少なくとも１つのコンタ
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モディフィケーション（１４０）を備え、前記平面軸に沿って、少なくとも２つのサブセ
グメント（１４２、１４４）を規定していることを特徴とする、
ボーンインプラントアンカー（１００）。
（態様７０）
　それぞれの追加のコンタモディフィケーション（１４０）は、少なくとも１つのサブセ
グメント（１４２、１４４）によって、前記平面軸に沿って規定される個々のサブセグメ
ントの数を増加させる、態様６９に記載のインプラント。
（態様７１）
　前記スレッドアピカルサイドまたは前記スレッドコロナルサイドの少なくとも１つが、
少なくとも１つ最大で５つのコンタモディフィケーション（１４０）を個々に備えていて
もよい、態様６９に記載のインプラント。
（態様７２）
　前記インプラントの本体が、そこからその長さに沿って延在する少なくとも２つのスレ
ッディングを含むように構成されている、態様６９に記載のインプラント。
（態様７３）
　前記インプラントのコアの本体からコアの長さに沿って延在する複数のスレッディング
を含むように構成されている、態様７２に記載のインプラント。
（態様７４）
　前記複数のスレッディングのそれぞれは、前記スレッドアピカルサイドまたは前記スレ
ッドコロナルサイドの少なくとも１つに沿って少なくとも１つの前記コンタモディフィケ
ーション（１４０）を含むように、その平面軸に沿って個々に／独立して構成されている
、態様７２または７３に記載のインプラント。
（態様７５）
　前記コンタモディフィケーション（１４０）は、前記スレッドラテラルエッジと前記ス
レッドベースとの間に規定されている、態様６９に記載のインプラント。
（態様７６）
　前記コンタモディフィケーション（１４０）は、前記平面軸に対して、最大で約１８０
度の角度を規定している、態様６９に記載のインプラント。
（態様７７）
　前記スレッドは、前記平面軸に関して対称である、態様６９に記載のインプラント。
（態様７８）
　前記スレッドは、前記平面軸に関して非対称である、態様６９に記載のインプラント。
（態様７９）
　前記スレッドアピカルサイドまたは前記スレッドコロナルサイドまたは前記ラテラルエ
ッジの少なくとも１つが、少なくとも１つの凹んだ溝を特徴とする、態様６９に記載のイ
ンプラント。
（態様８０）
　前記スレッドが、複数の凹んだ溝を備える、態様７９に記載のインプラント。
（態様８１）
　前記凹んだ溝が、任意の形状を呈していてもよい、態様７９に記載のインプラント。
（態様８２）
　少なくとも１つの前記凹んだ溝の寸法が、約０．０１ｍｍから最大で約０．７ｍｍであ
るように構成されている、態様７９に記載のインプラント。
（態様８３）
　前記形状が、長円形、卵形、楕円形、円形、四辺形、台形、ｎ面の多角形（ｎは、少な
くとも３である（ｎ＞２））からなる群から選択される、態様８１に記載のインプラント
。
（態様８４）
　前記スレッド深さは、約０．１ｍｍから最大で約２ｍｍである、態様６９に記載のイン
プラント。
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（態様８５）
　前記スレッド内面は、任意の形状または角度を呈するように構成されている、態様６９
に記載のインプラント。
（態様８６）
　前記スレッド内面は、コンタ、カーブ、アングル、リニア、それらのいずれかの組み合
わせからなる群から選択される、態様８５に記載のインプラント。
（態様８７）
　前記スレッド内面は、実質的にはリニアであり、最大で約６０度の角度を有する、態様
８５に記載のインプラント。
（態様８８）
　前記スレッド内面は、最大で約２ｍｍの長さを含む、態様８５に記載のインプラント。
（態様８９）
　前記インプラントコアは、任意のプロファイルまたはサイズを呈していてもよい、態様
６９に記載のインプラント。
（態様９０）
　前記インプラントコアは、ストレート、テーパ、円錐、筒、円筒、リニア、パラレル、
対称、非対称、台形、混合円錐、セグメント、マルチセグメント、およびそれらのいずれ
かの組み合わせからなる群から選択されるプロファイルを含む、態様６９に記載のインプ
ラント。
（態様９１）
　前記インプラントスレッドは、前記インプラントコアに沿って、任意の様式で進行して
もよい、態様６９に記載のインプラント。
（態様９２）
　前記スレッディングの進行は、段階的、コンスタント、ストレート、テーパ、ヘリカル
、リバースヘリカル、アピカルテーパ、コロナルテーパ、断続、それらのいずれかの組み
合わせから選択される、態様９１に記載のインプラント。
（態様９３）
　前記インプラントスレッドは、最大で５つの出発点を備える、態様６９に記載のインプ
ラント。
（態様９４）
　前記インプラントスレッドは、ミクロスレッドを備える、態様６９に記載のインプラン
ト。
（態様９５）
　前記ミクロスレッドは、前記スレッド内面に沿って提供されている、態様９４に記載の
インプラント。
（態様９６）
　前記スレッドは、連続、断続、増加する深さ、減少する深さ、セグメント、それらのい
ずれかの組み合わせとなるように、前記インプラントコアに沿って構成されている、態様
６９に記載のインプラント。
（態様９７）
　前記スレッディングは、その長さに沿って、少なくとも１つのフルートをさらに含む、
態様６９に記載のインプラント。
（態様９８）
　最大で約５のフルートをさらに含む、態様９７に記載のインプラント。
（態様９９）
　前記スレッドアピカルサイド、前記スレッドコロナルサイド、前記ラテラルエッジ、前
記スレッド内面から選択される少なくとも１つの表面は、少なくとも１つの外側に延在す
る延長部をさらに含む、態様６９に記載のインプラント。
（態様１００）
　複数の前記外側に延在する延長部をさらに含む、態様９９に記載のインプラント。
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（態様１０１）
　冠状部分（１１０）と本体部分（１２０）とを含むボーンインプラントアンカー（１０
０）であって、前記冠状部分（１１０）および前記本体部分（１２０）は互いに連続して
いて、前記冠状部分は、前記インプラントアンカーの近位端を規定していて、前記本体部
分は、前記インプラントアンカーの遠位端を規定していて、前記本体部分は、内側コアを
有していて、前記内側コアは、そこからその長さに沿って延在するスレッディングを備え
、前記内側コアは、前記本体部分の内側直径を規定していて、前記スレッディングは、前
記本体部分の外側直径を規定していて、前記冠状部分は、少なくとも１つの凹んだ溝（１
１５）を特徴とする、
ボーンインプラントアンカー（１００）。
（態様１０２）
　前記冠状部分（１１０）は、複数の凹んだ溝（１１５）を備える、態様１０１に記載の
インプラント。
（態様１０３）
　前記凹んだ溝は、任意の形状を呈していてもよい、態様１０１に記載のインプラント。
（態様１０４）
　前記凹んだ溝は、約０．０１～０．５ｍｍの少なくとも１つの寸法を有するように構成
されている、態様１０３に記載のインプラント。
（態様１０５）
　前記形状は、長円形、卵形、楕円形、円形、四辺形、台形、ｎ面の多角形（ｎは、少な
くとも３である（ｎ＞２））およびそれらのいずれかの組み合わせからなる群から選択さ
れる、態様１０３に記載のインプラント。
（態様１０６）
　前記冠状部分（１１０）は、少なくとも１つの外側に延在する延長部（１１５ｅ）を特
徴とする、態様１０１に記載のインプラント。
（態様１０７）
　複数の前記外側に延在する延長部（１１５ｅ）をさらに含む、態様１０６に記載のイン
プラント。
（態様１０８）
　冠状部分（１１０）と本体部分（１２０）とを含むボーンインプラントアンカー（１０
０）であって、前記冠状部分（１１０）および前記本体部分（１２０）は互いに連続して
いて、前記冠状部分は、前記インプラントアンカーの近位端を規定していて、前記本体部
分は、前記インプラントアンカーの遠位端を規定していて、前記本体部分は、内側コアを
有していて、前記内側コアは、そこからその長さに沿って延在するスレッディングを備え
、前記内側コアは、前記本体部分の内側直径を規定していて、前記スレッディングは、前
記本体部分の外側直径を規定していて、前記冠状部分（１１０）は、その外側表面（１１
２）に沿って配置されている機能的なカッティングスレッドを特徴とし、前記機能的なカ
ッティングスレッドは、皮質の骨に切削して入るために提供されている、ボーンインプラ
ントアンカー（１００）。
（態様１０９）
　前記スレッドは、時計回りおよび反時計回りの両方の方向で切削するように構成されて
いる、態様１０８に記載のインプラント。
（態様１１０）
　前記カッティングスレッドは、さらにフルートを特徴とする、態様１０８に記載のイン
プラント。
（態様１１１）
　前記冠状部分（１１０）は、少なくとも１つの凹んだ溝（１１５）をさらに含む、態様
１０８に記載のインプラント。
（態様１１２）
　前記冠状部の機能的なカッティングスレッド（１１４）は、歯科インプラントアバット
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メント（２０）と連結するようにさらに構成されている、態様１０８に記載のインプラン
ト。
（態様１１３）
　前記冠状部分（１１０）は、前記冠状部の本体部分に沿って配置されているミクロスレ
ッドをさらに含む、態様１０８に記載のインプラント。
（態様１１４）
　前記冠状部分の本体は、ストレート、テーパ、円錐、筒、円筒、リニア、パラレル、対
称、非対称、台形、混合円錐、セグメント、マルチセグメントおよびそれらのいずれかの
組み合わせからなる群から選択されるプロファイルを含む、態様１０８に記載のインプラ
ント。
（態様１１５）
　前記スレッディングは、最大で５つの出発点を含む、態様１０８に記載のインプラント
。
（態様１１６）
　前記スレッディングが　を含む、態様１０８に記載のインプラント。
（態様１１７）
　前記冠状部分のコアは、任意のプロファイルまたはサイズを呈し得る、態様１０８に記
載のインプラント。
（態様１１８）
　前記プロファイルは、ストレート、テーパ、円錐、筒、円筒、リニア、パラレル、対称
、非対称、台形、混合円錐、セグメント、マルチセグメントおよびそれらのいずれかの組
み合わせからなる群から選択される、態様１１７に記載のインプラント。
（態様１１９）
　前記スレッドは、前記冠状部分の本体に沿って、任意の様式で進行してもよい、態様１
１７に記載のインプラント。
（態様１２０）
　前記スレッディングの進行は、段階、コンスタント、ストレート、テーパ、ヘリカル、
リバースヘリカル、アピカルテーパ、コロナルテーパ、断続、それらのいずれかの組み合
わせから選択される、態様１１８に記載のインプラント。
（態様１２１）
　冠状部分（１１０）と本体部分（１２０）とを含むボーンインプラントアンカー（１０
０）であって、前記冠状部分（１１０）および前記本体部分（１２０）は互いに連続して
いて、前記冠状部分は、前記インプラントアンカーの近位端を規定していて、前記本体部
分は、前記インプラントアンカーの遠位端を規定していて、前記本体部分は、内側コアを
有していて、前記内側コアは、そこからその長さに沿って延在するスレッディングを備え
、前記内側コアは、前記本体部分の内側直径を規定していて、前記スレッディングは、前
記本体部分の外側直径を規定していて、前記冠状部分（１１０）は、前記インプラント（
１００）から除去されるように構成されている、ボーンインプラントアンカー（１００）
。
（態様１２２）
　前記インプラント（１００）のせん孔の内側に少なくとも２つの結合プラットフォーム
（５０、５２）をさらに含む、態様１２１に記載のインプラント。
（態様１２３）
　前記インプラントは、前記インプラント（１００）内の中央の内側のせん孔に沿って、
ツーリングインターフェース（５０）と、アバットメント連結インターフェース（５２）
とを含むように構成されている、態様１２２に記載のインプラント。
（態様１２４）
　前記ツーリングインターフェースが、前記インプラントコアに関して前記インプラント
本体（１２０）の内側に配置されている、態様１２１に記載のインプラント。
（態様１２５）
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　前記結合インターフェース（５２）は、前記冠状部分（１１０）の少なくとも一部の内
側に配置されている、態様１２１に記載のインプラント。
（態様１２６）
　前記本体部分（１２０）と前記冠状部分（１１０）との間に配置されている冠状セグメ
ント（１１０ｂ）をさらに含み、前記冠状部のインターフェース部分（１１０ｂ）は、前
記冠状部分（１１０）の除去を促進するように提供されている、態様１２１に記載のイン
プラント。
（態様１２７）
　前記冠状部のインターフェース部分（１１０ｂ）は、前記冠状部分（１１０）から除去
されるように構成されていて、前記本体部分（１２０）は無傷のままではない、態様１２
６に記載のインプラント。
（態様１２８）
　前記冠状部のインターフェース部分（１１０ｂ）は、任意の形状を呈するように構成さ
れている、態様１２６に記載のインプラント。
（態様１２９）
　前記冠状部のインターフェース部分（１１０ｂ）は、インプラント歯科アバットメント
の少なくとも一部と接続するためのせん孔凹部をさらに特徴とする、態様１２６に記載の
インプラント。
（態様１３０）
　前記冠状部分（１１０）は、コア（１２２）の直径に等しいまたはコア（１２２）の直
径よりも小さい直径を有するように構成されている、態様１２１に記載のインプラント。
（態様１３１）
　前記冠状部分（１１０）は、専用の冠状部除去ツール（２００、２３０、２２０）で除
去されるように構成されている、態様１２１に記載のインプラント。
（態様１３２）
　前記冠状部分（１１０）または前記本体部分（１２０）は、任意のプロファイルまたは
サイズを呈し得る、態様１２１に記載のインプラント。
（態様１３３）
　前記プロファイルは、ストレート、テーパ、円錐、筒、円筒、リニア、パラレル、対称
、非対称、台形、混合円錐、セグメント、マルチセグメント、およびそれらのいずれかの
組み合わせからなる群から選択される、態様１３２に記載のインプラント。
（態様１３４）
　歯科インプラント（１００）の冠状セグメント（１１０）を除去するために提供される
専用ツール（２００、２３０、２２０）であって、
　ａ）歯科ハンドピースツールと連結するための歯科ツーリング結合インターフェース（
２０２）と、
　ｂ）少なくとも１つの表面または縁部を有する円板状ツーリング表面（２０４）であっ
て、前記表面又は縁部が、歯科インプラント（１００）の少なくとも一部を切削および／
または研磨するために提供される媒体でコーティングされている、表面（２０４）と、
　ｃ）歯科インプラントのせん孔に挿入するために提供されているインプラントインター
フェース部分（２１０）と
を特徴とし、当該インターフェース部分（２１０）が、
　ｄ）インプラントの中央のせん孔の凹部内に適合するための中央本体部分（２１２）と
、
　ｅ）前記インプラントのせん孔に結合する間に前記ツールが自由に回転することができ
るようにするためのリング部分（２１４）と、
　ｆ）前記ツールがせん孔部分の少なくとも一部と確実に結合して、前記インプラントの
せん孔をシーリングするための遠位端キャップ（２１６）と
を含む、デバイス。
（態様１３５）
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　前記中央本体部分は、垂直に可撓性または調節可能であるように構成されている、態様
１３４に記載のデバイス。
（態様１３６）
　前記中央本体部分は、スプリング（２１２ｓ）を備える、態様１３５に記載のデバイス
。
（態様１３７）
　前記中央本体部分は、伸縮自在であるように構成されている、態様１３４に記載のデバ
イス。
（態様１３８）
　前記中央本体部分は、調節可能な直径を有している、態様１３４に記載のデバイス。
（態様１３９）
　前記中央本体部分は、コアを含み、前記コアは、前記歯科インプラントの中央のせん孔
内で前記中央本体部分を自由に回転させることができるように複数のアダプタを備えてい
てもよい、態様１３４に記載のデバイス。
（態様１４０）
　前記リング部分は、ボールベアリングを含む、態様１３４に記載のデバイス。
（態様１４１）
　前記リング部分は、回転を促進させるために摩擦低減エレメントを含む、態様１３４に
記載のデバイス。
（態様１４２）
　前記遠位端キャップ（２１６）は、シリコーン、テフロンなどからなる群から選択され
る材料および／またはコーティングから提供されている、態様１３４に記載のデバイス。
（態様１４３）
　移植された歯科インプラント（１００）の冠状セグメント（１１０）の除去を促進する
ために提供される専用ツール（２００、２３０、２２０）であって、
　ａ）歯科ハンドピースツールと連結するための歯科ツーリング結合インターフェース（
２０２）と、
　ｂ）前記歯科ツーリングインターフェース（２０２）に機能的に連結されていて、前記
歯科ハンドピースツールとともに作動しているときに回転するように構成されている筒状
ツーリング本体（２２４、２３４）であり、前記筒状ツーリング本体（２３４、２２４）
は、少なくとも１つのツーリング表面または縁部（２３６、２２６ａ、２２６ｂ）を有し
ていて、前記表面または縁部は、前記歯科インプラント（１００）の冠状部分（１１０）
の少なくとも一部を切削および／または研磨するために提供されている媒体でコーティン
グされている、筒状ツーリング本体（２２４、２３４）と、
　ｃ）前記インプラントの冠状セグメントに沿って、前記筒状本体（２２４、２３４）の
進行を制限するために提供されているツーリングストッピングインターフェース部分（２
３８）と
を特徴とする、デバイス。
（態様１４４）
　前記筒状ツーリング本体（２３４、２２４）は、前記インプラント（１００）の前記冠
状部分（１１０）を受けるように構成されている開いた下部の表面を含む、態様１４３に
記載のデバイス。
（態様１４５）
　前記ツーリング表面または縁部（２３６、２２６ａ、２２６ｂ）は、前記筒状ツーリン
グ本体（２３４、２２４）の内側表面に沿って配置されている、態様１４４に記載のデバ
イス。
（態様１４６）
　前記ツーリング表面は、研磨媒体を備える、態様１４３または１３４に記載のデバイス
。
（態様１４７）
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　前記媒体は、ダイヤモンドダスト、ダイヤモンド、ダイヤモンド様炭素、それらのいず
れかの組み合わせから選択される、態様１４６に記載のデバイス。
（態様１４８）
　前記ストッピングインターフェース部分（２２８、２３８）は、前記冠状のセクション
（１１０）または前記インプラント本体（１２２、１１８）の少なくとも一部と結合する
ように構成されている、態様１４３に記載のデバイス。
（態様１４９）
　前記ストッピングインターフェース部分（２２８）は、スカートの形態で提供されてい
て、前記スカートは、インプラント本体（１２０）の上側部分に適合するように構成され
ていて、前記スカートは、前記筒状のツーリング部分（２３４、２２４）を遠位の方向に
備える、態様１４８に記載のデバイス。
（態様１５０）
　前記ストッピングインターフェース部分（２３８）は、インプラントせん孔アダプタの
形態で提供されていて、前記インプラントせん孔アダプタは、インプラントのせん孔で結
合するように提供されていて、前記せん孔は、前記インプラントの冠状セグメント（１１
０）に沿って提供されている、態様１４９に記載のデバイス。
（態様１５１）
　歯科インプランテーション後、移植された歯科インプラントの骨吸収を処置するための
方法であって、
　ａ）移植されたインプラントの冠状セグメント（１１０）を露出させ、洗浄し、分離す
ること、
　ｂ）態様１３４～１５０のいずれか１項に記載の冠状部除去ツール（２００、２２０、
２３０）を結合して、骨の表面に対して、所望のレベルに前記インプラントの冠状セグメ
ントを研磨すること、
　ｃ）所有の新たなインプラントアバットメントを前記歯科インプラントと連結すること
を含む、方法。
（態様１５２）
　歯科インプランテーションの後、骨吸収を処置するための方法であって、
　ａ）移植されたインプラントの冠状セグメント（１１０）を露出させ、洗浄し、分離す
ること、
　ｂ）冠状セグメントのスレッディングに沿って連結されるように構成されているインプ
ラント歯科アバットメントを結合させること
を含み、前記アバットメントが、冠状セグメントのスレッディングに対応するスレッディ
ングを有するように構成されている、方法。
（態様１５３）
　前記冠状部分を露出させた後、前記冠状部分をそれとの連結を促進させるための処理に
付し、前記処理が、前記冠状部のセクション（１１０）を再びネジ切りすることを含む、
態様１５１または１５２に記載の方法。
（態様１５４）
　ユニバーサルインプラントアバットメントを受けるように構成されている内側の結合プ
ラットフォームのせん孔を有する歯科インプラント（１３００）であって、前記結合プラ
ットフォームは、遠位部分と、中間部分と、近位部分とを含み、これらは流動的で互いに
連続していて、前記結合プラットフォームは、前記近位部分が、少なくとも１つの角度を
その長さに沿って有する円錐状のプロファイルを含むことを特徴とし、前記内側の円錐状
の結合プラットフォームは、少なくとも２つの回転防止インターフェースを含むことを特
徴とし、第１の回転防止インターフェースは、前記中間部分に沿って配置されていて、第
２の回転防止インターフェースは、前記近位部分の円錐状の表面に沿って配置されている
、歯科インプラント（１３００）。
（態様１５５）
　前記第１の回転防止インターフェースは、内側ヘキサゴンであるように構成されていて
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、前記第２の回転防止インターフェースは、円錐状の表面に沿う複数の嵌合凹部であるよ
うに構成されている、態様１５４に記載の歯科インプラント。
（態様１５６）
　前記円錐状の表面は、壁部を規定していて、前記壁部は、前記遠位端から前記近位端に
かけて、前記近位部分の長さに沿う少なくとも２つの角度または傾斜を備え、近位部分の
円錐状の２つのサブセグメントを規定していて、これらは、互いに連続していて流動的で
ある、態様１５４に記載のインプラント。
（態様１５７）
　第１のサブセグメントは、第１の角度および／または傾斜を備え、第２のセグメントは
、第２の角度および／または傾斜を備え、前記第２の角度および／または傾斜は、共通の
中央の面に対して、前記第１の角度および／または傾斜よりも大きいことを特徴とする、
態様１５６に記載のインプラント。
（態様１５８）
　前記中間セグメントまたは前記近位セグメントの１つに沿って配置されている少なくと
も１つの円周凹部をさらに含む、態様１５２に記載のインプラント。
（態様１５９）
　様々な直径の歯科インプラントとの接続が可能なユニバーサルアバットメントであるよ
うに構成されている歯科インプラントアバットメントであって、前記アバットメントは、
インプラントインターフェースセグメントとクラウンインターフェースセグメントとを有
していて、前記アバットメントは、様々な直径の歯科インプラントに適合することができ
るユニバーサルアバットメントインターフェースであるように前記インプラントインター
フェースセグメンが構成されていることを特徴とし、前記インプラントインターフェース
セグメントは、２つの回転防止結合を含み、第１の回転防止結合は、前記インプラントイ
ンターフェースセグメントの遠位部分に沿って配置されていて、第２の回転防止結合は、
前記インプラントインターフェースセグメントの近位部分に沿って配置されていて、前記
インプラントインターフェースセグメントの近位部分は、その長さに沿って円錐状のプロ
ファイルを備える、歯科インプラントアバットメント。
（態様１６０）
　前記２つの回転防止結合プラットフォームのうち少なくとも１つは、嵌合コネクタの形
態で提供されている、態様１５９に記載のアバットメント。
（態様１６１）
　前記２つの回転防止結合プラットフォームの両方が、嵌合コネクタの形態で提供されて
いる、態様１５９に記載のインプラント。
（態様１６２）
　前記アバットメントのインプラントインターフェースセグメントの近位部分は、円錐状
のプロファイルを有する外側表面を特徴とし、前記円錐状のプロファイルは、前記アバッ
トメントのクラウンインターフェースセグメントに隣接し、および／または前記アバット
メントのクラウンインターフェースセグメントとの境界において、その近位端で最も広く
、なおかつ前記アバットメントのインプラントインターフェースセグメントの遠位部分に
隣接し、および／または前記アバットメントのインプラントインターフェースセグメント
の遠位部分との境界において最も狭いように構成されている、態様１５９に記載のアバッ
トメント。
（態様１６３）
　前記近位部分の円錐状の外側表面は、壁部を規定し、前記壁部は、前記アバットメント
のインプラントインターフェースセグメントの近位部分の長さに沿って、均一な角度およ
び／または傾斜を備える、態様１５９に記載のアバットメント。
（態様１６４）
　前記近位部分の円錐状の外側表面は、壁部を規定し、前記壁部は、前記近位部分の長さ
に沿って、少なくとも２つの角度および／または傾斜を備え、円錐状で互いに連続してい
る２つの近位部分サブセグメントを規定していて、第１のサブセグメントは、第１の角度
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および／または傾斜を備え、第２のセグメントは、第２の角度および／または傾斜を備え
、前記第２の角度および／または傾斜は、共通の中央の面に対して、第１の角度および／
または傾斜よりも大きいことを特徴とする、態様１５９に記載のアバットメント。
（態様１６５）
　態様１５９の歯科インプラントに結合し、前記歯科インプラントを操作するための歯科
ツールであり、
　ａ）歯科ハンドピースツールと連結するための歯科ツーリング結合インターフェースで
あって、前記歯科ハンドピースツールが、前記ツールと結合する歯科インプラントを回転
させるために利用され得る、歯科ツーリング結合インターフェースと、
　ｂ）近位部分と、中間部分と、遠位部分とを含むツーリング本体と
を特徴とし、
　ｉ）前記近位部分は、前記ツーリング結合の遠位の方向に配置されていて、前記ツーリ
ング結合と連続していて、前記近位部分は、近位端と遠位端とを有する円錐状の本体を規
定していて、前記近位端は、前記遠位端よりも広くなるように構成されていて、
　ｉｉ）前記中間部分は、前記近位部分の遠位の方向に配置されていて、それと流動的で
あり、前記中間部分は、回転防止インターフェースの形態で提供されていて、
　ｉｉｉ）前記遠位部分は、前記中間部分の遠位の方向に配置されていて、それと流動的
であり、前記遠位部分は、前記中間部分の直径よりも小さな直径を有するように構成され
ている本体を有し、前記歯科インプラントのせん孔に入れることが可能になっている、
歯科ツール。
（態様１６６）
　前記中間部分は、実質的に筒状である、態様１６５に記載のツール。
（態様１６７）
　中空フローチャネルを、その長さに沿って、さらに含み、これを通して、流体の流れを
促進するようになっている、態様１６５に記載のツール。
（態様１６８）
　前記近位部分の前記円錐状の本体は、前記近位端に隣接して配置されている複数の嵌合
雄コネクトを特徴とする、態様１６５に記載のツール。
（態様１６９）
　前記円錐状の本体は、外側表面から延在する少なくとも２つの嵌合雄コネクタを含み、
前記コネクタは、インプラントの内側結合インターフェースに配置されている対応の雌嵌
合コネクタと結合するために提供されている、態様１６８に記載のツール。
（態様１７０）
　前記近位部分は、少なくとも２以上の円錐状のサブセグメントから提供されていてもよ
く、これらは互いに連続していて流動的である、態様１６５に記載のツール。
（態様１７１）
　前記近位部分を形成する各円錐状のサブセグメントは、前記近位部分が、近位方向で直
径を増加させる実質的に円錐状のプロファイルの配置を維持するように配置されていて、
前記遠位サブセグメントは最も狭く、その一方で、前記近位サブセグメントは最も広く、
第１（遠位）のサブセグメントは、第１の角度および／または傾斜を備え、第２（近位）
のサブセグメントは、第２の角度および／または傾斜を備え、前記第２の角度および／ま
たは傾斜は、共通の中央の面に対して、前記第１の角度および／または傾斜よりも大きい
ことを特徴とする、態様１７０に記載のツール。
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